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平成22年３月９日（火曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成22年度宮崎県一般会計予算

○議案第３号 平成22年度宮崎県母子寡婦福祉

資金特別会計予算

○議案第18号 平成22年度宮崎県立病院事業会

計予算

○議案第21号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第23号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第34号 次世代育成支援宮崎県行動計画

及びひむか青少年プラン21の変

更について

○請願第５号 後期高齢者医療制度の充実を求

める請願

○請願第11号 障害者自立支援法の抜本的改善

を求める請願

○請願第20号 物価に見合う年金引き上げを求

める請願

○請願第32号 後期高齢者医療制度早期廃止の

意見書提出を求める請願

○請願第33号 2010年度の年金確保に関する請

願

○請願第35号 歯・口腔保健推進条例制定につ

いての請願

○請願第36号 高齢者に肺炎球菌ワクチンの接

種をすすめる為の方策を求める

請願

○福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関

する調査

○その他報告事項

・平成21年度県立病院事業会計決算見込みにつ

いて

・身体障害者福祉法における肝臓機能障害の追

加について

出席委員（８人）

委 員 長 長 友 安 弘

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 米 良 政 美

委 員 蓬 原 正 三

委 員 黒 木 覚 市

委 員 外 山 良 治

委 員 田 口 雄 二

委 員 水 間 篤 典

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 甲 斐 景早文

病 院 局 医 監 豊 田 清 一兼 宮 崎 病 院 長

病 院 局 次 長 梅 原 誠 史兼 経 営 管 理 課 長

県 立 日 南 病 院 長 長 田 幸 夫

県 立 延 岡 病 院 長 楠 元 志都生

県立宮崎病院事務局長 馬 原 日出人

県立日南病院事務局長 勢 井 史 人

県立延岡病院事務局長 工 藤 良 長

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

福 祉 保 健 部 次 長 加 藤 裕 彦（ 福 祉 担 当 ）

こ ど も 政 策 局 長 山 田 敏 代

部参事兼福祉保健課長 佐 藤 健 司



- 2 -

国 保 ・ 援 護 課 長 江 口 勝一郎

部参事兼長寿介護課長 大 重 裕 美

障 害 福 祉 課 長 高 藤 和 洋

就 労 支 援 ・ 野 﨑 邦 男精神保健対策室長

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 大 下 香

総 務 課 主 任 主 事 押 川 康 成

○長友委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すけれども、お手元に配付いたしました日程案

のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、審査方法についてでありますけれども、

お手元に配付の「委員会審査の進め方（案）」

をごらんいただきたいと思います。

今回の委員会は、新年度当初予算の審査が中

心となり、審査が長くなることが予想されます。

そのため、福祉保健部については、「委員会審査

の進め方（案）」のとおり、各課を２グループに

分けて議案に対する説明及び質疑を行い、最後

に総括質疑の場を設けたいと考えております。

審査方法については以上でありますけれども、

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時０分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○甲斐病院局長 おはようございます。それで

は、当委員会に御審議をお願いいたしておりま

す議案につきまして、その概要を御説明申し上

げます。

お手元の「平成22年２月定例県議会提出議案

（平成22年度当初分）」をごらんいただきたいと

思います。表紙をめくって目次をごらんいただ

きますと、病院局関係の議案は、下のほうでご

ざいますが、議案第18号「平成22年度宮崎県立

病院事業会計予算」の１議案でございます。ペ

ージで申しますと57ページからになります。

御承知のとおり、県立病院におきましては、

平成18年８月に策定いたしております中期経営

計画に基づきまして、病院局職員が一丸となり

全力を挙げて収支の改善や医療サービスの向上

に取り組んでいるところでございます。また、

県立病院が高度で良質な医療を提供していくた

めには、医師の確保が喫緊かつ最重要の課題と

なっております。医師確保対策につきましては、

これまで、各大学医局への派遣要請や県出身医

師や臨床研修医への個別の働きかけを行います

とともに、医師給与の改善や医療秘書の設置、

コンビニ受診の自粛キャンペーンの実施等、さ

まざまな取り組みをこれまで行ってきていると

ころでございます。

平成22年度当初予算につきましては、全国的

な医師不足の影響等で病院事業が置かれている

厳しい経営状況を真摯に受けとめまして、現実

的な収益目標を設定するとともに、一層の経費
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節減に努めることとしているところでございま

す。

また、医師確保を最優先に各種の取り組みを

実施することといたしまして、これまでの取り

組みに加えまして、平成22年度から新たな医師

確保対策を実施することとしたところでござい

ます。

議案の概要の説明は、以上でございます。

次に、「平成21年度県立病院事業会計決算見込

みについて」、報告を予定いたしております。

平成21年度決算につきましては、全体的な患

者数の減少や、延岡病院の医師不足による休診

等の影響によりまして、残念ながら、中期経営

計画の目標を下回る14億円程度の赤字になる見

込みでございます。これまで、病院局職員一体

となって計画目標の達成に全力で努力してまい

ったところでございますが、このような状況と

なっておりますことを真摯に受けとめまして、

いま一度現状を再認識する必要があると考えて

おります。このため今後は、病院事業全般にわ

たる抜本的見直しを行いまして、これまで以上

に徹底した収益確保及び費用削減に取り組むこ

ととし、また、平成22年度においては次期中期

経営計画を策定いたしまして、さらなる経営改

善に取り組んでまいりたいと存じます。

議案及び決算見込みの詳細につきましては、

梅原次長が説明いたしますので、よろしくお願

い申し上げます。

私からは以上でございます。

○梅原病院局次長 それでは私から、議案１件、

その他報告事項１件、御説明申し上げます。

まず、ただいま申し上げました議案第18号「平

成22年度宮崎県立病院事業会計予算」について

でございますが、議案書は先ほど申し上げまし

た57ページから、また事項別明細書では663ペー

ジからになっておりますが、お手元に配付いた

しております厚生常任委員会資料により御説明

させていただきたいと存じます。

それでは、委員会資料の１ページをごらんく

ださい。当初予算の概要についてでございます。

まず、予算編成の基本方針につきましては、

年度内に発生すると予想されます、すべての収

益及び費用について計上する通年予算とするこ

と、２点目に、現実的な収益目標を設定すると

ともに徹底した費用の削減を前提とした費用の

計上を行うこと、３点目に、医師確保に資する

経費については最優先で措置すること、以上の

３点を基本的な考え方としたところでございま

す。

次に、重点項目でございますが、医師確保を

図るため、平成21年度に引き続き、医師の処遇

や勤務環境の改善のための取り組みを積極的に

実施することといたしました。

その主な内容につきましては、下の事業の主

な内容に記載いたしております。まず、医師確

保対策事業といたしまして総額が４億11 1

万1,000円となっております。このうち１の21年

度から実施しております医師給与等の改善や医

療秘書の設置につきましてが３億1,000万円余と

なっております。この分は継続分でございます。

それから、２の新規事業、救急医療体制確保

対策といたしまして3,744万円を計上いたしてお

ります。これは、医師が、休日や夜間に救急業

務に従事するため正規の時間外に呼び出しを受

け１時間以上の診療業務に従事した場合に、救

急医療体制確保手当を支給することとしたとこ

ろでございます。このことによりまして、勤務

時間外にも自宅で待機し緊急の呼び出しに対応

しております医師の精神的負担を適正に評価す

るとともに、処遇の改善を行うことによりまし
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て医師の士気を高め、医師確保に資することが

できるものと考えております。これまでの実績

等から、１カ月当たり３病院合計で約450回の呼

び出しを予定いたしておりまして、手当額につ

きましては、勤務１回につき、診療時間が４時

間未満の場合が6,000円、４時間以上が１万2,000

円となっております。

次に、３の新規事業、女性医師等勤務環境改

善対策5,289万2,000円でございます。これは、

出産、育児等に配慮した勤務環境の改善を行い、

女性にとって働きやすい職場環境づくりを行う

ための対策といたしまして、１つ目のポツにあ

りますように、女性医師の短時間（変則）勤務

制度を導入することといたしました。これは、

出産、育児等で離職された女性医師で、段階的

に臨床現場に復帰希望される方を短時間勤務の

非常勤職員として採用するものでございます。

各病院で２名程度の採用を予定いたしまして、

その経費として1,789万2,000円を計上しており

ます。また、２つ目のポツでございますが、県

立宮崎病院における病後児一時保育の試行を行

うための施設の設置等に要する経費といたしま

して委託料3,500万円を計上しております。これ

は、宮崎病院において医師や看護師等の職員に

アンケート調査を実施しました結果、通常の保

育施設については需要が認められなかったもの

の、病気をした後の対応で保育施設を希望する

御意見が多かったことから、宮崎病院において

まず試行的に設置するものでございます。

次に、２ページをごらんください。収益的収

支でございます。

まず、収益につきましては、枠囲みの下にあ

りますように総額で265億8,410万9,000円、これ

は前年度比で17億3,600万円余、6.1％の減を見

込んでおります。

入院収益につきましては、患者数は今年度の

状況等から10.6％の減となっておりますが、高

度医療の提供と地域からの紹介によります重篤

患者の受け入れによりまして、診療単価が４

万8,003円と、前年度に比べまして1,702円、3.7％

の増を見込んでいるところでございます。

また、外来につきましても、患者数が17.3％

と大幅に減少する一方、診療単価の増によりま

して、収益は前年度比で1.2％の減と見込んだと

ころでございます。

次に、一般会計繰入金についてでございます。

収益的収支の一般会計繰入金は41億5,4 6 5

万5,000円で、前年度に比べますと２億3,300万

円余、5.3％の減となっております。また一方、

資本的収支で一般会計から約10億9,100万円の繰

入金をいただいておりますが、これと合わせま

すと総額で52億4,600万円となっております。こ

の繰入金につきましては、中期経営計画におき

まして平成22年度に総額を50億円程度とすると

されておりますことから、まず既定分につきま

して50億円に削減をした上で、先ほど御説明申

し上げました医師確保対策に要する経費として

２億4,600万円が上乗せされたところでございま

す。

次に、３ページの費用をごらんください。費

用は、枠囲みの下にございますが、総額で274

億2,255万4,000円で、前年度に比べますと12

億8,600万円余、4.5％の減となっております。

まず、給与費でございますが、病院事業にお

ける最大の必要経費でございまして、これまで

枠として確保に努めてまいりました欠員あるい

は育休職員等に係る予算計上を実態に即して見

直しまして、前年度比で２億9,500万円余、2.2％

の減といたしております。

次に、材料費でございますが、患者数の減や
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ジェネリック医薬品の採用、共同購入の推進等

によりまして費用削減努力を考慮し、前年度比

４億3,200万円余、6.0％の減としております。

また、経費につきましては、事務費や管理に

要する一般的な経費でございますので、要求段

階におけるシーリングを実施いたしまして、前

年度比で３億6,900万円余、9.3％の減となって

おります。

支払利息につきましては、平成19年度から21

年度にかけて行いました繰り上げ償還の効果に

よりまして支払いの減が発生いたしております。

前年度比で6,600万円余、7.3％の減となったと

ころでございます。

以上の結果、収支につきましては８億3,844

万5,000円の赤字を見込んでおります。これは、

前年度予算と比較いたしますと約４億4,900万円

の赤字額の増加となっております。また、中期

経営計画では平成22年度は6,800万円余の黒字を

目標としておりましたけれども、今年度の状況

等から目標達成は極めて厳しいものと考えてお

ります。なお、減価償却前収支では18億300万円

余の黒字を見込んだところでございます。

次に、４ページをごらんください。施設や器

械設備の整備を行う資本的収支でございます。

資本的収入が19億7,800万円余となっておりま

して、その内容は企業債及び一般会計負担金で

ございます。企業債の元金償還額の減等により

まして、前年度比で２億2,400万円余、10.2％の

減となっております。

次に、資本的支出でございますが、医療器械

の購入や施設の改修等に要します建設改良費及

び企業債の元金償還等がその主な内容でござい

ます。41億4,300万円余を計上しております。こ

のうち建設改良費につきましては、厳しい経営

状況ではございますが、必要な医療器械の更新

等のため、前年度並みの８億9,600万円余を措置

いたしました。また新たに、病院長裁量による

医療高度化推進特別枠といたしまして各病院

に2,000万円、また特に経営改善に顕著な成果が

認められた１病院に、経営改善推進特別枠とい

たしまして1,000万円をそれぞれ計上いたしてお

ります。

以上の結果、資本的収支が21億6,500万円余の

収支不足となりますが、この不足分につきまし

ては内部留保資金で補てんすることといたして

おります。

次に、５ページをごらんください。病院ごと

の収益的収支の状況をお示ししております。こ

の表の下から３段目、収支差という欄をごらん

いただきたいと思います。宮崎病院が全体

で6,180万円余の黒字となっております。うち一

般診療科が5,319万円余、精神医療センターが860

万円余の黒字でございます。延岡病院につきま

しては、患者数の減等によりまして６億4,200万

円余の赤字、日南病院につきましても同じく２

億5,700万円余の赤字を見込んでおります。

次に、６ページは病院別資本的収支でござい

ますが、これにつきましては後ほど御参照いた

だきたいと存じます。

平成22年度予算につきましては以上でござい

ますが、病院経営を取り巻く環境が大変厳しさ

を増す中でございますけれども、高度医療に特

化いたしまして収益の確保を図るとともに、一

層の経費の節減を徹底いたしまして、少しでも

収支の改善に努めてまいりたいと考えておりま

す。また、平成22年度は組織、人事、財務等に

つきまして抜本的な見直しを行い、その結果等

を次期の中期経営計画に反映させていくことと

しているところでございます。

以上が当初予算についてでございます。
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次に、報告事項「平成21年度県立病院事業会

計決算見込みについて」、御説明申し上げます。

このことにつきましては、事項別明細書の687

ページから、21年度の予定損益計算書及び予定

貸借対照表を記載しておりますけれども、御説

明につきましては、引き続き委員会資料で行わ

せていただきます。

委員会資料の７ページでございます。まず、

平成21年度の患者の利用状況でございます。21

年度決算見込みでは、入院・外来ともに患者数

が前年度に比べまして減少いたしております。

入院が約１万7,500人、4.6％、外来が約３万7,000

人、10.4％の減となっております。これは、医

療のすみ分けが進みまして軽症患者が地域の医

療機関に回ったこと、及び一部、医師不足等に

よります休診の影響等によるものであると考え

ております。

次に、８ページをごらんください。収益的収

支の状況でございます。病院事業全体の収益が、

表の一番上、右端の欄でございますが、251

億9,000万円余、それから費用が中ほどの欄でご

ざいますが、266億2,000万円余となっておりま

す。下のほうの網かけの欄、当期純損益を見て

いただきますと、14億2,900万円余の赤字となっ

ております。これは、その下の欄にあります前

年度と比べますと５億6,000万円余、また中期経

営計画と比べますと10億3,500万円余の赤字額の

増加となっております。また、償却前利益につ

きましては12億7,200万円余の黒字を見込んでお

ります。

病院ごとでございますが、宮崎病院につきま

しては全体で黒字となりまして、中期経営計画

を上回る見込みでございます。このうち本年度

開設いたしました精神医療センターにつきまし

ては、急性期等の患者に特化いたしますととも

に紹介外来制としておりますことから、入院・

外来収益が富養園時代と比べますと減少してい

る一方で、経費の減少等もありまして、収支と

いたしましては380万円余の赤字にとどまると見

込んでいるところでございます。延岡、日南病

院につきましては、ごらんのとおり計画目標の

達成が大変厳しい見込みとなっております。特

に延岡病院では、昨年度ＤＰＣの導入や地域と

の連携によります重篤患者の受け入れ等、収益

の確保に努めておるところでございますが、そ

の結果、診療単価が前年度に比べて上昇いたし

ております。しかしながら、患者数の減少が大

きく響いている状況であるというふうに考えて

おります。また、日南病院につきましても、同

様に診療単価の上昇が認められまして、収益額

そのものは前年度を上回っておりますが、費用

の増加等もございまして、収支につきましては

前年度を下回る見込みとなっております。

次に、９ページから13ページまでは、病院ご

とに患者数や収支の状況をお示しいたしており

ますので、後ほど御参照いただきたいと存じま

す。

21年度決算見込みにつきましては、ただいま

御説明申し上げましたように中期経営計画を下

回る見込みとなったところでございますけれど

も、これは、計画時に想定いたしておりません

でした全国的な医師不足の問題等、病院を取り

巻く環境が大変厳しいものとなってきておりま

すことから、今後さらに高度医療の提供と地域

連携によります地域からの紹介による重篤患者

の受け入れを推進いたしまして収益の確保に努

めてまいりたいと思います。また、経費削減に

つきましては、先ほども申し上げましたが、抜

本的な見直しを行いまして、徹底した経費削減

の取り組みを行って収支の改善に努めてまいり
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たいと思っております。

21年度決算見込みにつきましては、以上でご

ざいます。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

○長友委員長 説明が終わりました。

質疑はございませんか。

○米良委員 22年度当初に当たっての予算の概

要につきまして説明をいただきましたが、その

中で８億円余という赤字を見込んだ会計をして、

来年度徹底した費用の削減を進めることを前提

とした予算ということで12億8,600万円余を圧縮

しようと、こういうことで今説明を受けたわけ

であります。特にその中で、１ページにありま

すように、事業の主な内容にある医師確保対策

事業というのは、前から我々も議論をしてきた

ところであります。その中で１、２、３とあり

ますが、救急医療体制あるいは女性医師等勤務

環境改善、どれをとりましても努力していく足

跡が見られて大変いい傾向にあると思っており

ます。ただ一つは、医師を確保していくという

中で、高度医療技術といいましょうか高度医療

機器、今度7,000万上がっています。それは従来

から皆さん方が努力しておったことであります

が、高度医療技術ということを前提として医師

の確保を相まって考えたときに、その面につい

ての対策というか対応についてはどう認識して

いけばいいのか。ここには具体的に出ていませ

んが、その辺はどう認識しておけばいいでしょ

うか。簡単で結構です。高度医療機器、医療技

術ということからして、一言で言えばどういう

ことを考えておられますか。

○梅原病院局次長 医療器械の整備についてで

ございますけれども、一つは、県立病院として

の役割を果たすためには日々更新をしていく必

要があるということ。時代の最先端とは申しま

せんが、高度な医療が果たせるだけの能力を持

った機器を整備していくことが必要であると考

えております。また一方で、近年は高度医療器

械があることで優秀なドクターに来ていただけ

るということもございますので、先ほど御説明

申し上げましたように大変厳しい財政の中では

ございますけれども、医療器械の整備について

は平成22年度当初予算でも最大限の配慮をした

ところでございます。

○米良委員 わかりました。高度な医療機器に

医者として魅力を感じて３つの県病院に赴任を

される。それで果たして医者の皆さんたちが定

着していくことに置きかえられるかどうか。そ

れだけで十分満たされて、将来、医師として高

度な技術を持っていろんなところで働けるとい

う自信をつけられるかということなんです。そ

れだけでいいのかと懸念をしておったものです

からお聞きしたわけです。時代の進展に合った

医術が一つの大きな課題となってくるんではな

いかと思うものですから、そのあたり十分踏ま

えた上でこれから対応していただきたいと思い

ます。ありがとうございました。

○長友委員長 ほかにございませんか。

○外山委員 １ページ、病後児保育を試行的に

やる3,500万、これは一般保育ニーズはなかった

と。どういうアンケートをとられたんでしょう。

○梅原病院局次長 このアンケートにつきまし

ては、宮崎病院が独自に職員の発案によりまし

て行われたアンケートでございますけれども、

正職員、臨時職員等含めまして総数で約800名に

アンケートをとったようでございます。その結

果、一般保育につきましては、現在、教育的な

機能が求められるということもありまして、地

域での保育ニーズが高いということで、一番困
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っているのが病気をしたときの対応だというこ

とから、病後児についての保育ニーズが高かっ

たということでございます。

○外山委員 院内保育ニーズがないというのを

初めて聞きました。どこもいっぱいなんです。

ちょっと理解に苦しむ。

女性医師も病後児しかいなかったと。ちなみ

に何名ですか。

○梅原病院局次長 アンケートは女性医師にも

参加をしていただきました。女性医師が15名ほ

どいらっしゃったそうですが、子供さんがいら

っしゃる方が少ないこともありまして、一般的

な保育についてはニーズがなかったということ

でございます。

○外山委員 金曜日にも話題になりましたが、

以前から病後児保育、院内保育のニーズは高い

と聞いていました。例えば医学部学生４対６、

４が女性、６が男性。ところが、卒業して国家

資格を取る段階になると２割に減少する、何で

だろう。実働女性医師はどのくらいおるんです

か。

○甲斐病院局長 県病院の実態を申し上げます

と、正規の職員医師が177名おります。そのうち

女医さんが22名でございますから約12％でござ

います。この中で実際にお子様をお持ちの女医

さんは非常にわずかでございまして、お子様が

できますと、勤務が非常に厳しい状況にありま

すので、継続される実態が非常に少のうござい

ます。そのような状況にございます。

○外山委員 莫大な国費を使って、40％おった

ものが12％。30％どこかに消えているわけでし

ょう。そのために短時間（変則）勤務制度の導

入1,700万あるんでしょう。そういうリサーチは

されたんでしょうか。

○梅原病院局次長 この1,700万につきまして

は、事前の調査を行ったものではなくて、希望

される方がいらっしゃった場合にいつでも対応

できるような制度を構えるという趣旨で、今回

予算措置をさせていただいているものでござい

ます。

○外山委員 待ちの構えということですか。

○梅原病院局次長 現時点での女性医師の需要

の掘り起こしを行っていないという意味では、

確かに待ちの施策であると考えます。

○外山委員 これだけ喫緊の課題であれば、掘

り起こす作業というのは必要ないんでしょうか。

○梅原病院局次長 県医師会とも連携をとって

おりますけれども、医師会のほうでも女性医師

の復職支援に向けたプログラム開発を行ってい

ただいております。そういった中でも、県病院

については、その役割を果たしていくというこ

とから、こういった制度が必要であろうという

ふうに考えたところでございます。

○外山委員 意味がわからん。

○甲斐病院局長 今の次長の説明に加えまして、

私も大学に行きまして各医局に回っております

けれども、その医局において教授との間では、

委員御指摘のように確かに女医さんの占める割

合が３～４割あるわけですから、医師不足をカ

バーするためにこういう短時間勤務も受け皿と

してありますという話は、折に触れて申してお

ります。そのためにも今回、苦肉の策として、

こういう受け皿もやりながら、日々そういう話

はしております。医局のほうからも、一たん家

庭に入るとなかなかだという話も聞いておりま

したけれども、県としての積極的な姿勢を示す

意味でもこういう制度が必要だということでや

っております。確かに掘り起こしをした上での

ものではありませんけれども、日々そういう話

をしながらやっている過程ですから、仮にこう
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いう先生方が多数おいでになれば、こういった

形でできるだけ多くの先生方においでいただい

て、少しでも医師の勤務環境の改善につながれ

ばという思いでおります。

○外山委員 局長、これは何の本かわかります

か。「次世代育成支援宮崎県行動計画」、こうい

う育成行動計画をつくった上で、もっともっと

働いていただこう、男女共同参画社会の実現、

いっぱいこの種の計画書はできています。何で

しないのか、どこに問題があるのか、そこら辺

の分析できていないんですか。もったいないで

しょう、４割。１割、３割が不足。３割不足し

ているために―１人１億円稼ぐ、10人おれば10

億円稼ぐ。何か足りないのと違いますか、局長。

○甲斐病院局長 御指摘のとおり、女医さんの

掘り起こしに努めながらやっていく必要がある

と思っております。これまではどちらかといい

ますと、高度医療を担うということ。それと救

急医療のウエートが非常に高いこともありまし

て、勤務時間が非常に不規則であるということ

で、限られた正規の職員の中でやる上において

は、不規則な勤務にも十分耐えられる先生方を

確保したいという意識もあった形が、今の状況

になっていると思います。これからは、御指摘

のとおり視点を変えまして、短時間勤務で十分

対応できる分野もありますので、役割分担しな

がら医師不足の解消につなげていきたいと思い

ます。これからこういう形で進めていきたいと

思っております。

○外山委員 医者になる前に不規則勤務という

のはわかっていると思いますよ。理由になるん

でしょうか。もういい。

○水間委員 院内一時保育体制整備、あるいは

女性医師の勤務体制という話ですが、２名程度

非常勤で採用したいという表現でしたが、２名

程度確保できるという根拠があるんですか。

○梅原病院局次長 残念ながら、今の時点では

採用の見込みは立っておりません。

○水間委員 それと、上になりますが、救急医

療体制確保で休日・夜間に１時間以上出た方に

手当を出すということのようですが、４時間以

上と４時間以内に分けられた理由というのは、

医療界ではこういうのが通例なんでしょうか。

○梅原病院局次長 この制度は既に国立病院機

構で採用されておりますので、その基準をもと

に４時間で線を引いたところでございます。

○水間委員 基準額としてもそういう状況です

か。

○梅原病院局次長 額についても参考といたし

ております。

○水間委員 ４時間以内は6,000円ということ

は、４掛ける６の２万4,000円という理解でいい

んですか。

○梅原病院局次長 これは１回ごとに、４時間

未満であれば6,000円で打ち切りということにな

りまして、１時間当たりの単価ではございませ

ん。ですから、額としては非常に少のうござい

ますけれども、御説明でも申し上げましたよう

に、自宅で待機をされるという精神的な負担を

評価する手法がこれまでございませんでしたの

で、そういったものに着目をして新たな制度化

をしたというところに意義があると考えており

ます。

○水間委員 結果的にそこらあたりが、お医者

さんに対する―医師確保をしないといかん。

今度４億も予算をつぎ込むわけですが、一つは、

家にいて待機をする。これほどお医者さんを束

縛する、お医者さんからすれば束縛される。何

かあれば飛び出していかにゃいかん、命を助け

に行かにゃいかん、そういう使命感に燃えた方
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々に対して、４時間以内で6,000円というのはい

かがなものかと思うんです。

この前質問したときに、医師の負担を軽減す

るために臨床工学技士が設置をされておるらし

いんですが、今後、臨床工学技士をふやす流れ

というのはどんな状況ですか。

○梅原病院局次長 ただいま委員の御質問にあ

りました臨床工学技士でございますが、現在、

各病院に全体で９名配置いたしておりまして、

特に生命維持装置など重要な器械の保守管理、

操作に当たっていただいております。手術中に

使用する器械についても、工学技士が同じ手術

室に入りまして操作をするといったことから、

これまで医師が行ってまいりました操作の負担

が随分軽減されるのではないかということで、

今後増員をして、その上で、これまでは臨床工

学技士が看護部に所属しておりましたけれども、

新たに臨床工学科という形で独立した組織とし

て位置づけて役割等を明確にしてまいりたいと

考えているところでございます。

○水間委員 臨床工学技士９名を何人増員され

て、どこに配置されるかわかっているんですか。

○梅原病院局次長 これにつきましては平成22

年度４月の新規採用ということでの増員を予定

いたしております。したがいまして、採用辞退

等のこともございますので、人数については現

時点では流動的な部分がございます。ただ、各

病院に増員の形で配置できればとは思っており

ますけれども、一挙にふやすことはなかなか難

しいと思っております。

○水間委員 またもとに戻りますけれども、先

ほどの救急医療体制の手当についても、国立病

院機構と言われたが、他県でも同じ状況になる

んですね。

○梅原病院局次長 この救急医療体制確保手当

みたいなものは、全国でも採用している県は非

常に少のうございまして、まだ数県程度と聞い

ております。

それから、御説明で漏れておりましたが、こ

の手当はあくまでも自宅待機に対する手当とい

うことであります。実際に出てこられて診療に

当たられた場合には、当然のことながら別に時

間外勤務手当が支給されますので、その分に上

積みをされるということでございます。

○水間委員 内部留保資金で21億対応するとい

うことですが、現実的にはどうなるんですか。

○梅原病院局次長 これは手元にある内部留保

金ということで、年度によって変動いたします

けれども、現在25億程度で推移いたしておりま

す。

○蓬原委員 今、水間委員から質問の救急医療

体制確保手当、よく理解できないものですから。

きょうは勤務時間じゃないということでドク

ターが家におられる。それで、勤務外でも緊急

に呼び出されて出ていかれる場合があるわけで

すね。出られた場合は、今言われたように実働

があるわけだから、それについては当然医療報

酬がある。４時間を境に6,000円、１万2,000円

というのがありましたけれども、４時間という

のは、自宅待機をされていることに対する４時

間ということですか。

○梅原病院局次長 大変わかりにくい手当で申

しわけないんですが、診療時間が４時間未満の

場合と４時間以上ということで、待機の時間で

はございません。この手当につきましては、待

機した上で診療に出てきた場合にのみ支給され

るということで、待機したけれども診療がなか

った場合には対象外ということになります。

○蓬原委員 要するにプラスアルファというこ

とですね。出てこられて診療に当たられて、４
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時間以下の場合は、医療行為をされた場合とは

別に6,000円であり、４時間を超えた場合は１

万2,000円プラスアルファということですね。た

だ家にいらっしゃっただけの場合は、緊張感が

ずっとあったけれども、それについては何も見

ていないということですね。

○豊田医監兼宮崎病院長 今のお話ですが、４

時間というのは、４時間以内が軽症といいます

か、外傷でちょっと呼ばれたとかで、４時間過

ぎると重症、多発外傷とかありますので、どこ

かで線引きするために４時間ということだと思

います。救急で呼ばれても１時間で終わること

もありますし、症例によって差がありますので、

恐らくそのあたりで国立病院機構も時間を分け

たんではないかと思います。

この手当は、家で家族と一緒にいるときに呼

ばれます。御家族の方にもある程度の負担もか

かってくるということからすると、現場からす

ると非常にいい取り組みをしていただけたんじ

ゃないかと思っております。以上でございます。

○水間委員 ４時間拘束があって6,000円という

値段が妥当なのかと考えたら、先生からすると、

拘束して診療して―１時間6,000円なら話はわ

かりますけど、各病院長どうですか、医者から

するともうちょっと値上げがあっていいんじゃ

ないですか。

○長田日南病院長 今のは多分待機料であって、

実際に出ていって処置したときは、処置した実

働時間のお金が入ります。だから別のお金がま

た入ります。

○水間委員 ただプラスアルファですか。

○梅原病院局次長 これまで支給いたしており

ます通常の時間外勤務手当に全く上乗せをする

という手当でございます。

○水間委員 時間外にした場合、４時間の診療

費用は平均どのくらいつくんですか。

○梅原病院局次長 ２万4,000円程度です。

○黒木委員 例えば民間の病院に大学病院など

から土日派遣する先生がいますよね。こういう

先生は日当５万とか10万らしいですが、概算で

どれぐらいもらっているんですか。

○梅原病院局次長 いわゆる応援医師でござい

ますけれども、これにつきましては通常の診療

の場合と手術で派遣をしていただく場合とござ

います。内容あるいはおいでいただくドクター

によりまして金額が異なるかと思いますけれど

も、平均で申しますと、診療で来ていただく場

合に１日３～４万円程度、手術の場合になりま

すと５万とか６万円とか、もっと高い場合もあ

るようでございます。

○黒木委員 さっきの２万4,000円は４時間での

話でしょう。ということは１日になるとその倍

という計算でいいんですか。５万円前後という

ことですね。

○長友委員長 ほかにございませんか。

○田口委員 田口でございます。何点かお伺い

します。

来年度の予算に関してですが、これは、こと

しの医師不足というか医師の状況を反映させた

予算になっているんですか。それともどこか変

わると予想して来年度予算になっているんでし

ょうか。

○梅原病院局次長 22年度当初予算につきまし

ては、現状の体制を想定して編成いたしており

ます。

○田口委員 特に延岡病院は診療科が休診して

いる部分が多いですね。神経内科、消化器内科、

眼科、精神科。もう一つ今心配なのが、透析が

今度契約が切れて１人お帰りになられると。素

人でよくわかりませんが、透析医が１人いなく
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なるだけで手術とかいろんなものもかなり影響

が出てくるんじゃないかと思うんですが、その

あたりの状況を―今マスコミもいなくなりま

したけど―教えていただけたらと思います。

○甲斐病院局長 腎臓医の関係につきましては、

委員御指摘のとおりでございまして、今、医局

を含めて、最悪の事態にならないように、診療

に支障を来さないような形で対応できるように

検討している段階でございます。いずれにしま

しても近いうちに結論が出るんじゃないかと思

っておりますが、非常に今微妙な時期になって

おりまして、まだ明快にお答えできるような状

況にないんです。ただ、最悪の事態にならない

ように一生懸命努力している状況でございます。

○田口委員 仮に最悪になった場合、透析医が

１人になったときにはどういうことが想定され

るのか教えてほしいんですが。

○楠元延岡病院長 現在、２名で腎臓内科のほ

うはやっております。１名がこのたびよそに行

くという形が判明しました。それを受けて現在、

個人的にも、また大学にも医師派遣または当院

への就職等の活動をいろんな形でやっています。

最低１名は来てほしいと。ただし、いろんな協

力体制を含めて、１名でも十分に回り切れる体

制をお願いして、最低１名で地域で必要とされ

る透析医療は提供できるような形を目指して、

今頑張っているところでございます。

○田口委員 要するに１人でも大丈夫という理

解でいいんですか。

○楠元延岡病院長 他部位からの協力をお願い

してできるという形になれば、最低１名になっ

たとしても診療ができるような形もあり得ると。

少なくとも１名以上の診療体制を組むことを目

指して、今いろんなところに交渉しているとこ

ろでございます。

○田口委員 私は専門的なことはわかりません

けれども、透析医というのは専門の資格が要る

んですか、それとも医師資格を取ればやれるん

ですか。例えば、今いる医者を集中的に研修を

させて対応することができるのか、その辺を教

えてください。

○楠元延岡病院長 現在、ほとんどのドクター

は各大学から派遣をお願いしています。という

ことで、違う領域で来ているドクターに、「おま

え、こっちやれ」というのは、病院としてはや

れないと思っています。

それと、非常に命にかかわるというか大切な

部門ですので、専門医といいましょうか、それ

なりにちゃんとできる医師を置く必要はあろう

かと思います。

もっと言えば、１人のときには、もし何かあ

ったときにやれなくなるという状況はまずいと

思いますので、周辺、少なくとも大学病院との

コミュニケーションをうまくとった形での診療

体制を考えております。

○田口委員 延岡にも泌尿器科が何軒かありま

して透析をしているところもありますが、そう

いうところとの連携は考えられますか。

○楠元延岡病院長 現在も連携をとりながらや

っております。待機で透析を始めるとか透析を

やる、例えば慢性腎不全だけというのは開業医

さんを含めた周辺の医療機関でやっていただい

ています。うちは急性期を主に診ていますので、

急にそういうのが必要になったとか、合併症が

あってほかの治療もしながら透析もするという

患者様を主にうちでは診ているということで、

地域との役割分担等は現在もやっていると思い

ます。

○田口委員 これ以上厳しい状況にならぬよう

に最善の努力をしていただきたいと思いますの
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で、よろしくお願いいたします。

この間議場でも言いましたけれども、北海道

からわざわざ延岡まで月に３日ぐらい来てくれ

るお医者さんもいらっしゃいますので、非常に

ありがたいと思っておりますが、その先生も疲

弊しないように、体制もしっかりしていただき

たいと思います。

今回、医師確保対策で初任給調整手当の増額

というのがありますが、１人当たり幾らぐらい

になるとか、この中身を教えていただきたいん

ですが。

○梅原病院局次長 この初任給調整手当につき

ましては、平成21年の４月から実施させていた

だいておりまして、継続分でございます。これ

によりまして、おおむねで申し上げますと、医

師１人当たり年間120万円程度の増額が図られる

と考えております。

○田口委員 それを初任給調整手当というんで

すか。失礼しました。

○梅原病院局次長 医師の手当につきましては、

勤務年数に応じて初任給調整手当という名前で

手当が支給されるようになっております。

○田口委員 勘違いしていました。私は、ただ

単に初任給に上乗せされるのかと思っておりま

した。わかりました。

次に、医療秘書の設置で予算が組まれており

ますけれども、現在の配置が延岡と宮崎病院だ

ったと思うんですが、これは新たにどこかにふ

やすことになるんですか。今、延岡と宮崎に何

人いるのかも含めて教えてください。

○梅原病院局次長 まず、医療秘書につきまし

ては、21年の４月から全体で17名の枠で設置い

たしました。これは22年度も引き続き継続をす

るというものでございまして、17名については、

現在の状況でいきたいと考えております。

それから各病院の人数でございますが、宮崎

病院が７、延岡病院が６、日南病院が４となっ

ております。

○田口委員 いろいろ手当していただくのは非

常にありがたいことだと思っております。ただ

気になるのが、先週もちょっと審議したんです

が、今、介護士などに対する給与の補助みたい

なものが国の制度で来ているんですけれども、

給与格差が出て後で大変だということで、申請

が余りなかったということも出てきています。

医師だけが仕事をしているわけじゃなくて、当

然いろんなスタッフ、技師や看護師もいらっし

ゃるわけですけれども、医師にばかり手当が行

って職場環境がおかしくなるとか、手当等は逆

にしなくてもいいのかなと心配にもなるんです

けれども、そのあたりはどのようにお考えです

か。

○梅原病院局次長 おっしゃるように、病院業

務につきましてはチーム医療ということで、医

師だけではなくて周りのスタッフと一緒になっ

てやることが非常に重要だと思っております。

したがいまして、職員の士気が高まるような処

遇を行っていく必要があると思っておりますが、

現在の医師不足という課題を解決するためには、

まず医師の処遇について最優先で取り組んでい

く必要があると考えております。

一方、職員の給料等につきましては、先般、

経営形態の検討委員会でも御意見を多々承って

おります。民間と比べると、公務員ということ

での給与体系は見直す必要もあるんじゃないか

といった御意見も出ておりますので、現在の業

務の内容や業務量が類似の施設や民間と比べて

どうなのかといった新たな見直しを行っていく

必要もあると考えております。

○外山委員 最近、ある病院にお世話になりま
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した。県病院の医療従事者、賃金下げたらあか

ん。医者も含めてあれだけ一生懸命やって、頭

が下がる。きのうわざわざ日南に行ってスイー

トピーをもらってきて、きょう届けようと思う

とる。病院スタッフがあれだけ一生懸命働いて

……。

ちなみに、定年退職・前退職看護師、何割で

すか。

○梅原病院局次長 看護師という職業柄かもし

れませんが、定年退職者数というのは非常に少

のうございます。現在942名の看護師がおります

けれども、定年退職される方は大体10名といっ

た状況になっております。年度によって大きな

変動がございますけれども、定年退職よりも中

途退職のほうが多いという状況がございます。

○外山委員 どうしてですか。

○梅原病院局次長 適齢期の女性の方が多いと

いうことで、結婚退職という形でおやめになる

ことが多いというふうに聞いております。

○外山委員 適齢期で。皆さん、25～26歳でお

やめになるんですか。

○梅原病院局次長 全員がおやめになるわけで

はもちろんありませんけれども。例えば大学病

院等に比べますと、県立病院の場合にはやめず

に仕事を継続される職員が多いと聞いておりま

す。大学病院あたりですとかなり若いうちにや

めていかれる方が多いと聞いております。

○外山委員 だから、何名ですか。

○梅原病院局次長 年度によって異なりますが、

全体で退職者が50～60名程度で推移してきてお

ります。

○外山委員 もう一度お伺いします。ことしの

退職者のうち定年前退職は何名ですか。

○梅原病院局次長 平成20年度で申し上げます

と、年度末の退職者総数が46名、うち定年退職

者が10名ですので、定年前退職者は36名という

ことになります。

○外山委員 平均年齢はどのくらいでしょう。

○梅原病院局次長 手元に資料がございません

ので、調べる時間をいただきたいと思います。

○外山委員 ほとんどが定年までよう勤めへん。

学校の教員でもしかり、定年前退職が非常に最

近多くなった。これはやっぱり、体力、激務。

この現状を１回ぐらい調べられたほうがいいよ。

定年まで勤めて、おめでとうでやめていく。

ちなみに、県庁の部課長、定年前退職何人い

ますか。

○梅原病院局次長 それは所管しておりません

ので、存じ上げません。

○外山委員 ほとんどゼロ。おまけに、60で定

年退職するならいいけど、70ぐらいまでおる。

この差はどこにあるのか、もうちょっと考えて

いただきたい。以上です。

○蓬原委員 初任給調整手当、メモもそこから

入って説明されようとしたけど、後の質問が続

かなかったからですが。我々もよく聞いておか

ないと、いろんなところでいい意味でＰＲもし

ないといけないこともあるでしょうから、仕組

みをもうちょっとわかりやすく教えてください。

○梅原病院局次長 医師の初任給調整手当につ

きましては全国的に定められている手当でござ

いまして、医師免許取得後の年数に応じて、若

いほど高い手当になっております。年齢に応じ

て低減をしていくという手当でございます。こ

れは、医師の若い時代の給料額そのものが低い

ところから、処遇改善のために若い人ほど手厚

く処遇されている手当でございます。

○蓬原委員 若い人ほどということですが、１

人年間120万とおっしゃいました。月10万という

ことだから、もうちょっと具体例を挙げてわか
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りやすく。

○梅原病院局次長 簡単に言いますと、最初の

初任給調整手当は30万を超える額でございます。

今回、額の見直しを行いまして、年間120万上乗

せする増額を行ったのが21年度の手当の改正で

ございました。したがいまして、現在は免許取

得後15年未満の方が、延岡病院だけはちょっと

高いんですけれども、手当として月額41万円が

本給プラスになります。宮崎、日南病院の場合

ですと36万5,000円が本給プラスの手当額になり

ます。以下、16年以上経過いたしますと40万円

からだんだん下がりまして、35年になりますと

５万5,000円になります。こういう形で経験年数

に応じて低減をしていく手当でございまして、

改正の結果、年間で120万、延岡病院は170万の

増額が図られたということでございます。

○蓬原委員 そこに表があるようですから、後

で表を下さい。以上です。

○山下副委員長 病院事業、一生懸命経営改善

に努力されてきたと思うんですが、一昨年から

大変な医師不足になりまして、経営収支、大変

な苦労されているだろうと思います。

２ページに22年度の収益的収支の計画が出て

いるんですが、入院収益、外来収益、入院患者、

外来患者が落ち込むことを想定されております。

例えば入院収益の中での診療単価、高度医療の

中で前年度比1,700円ぐらい増にしたいとここに

示しておられます。外来収益についても、患者

数が６万9,000人、17.3％減少するだろうと。そ

の中で外来の診療単価も上げて収支を改善しよ

うということなんですが、こういう数字を出さ

れて、入院・外来患者に対して診療単価を上げ

るだけの高度医療ができるのか。病院経営の中

で21年度、22年度でこれだけの差が出てくる。

例えば高度医療、外来、その差というのを教え

てほしいんですけど。

○梅原病院局次長 予算編成に当たっての考え

方になると思いますけれども、重篤な患者さん

で高度な医療を必要とする方に県立病院に来て

いただくということから、これまで軽症患者に

とられておりました診療時間が、より高度で診

療報酬の高い患者さんに振り向けができるとい

うことで、診療単価が年々上がってきておりま

す。特に外来につきましては前年度比19.5％増

と見ておりますけれども、既に21年度の決算見

込みでもこれに近い水準の診療単価のアップが

図られてきておりますので、22年度予算でも十

分達成可能な数字だと考えております。

また、入院の診療単価につきましては、若干

今後努力を要する部分もございますけれども、

現在、地域の民間医療機関と連携しまして、よ

り重篤な患者さんを紹介いただくということで

進めてきておりますので、診療単価のアップは

十分可能であると考えております。

○山下副委員長 そういう面だったらぜひ努力

してほしいと思うんですが、これだけ県の税金

を投入しながら、医療格差があったらだめだと

思うんです。宮崎の県病院に都城あたりからの

入院患者が２％だったですか―数字の間違い

かなと思うんですが、それぐらいの人が入院し

ているということを聞きました。小林方面も、

医師不足の中で、新規の病院がつくられても１

人の医師しかいないという話を聞いているんで

すが、公の県病院として医療格差を埋めるため

の、今言われた、重篤患者、そして外来の患者

にしても、差があるようなところに対して民間

病院との連携をぜひ深めてほしいと思うんです

が、そういうことは基本的には考えておられな

いんでしょうか。

○梅原病院局次長 日ごろから地域の医療機関
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との連携は各病院で十分図っていただいている

と考えておりまして、機会あるごとに、地元の

医師会、あるいは診療科ごとの会合に県病院の

ドクターが出ていかれていろいろな協議をされ

ている状況がございます。そういう中で地域か

らの紹介というのも、各病院本当にここ数年で

アップしてきている状況がございますので、今

後とも地域連携というのは十分留意して向上を

図ってまいらないといかんというふうに考えて

おります。

○山下副委員長 よろしくお願いしたいと思う

んですが、拠点病院のある延岡、宮崎、日南近

辺だけに対策が偏らないようにぜひ努力してほ

しいこと。であれば、都城、西諸、児湯、格差

があると我々は思っているんですが、救急体制、

救急車での搬送体制とかその辺までぴしゃっと

体制をとってもらわないと、ただかけ声、医師

会の会合でとかそういうものばかりでは医療の

格差は埋まらないと思っておりますから、ぜひ

そこまで配慮してほしいとお願いしたいと思い

ます。

それから費用関係の中で、材料費を前年度比

で４億3,200万円余、６％の削減と書いてあるん

ですが、後発薬品であるジェネリックだけの対

応でこれだけの削減効果を見ておられるんでし

ょうか。

○梅原病院局次長 ジェネリックだけでは到底

これだけの数字は出てこないわけですけれども、

薬代と診療材料を含めてこれだけの節減を図っ

てまいりたいと考えております。ちなみにジェ

ネリックだけで申し上げますと、21年度は約１

億円の経費節減が図られたところでございます。

○山下副委員長 今、病院の体制は、新薬と後

発薬品との選択というのは患者に提示をされて

いるんですか。

○楠元延岡病院長 外来患者さんで処方せんを

するときには、ジェネリック薬品の可能、不可

能は表記して対応していると思います。

○山下副委員長 もう一回わかりやすく。

○楠元延岡病院長 一般の調剤薬局等に処方せ

んを持っていく場合には、ジェネリック薬であ

るか、薬剤は希望することができるという表記

は処方せんにしています。

○山下副委員長 患者にはそこは明確に言って

あるんですか。

○楠元延岡病院長 主治医がちゃんと話してい

ると思います。

○山下副委員長 であれば、ジェネリックの場

合は２～３割薬価が下がると思うんですが、病

院の収支をよくしていこうというねらいのある

中で―私たちは、患者負担を少なくしていく

ためにはジェネリックをどんどん推進していき

たいという思いもあるんですが、そうなった場

合に、病院収支の中で薬価点数が下がってくる

わけですよね。その辺の改善というのは、どこ

までジェネリックを普及させてやっていこうか

という基本的な考え方もあるんでしょうか。

○楠元延岡病院長 病院としては、単価的に大

きくなるのは注射薬、抗生物質とか抗がん剤、

造影剤などのほうが効果が出やすいと考えてお

ります。そういう意味でうちの病院としました

ら、単価の高いたくさん売れているようなもの

を、院内の薬事委員会等でこういうジェネリッ

ク薬があるからこれにかえてはどうかという検

討をして、それを使いましょうということにな

れば使うと。そういうステップを踏んで効果を

上げるための取り組みを行っているところでご

ざいます。

○長田日南病院長 私のところで調べますと、

トップ10、高い薬は全部抗がん剤なんです。こ
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れはジェネリックはないんです。だから、ジェ

ネリックで下げられるのはある程度限られた安

いもので、さほど削減効果は出てこないと思っ

ています。

○山下副委員長 実は私は毎月かかりつけの病

院に採血をしてもらいに行きますが、きのう帰

るときにお金を払いましたら、採血の検査や先

生の診断料を入れて2,000円ぐらい取られたんで

す。薬代が7,000円ぐらい取られるんです。薬代

の比重がかなり大きいと思うんですが、今から

後発薬品の普及を進めていく中で、県病院がど

れだけ率先して取り組まれるのか気になってい

たものですから、お伺いしたところでした。診

療単価を上げていこう、重篤患者をふやしてい

こうということなんですが、どういう気持ちで

病院に行けばいいのかなという思いがあったも

のですからお聞きしたところでした。ありがと

うございました。

○黒木委員 先ほど外山委員が、早期退職され

る方も結構いると。私も、近所や知り合いの方

が確かに55～56歳でやめているなと思うんです。

だけど、聞いてみますと、３交代で夜間勤務が

きついからやめたと、自分から言うんです。そ

の人は遊んでいるわけではないわけです。民間

の施設や病院に行っているわけです。その分今

度は若い子が入ってくるわけですから、病院も

若返っていいんじゃないかと私は思っているん

です。外山委員にちょっと反するけれども、そ

ういう意味は持っているんです。やっぱり病院

も若い看護師がどんどん入ってくる体制をつく

ってやることもいいんじゃないかなと、逆には

思っています。

それと、今、３病院の中で黒字が宮崎病院だ

け。裏を返せば、延岡にしても日南にしても建

物の償却が一番大きいのかなと。宮崎は結構年

数がたっていますので償却がかなり楽になって

いるんだろうと思うんです。だけど、これから

宮崎病院もどこかで建てかえが来る。今、築何

年ですか。

○甲斐病院局長 昭和60年に完成しております

から、約25年になります。

○黒木委員 まだまだもてるんですけれども、

延岡、日南にしてみればかなり古くなっていま

すね。一番負担になっているのが償却費です。

これを何か考えないといけないんじゃないか。

ここが一番大きいんじゃないかなと。今、延岡

と日南はどれぐらい年間償却しているんでしょ

うか。

○梅原病院局次長 お手元の厚生常任委員会資

料の８ページをごらんいただきたいと思います。

真ん中のところに減価償却費とございまして、

延岡病院が10億2,800万、日南病院が７億800万。

○黒木委員 非常に償却費が大きくて、かなり

負担になっていると思うんですけれども。

もう一つ、延岡病院がヘリポートを今からつ

くるんだろうと思うんですが、駐車場―現在、

職員駐車場か何かになってますね。これの確保、

何か予定はあるんですか。

○楠元延岡病院長 まだ具体的に設計等に入っ

ているわけではございませんので細かいところ

まではできていませんが、使われていない場所

もあるので、そういうのを勘案して、患者様に

不便をおかけしないような形で整備体制をつく

っていきたいと思っています。

○黒木委員 延岡病院も、外来、ただお見舞い

に行くにしても、駐車場が手狭なときがあるも

のですから、その中に職員駐車場が入ってこな

いように、ぜひ職員駐車場は別なところに見つ

けていただくようにお願いしておきます。

○長友委員長 ほかございませんか。
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それでは、以上をもって病院局を終了いたし

ます。

執行部の皆様には、大変御苦労さまでござい

ました。

○甲斐病院局長 大変恐縮でございますけれど

も、貴重な時間を少々いただきまして、今年度

の常任委員会といたしましては本日が最後のよ

うでございますので、一言お礼を申し述べさせ

ていただきたいと存じます。

委員の皆様には、この１年間、県立病院事業

全般にわたりまして御指導、御支援を賜りまし

て、まことにありがとうございました。この場

をおかりしまして心からお礼を申し上げたいと

存じます。

先ほど山下副委員長からお話ございましたこ

とについて補足させていただきます。北諸地域

のほうから宮崎病院に入院患者が延べ約4,000人

でございます。それから外来のほうも3,000人で

すから、宮崎病院は20年度の実績で約31万人の

患者さんがいらっしゃいますけれども、そのう

ちで延べ7,000人、約8,000人近くということで

ございますから、そういう意味では、宮崎病院

も県下全域を対象とした基幹病院としての使命

を果たしているという気がいたします。北のほ

うの延岡病院、県南のほうでは日南病院という

ことで、それぞれ地域の中核病院として、今後

とも職員一同全力でその使命と役割を果たして

いきたいと思っております。引き続き、御指導、

御支援賜りますようにお願い申し上げまして、

お礼にかえさせていただきたいと思います。本

当にありがとうございました。（拍手）

○長友委員長 以上で終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時28分休憩

午後１時１分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

について、部長の説明を求めます。

○高橋福祉保健部長 福祉保健部でございます。

それでは、当委員会に御審議をお願いいたし

ております議案について、概要を御説明申し上

げます。

まず、お手元の「平成22年２月定例県議会提

出議案（平成22年度当初分）」の表紙をめくって

いただきまして、目次をごらんください。福祉

保健部関係の議案は、一番上の議案第１号「平

成22年度宮崎県一般会計予算」、その２つ下の議

案第３号「平成22年度宮崎県母子寡婦福祉資金

特別会計予算」、下から５番目ですが、議案第21

号「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」、その２つ下の議案第23号「公の施設に

関する条例の一部を改正する条例」、２ページを

お開きいただきまして、一番下の議案第34号「次

世代育成支援宮崎県行動計画及びひむか青少年

プラン21の変更について」、この５件であります。

私のほうからは、当初予算の概要を御説明さ

せていただきます。

厚生常任委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。１の（１）平成22年度福祉保健部の予算

についてでありますが、来年度の県の一般会計

の予算規模は5,772億6,600万円で、前年度の当

初予算額に対して2.6％の増となっております。

その下の福祉保健部の予算は、一般会計で899

億4,212万円で、同じく前年度の当初予算額に対

して約88億円、10.9％の増となっております。

厳しい財政状況が続く中、県の平成22年度当

初予算編成方針における、「財政改革の着実な実

行」「平成22年度重点施策の推進」「役割分担等

を踏まえた施策の構築・県民総力戦による実行」
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の基本方針に沿って、すべての事務事業につい

て徹底した見直しを行ったところですが、後期

高齢者医療費や介護保険財政支援など義務的な

経費が増大していること、また、県の平成22年

度重点施策の中で県政の直面する課題に積極的

に対応するため、緊急的な課題への対応として

「地域医療の再生」、及び将来的な課題への対応

として「子育て支援と人材の育成」が位置づけ

られており、この関連予算を中心に福祉保健部

の抱える政策課題に対応するための予算の充実

を図ったことなどにより、予算の増額をお願い

するものであります。

なお、平成22年度当初予算における福祉保健

部の新規・改善事業は23事業であり、関連の予

算額として約23億1,000万円をお願いしておりま

す。

各課別の予算につきましては、「２ 福祉保健

部・課別予算額」の表のとおりであります。下

から２番目の特別会計の母子寡婦福祉資金特別

会計につきましては、対前年度で１億2,799

万8,000円、20.2％の減となっており、一般会計

と特別会計を合わせた福祉保健部の予算の合計

額は、一番下の欄ですが、904億4,690万4,000円

で、対前年度で10.6％の増となっております。

次に、２ページをお開きください。平成22年

度当初予算における県の重点施策と福祉保健部

の重点事業についてお示ししております。福祉

保健部は、県の重点施策のうち、１緊急的な課

題への対応として「雇用の確保と就業支援」及

び「地域医療の再生」を、また右のページ、２

将来的な課題への対応として「子育て支援と人

材の育成」について、中心となって推進する役

割を担っております。

まず、２ページの「雇用の確保と就業支援」

につきましては、子育て家庭の負担の軽減を図

るための私立幼稚園子育て支援充実事業や、介

護人材の育成と継続雇用の確保を図るための「働

きながら介護資格をとる」雇用創出支援事業な

ど４事業を、また「地域医療の再生」につきま

しては、医師の養成・確保や地域医療提供体制

の充実強化を図るための各種事業を初め、新た

に、「宮崎県地域医療再生計画」に基づく医師確

保、救急医療対策等として、宮崎大学「地域医

療学講座（仮称）」運営支援事業や、重症救急患

者に対する医療提供体制の充実を図るドクター

ヘリ導入促進事業など19事業を、さらに、３ペ

ージの「子育て支援と人材の育成」につきまし

ては、子育て支援情報を広く提供し、子育ての

不安感・負担感を軽減するためのみやざきの安

心子育て情報提供事業や、安心して妊娠・出産

ができる体制を推進するための妊婦健康診査特

別支援事業など12事業を重点的に取り組むこと

としております。

４ページをお開きください。ここには、知事

のマニフェストの具体化に向けて優先的に取り

組む施策であります新みやざき創造戦略と福祉

保健部の重点事業についてお示ししており、福

祉保健部では、ごらんのとおり下線をつけてお

ります関連戦略について事業を推進することと

しております。

５ページをごらんください。５ページから７

ページにかけましては、県の長期計画である「新

みやざき創造計画」に基づく分野別施策の体系

をお示ししております。「基本目標」と「施策の

基本方向」の中で福祉保健部の施策関連項目に

ついては太枠で囲んでおりますので、後ほど御

確認いただきたいと存じます。

８ページをお開きください。８ページから21

ページにかけましては、平成22年度当初予算に

おける福祉保健部の重点事業を、新みやざき創
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造計画に基づく分野別施策の体系に沿って掲載

しております。このうち黒丸で表示している新

規・改善事業につきましては、概要を22ページ

から42ページにかけて掲載しておりまして、後

ほどそれぞれ担当課長から説明をいたします。

以上が平成22年度当初予算の概要であります。

条例など特別議案の詳細につきましては、そ

れぞれ担当課長に説明させますので、よろしく

御審議いただきますようお願い申し上げます。

続きまして、厚生常任委員会資料の目次に戻

っていただきまして、下のほうをごらんくださ

い。その他の報告といたしまして、「１ 身体障

害者福祉法における肝臓機能障害の追加につい

て」を担当課長に説明させますので、よろしく

お願いいたします。

私のほうからは以上でございます。

○長友委員長 次に、福祉保健課、国保・援護

課、長寿介護課、障害福祉課の審査を行います。

それでは、福祉保健課長から順次説明をお願

いいたします。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

○佐藤福祉保健課長 それでは、福祉保健課分

を御説明いたします。

福祉保健課関係の議案は、議案第１号「平成22

年度宮崎県一般会計予算」並びに議案第23号「公

の施設に関する条例の一部を改正する条例」の

２件であります。

まず、議案第１号について御説明いたします。

お手元の冊子、横長の平成22年度歳出予算説

明資料の「福祉保健課」のラベルのところ、ペ

ージで言いますと111ページをお開きください。

福祉保健課は、平成22年度当初予算といたしま

して、一般会計の左から２つ目の欄ですが、総

額で100億8,344万2,000円をお願いしておりま

す。前年度との比較でありますが、右から２つ

目の平成21年度当初予算額と比較しますと、11

億9,460万4,000円、率にいたしまして約10.6％

の減となっております。

それでは、以下、主なものにつきまして御説

明いたします。

113ページをお開きください。中ほどの（事項）

社会福祉総務費１億3,952万1,000円でございま

す。主なものとしまして、新規事業の５地域生

活定着支援事業の1,700万円でございますが、こ

の事業につきましては、後ほど委員会資料で御

説明いたします。次の６福祉・介護人材確保特

別対策事業の１億1,524万9,000円でございます

が、この事業は、高等学校の生徒や先生に福祉

・介護職の魅力を伝えるとともに、福祉・介護

の仕事の選択を促すための相談や助言等を行う

進路選択学生等支援事業など、福祉・介護人材

の確保を図るための事業に対して助成等を行う

ものであります。

一番下の（事項）社会福祉事業指導費４億4,616

万1,000円でございます。主なものとしまして、

１の社会福祉施設対策事業の（１）社会福祉施

設職員等退職手当共済事業給付費補助金４

億4,438万4,000円でありますが、これは、社会

福祉施設等の職員を対象に退職手当共済事業を

行っております独立行政法人福祉医療機構に対

し、経費の一部を補助するものであります。

次に、114ページをお開きください。一番上の

（事項）地域福祉対策事業費１億5,145万1,000

円でございます。主なものとしまして、１地域

福祉活動推進事業の（２）共に支え助け合うみ

やざきの地域福祉推進事業1,760万3,000円であ

りますが、これは、市町村地域福祉計画に基づ

き各地域における福祉課題に対して地域住民が

主体となって取り組む事業や、地域福祉コーデ
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ィネーターを活用したモデル事業等に助成する

ことによりまして、地域に密着した共に支え助

け合う地域福祉の推進を図るものであります。

その２つ下の３福祉サービス利用支援推進事業

の（１）日常生活自立支援事業5,954万1,000円

でありますが、これは、認知症高齢者などに金

銭管理サービスを行うなど、県民が安心して福

祉サービスを利用できるよう支援するための事

業であります。

次に、一番下の（事項）民生委員費１億3,230

万7,000円でございます。主なものとしまして、

１民生委員活動費等負担金の１億2,707万1,000

円でありますが、これは、民生委員の活動に要

する経費等を負担することにより、民生委員に

よる地域福祉活動の促進を図るものであります。

次に、115ページをごらんください。一番上の

（事項）福祉総合センター費１億2,506万8,000

円でございます。主なものとしまして、１福祉

総合センター管理運営費の（１）センター管理

運営委託費5,154万9,000円でありますが、これ

は福祉総合センターの管理運営を指定管理者に

委託する事業でありまして、平成21年度から23

年度までの３カ年が第２期の指定期間となって

おり、指定管理者は株式会社文化コーポレーシ

ョンであります。次の２社会福祉研修センター

事業3,700万7,000円でございますが、これは、

社会福祉事業に従事している職員等を対象に初

任者研修から専門研修までの59コースの研修を

実施し、福祉人材の資質の向上を図るものであ

ります。次の３福祉人材センター事業3,371

万2,000円でございますが、これは、質の高い福

祉従事者を安定的に確保するために、福祉人材

無料職業紹介事業や各種の広報等を行うもので

あります。

116ページをお開きください。上から２つ目の

（事項）災害救助事業費8,464万8,000円でござ

います。主なものとしまして、１災害救助法に

伴う救助費の5,596万6,000円でありますが、こ

れは、災害救助法が適用された場合に、食料等

の給付や避難場所の設置など被災者の救助に要

する経費であります。

一番下の（事項）衛生環境研究所費7,330万円

でございます。主なものとしまして、次のペー

ジ、117ページの上のほうの説明欄、４備品器具

等購入費1,610万3,000円でありますが、これは、

食中毒や感染症の原因究明のための遺伝子解析

に必要な機器等を整備するものであります。

次に、ページをお開きいただきまして、119ペ

ージをごらんください。一番上の（事項）県立

病院管理費47億9,199万5,000円でございますが、

これは、県立病院事業中期経営計画に基づき、

県立病院の運営費等に要する経費を一般会計に

おいて負担するものであります。

次の（事項）県立看護大学運営費９億6,938

万1,000円でございますが、これは、資質の高い

看護職者を育成するとともに、看護教育研究等

を行う県立看護大学の円滑な運営を行うための

経費であります。

次に、お手元の委員会資料の22ページをお開

きください。新規事業の地域生活定着支援事業

について御説明いたします。

まず、１の事業目的ですが、高齢または障が

いを有するため、福祉的な支援を必要とする刑

務所等出所予定者について、入所中から、出所

後直ちに福祉サービス等につなげるための準備

を、各都道府県の保護観察所と協働して進める

地域生活定着支援センターを設置し、司法と福

祉が連携して出所者の社会復帰を支援するもの

でございます。

２の事業概要ですが、（１）実施主体は県でご
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ざいまして、公募により社会福祉法人、ＮＰＯ

法人等に委託する予定としております。

（２）センターの主な事業内容ですが、大き

く３つございます。まず、１つ目のコーディネ

ート業務ですが、保護観察所からの依頼に基づ

いて、満期出所予定者の出所後の福祉サービス

等に係るニーズの内容の確認等を行い、受け入

れ先施設のあっせんや福祉サービス等に係る申

請支援を行います。２つ目のフォローアップ業

務は、出所した後、社会福祉施設等を利用して

いる方に関して、本人を受け入れた施設等に対

して必要な助言を行うものであります。３つ目

の相談支援業務は、出所者の福祉サービス等の

利用に関して、本人またはその関係者からの相

談に応じて助言その他必要な支援を行うもので

あります。これらの業務を、保護観察所、刑務

所、市町村、社会福祉施設等の関係機関と連携

して行うこととしております。

（３）のセンターの実施体制ですが、社会福

祉士の資格を持つ者など４名程度の職員を配置

いたしまして、週５日以上開所することとして

おります。

最後に、３の事業費ですが、委託料1,680万円、

県事務費20万円の計1,700万円を予定しておりま

す。なお、財源につきましては全額国庫補助で

ございます。

当初予算の説明につきましては、以上でござ

います。

次に、議案第23号「公の施設に関する条例の

一部を改正する条例」について御説明いたしま

す。

提出議案書の77ページをお願いいたします。

第１条につきましては、宮崎市と清武町の合併

及び小林市と野尻町の合併に伴い住所表示が変

更になることから、関係する施設の位置表示を

改正するもので、福祉保健部関係では、別表第

１の一番上、宮崎県身体障害者相談センターと、

その下の県立こども療育センター及び、次のペ

ージ、78ページの上のほうにございますが、小

林保健所の位置の表示を、表の右側にあります

とおりそれぞれ改正するものでございます。

次に、80ページをお願いいたします。第２条

でございますが、平成22年４月１日付で、現在、

清武町にございます宮崎県身体障害者相談セン

ターを宮崎市霧島の県総合保健センター内に移

転することに伴い、別表第１のとおり、宮崎県

身体障害者相談センターの位置の表示を改める

ものであります。

福祉保健課の説明は、以上でございます。

○江口国保・援護課長 国保・援護課分を御説

明いたします。

国保・援護課関係分は、議案第１号「平成22

年度宮崎県一般会計予算」の１件でございます。

先ほど最初に見ていただきました冊子、平成22

年度歳出予算説明資料の「国保・援護課」のと

ころ、129ページをお開きください。国保・援護

課の平成22年度当初予算は、一般会計の左から

２つ目の欄ですが、総額で283億523万円をお願

いしております。右から２番目の欄の平成21年

度当初予算額と比べ、額にして５億8,594万1,000

円の増、率にして約2.1％の増となっております。

それでは、以下、主なものについて御説明い

たします。

131ページをお開きください。中ほどにありま

す（事項）生活福祉資金貸付事業費2,252万3,000

円でございます。これは、低所得世帯層に対し

低利または無利子の資金貸付と必要な相談支援

を行うことにより、その世帯の経済的自立及び

生活意欲の助長促進等を図るもので、事業実施

主体であります県社会福祉協議会に対して、貸
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付業務に要する経費を国２分の１、県２分の１

の負担割合で補助するものであります。

次に、２つ下の（事項）住宅手当緊急特別措

置事業費1,071万7,000円でございます。これは、

離職によって住宅を喪失した者等に対して住宅

手当を支給し、その者の住宅及び就労機会の確

保を図るために要する経費であり、財源のう

ち1,066万9,000円につきましては、本年度２月

補正で積み増すことになりました宮崎県緊急雇

用創出事業臨時特例基金から繰り入れるもので

あります。

132ページをお開きください。一番上の（事項）

老人保健医療対策費138億8,826万6,000円でござ

います。これは後期高齢者医療の実施に要する

経費であります。まず、２の後期高齢者医療費

負担金の133億1,672万3,000円でありますが、こ

れは、後期高齢者医療の医療の給付や高額医療

保険料の軽減等に要する費用につきまして、国、

県、市町村、広域連合がそれぞれの負担割合に

応じて負担するもので、必要な財政措置を行う

ものであります。次に、その下の３の後期高齢

者医療財政安定化基金事業の５億6,608万8,000

円でありますが、これは、今御説明しました後

期高齢者医療費負担金とともに、広域連合の財

政リスクの軽減措置として、保険料の未納や医

療給付の見込み違い等が発生した場合に必要な

資金の貸付や交付を行うために基金を設置し、

基金による支援を行う事業であります。事業内

容としましては基金の造成事業と基金による支

援事業の２事業から成っております。平成22年

度は、基金の造成費用として３億996万3,000円、

基金による支援事業として広域連合への貸付事

業分として２億5,612万5,000円の合計５億6,608

万8,000円をお願いしております。

次に、その下の（事項）遺家族援護費1,032

万7,000円でございます。これは、戦没者遺家族

等の援護事業に要する経費であります。６の戦

没者遺族等の記録・資料の保存・展示事業の347

万9,000円でありますが、これは、戦争記録や資

料に県民の方が触れる機会として、宮崎県平和

祈念資料展示室やホームページ等の運営を行う

ものであります。

133ページをごらんください。一番上の（事項）

戦傷病者・引揚者及び遺族等援護費1,3 4 3

万8,000円であります。これは、戦傷病者及び中

国帰国者等に対する援護事業を行うための経費

であります。７の特別給付金等支給裁定事務費

の1,000万9,000円でありますが、これは、戦傷

病者の妻に対する特別給付金や戦没者の遺族に

対する特別弔慰金等の裁定事務に要する経費で

あります。

次に、その下の（事項）国民健康保険指導

費1,559万3,000円でございます。これは、国民

健康保険事業に関する指導等に要する経費であ

ります。３の医療給付専門員等設置事業の1,049

万9,000円でありますが、これは、保健医療機関

等への指導監査を行う医療給付専門指導員や指

導監査専門員に係る経費であります。５の新規

事業、医療費適正化計画進捗状況評価事業の83

万5,000円でございますが、これは、平成19年度

末に平成20年度から25年度までの５カ年計画と

して策定しました宮崎県医療費適正化計画につ

いて、計画年次の中間年に当たります平成22年

度に中間評価を行うことが「高齢者の医療の確

保に関する法律」に規定されておりますことか

ら、進捗状況評価委員会を設置し中間評価を行

うものであります。

次に、その下の（事項）国民健康保険助成費105

億7,589万4,000円でございます。これは、国民

健康保険事業運営の充実強化に要する経費であ
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ります。１の保険基盤安定事業の39億2,719万円

でありますが、これは、市町村保険者が低所得

者に対して行う保険税の軽減に要する経費を県

が負担することにより、市町村国保財政の安定

化と被保険者の保険税負担の軽減を図るもので

あります。２の高額医療費共同事業の５億3,003

万5,000円でありますが、これは、国保連合会が

行っております高額医療費共同事業への市町村

の拠出金につきまして、県が４分の１を負担し、

市町村国保財政の影響への緩和を図るものであ

ります。４の広域化等支援事業の１億384万6,000

円でありますが、これは、国民健康保険事業の

運営の広域化及び財政の安定化に資するために、

国民健康保険広域化等支援基金から市町村に対

して無利子で貸付または交付を行うものであり

ます。５の都道府県財政調整交付金の57億5,400

万円でありますが、これは、県が国民健康保険

運営の安定化のために市町村に対し財政調整交

付金を交付し、財政調整機能の一部を担うもの

であります。６の特定健診・保健指導費負担金

の２億5,785万1,000円でありますが、これは、

国民健康保険の保険者である市町村が、特定健

康診査、特定保健指導の実施に要する経費につ

いて、県が３分の１を負担するものであります。

134ページをお開きください。一番下の（事項）

福祉事務所活動費１億3,019万9,000円でありま

す。これは福祉事務所の生活保護の活動に要す

る経費であります。１の被保護世帯調査費の１

億1,216万6,000円でありますが、これは、生活

保護の適正な実施を図るため、福祉事務所のケ

ースワーカー等が行います生活保護受給世帯へ

の訪問活動や関係機関等への各種調査等に加

え、21年度２月補正で積み増しした宮崎県緊急

雇用創出事業臨時特例基金からの繰入金9,003

万5,000円を財源として福祉事務所に就労支援員

を配置し、生活保護受給者等に対する就労支援

を図るために要する経費であります。

135ページをごらんください。一番上の（事項）

扶助費34億9,188万1,000円でございます。これ

は生活保護法等に基づく扶助に要する経費であ

ります。１の生活保護扶助費の30億9,020万5,000

円でありますが、これは、生活保護法に基づく

生活費や医療費、教育費などの８種類の扶助に

要する経費であります。２の生活保護扶助費県

費負担金３億9,915万6,000円でありますが、こ

れは、中核市を除く８市が、長期入院や施設入

所などにより住居を失った被保護者に対して支

弁した保護費を県が負担する経費であります。

国保・援護課の説明は、以上でございます。

○大重長寿介護課長 長寿介護課分を御説明い

たします。

長寿介護課分は、議案第１号「平成22年度宮

崎県一般会計予算」及び議案第21号「使用料及

び手数料徴収条例の一部を改正する条例」の２

件でございます。

まず、議案第１号についてであります。お手

元の、ただいまの横長の歳出予算説明資料の137

ページをお開きください。長寿介護課の平成22

年度当初予算は、左から２つ目の欄ですが、165

億5,459万3,000円をお願いしておりまして、右

から２番目の欄、平成21年度の当初予算額に比

較しまして、35億1,032万8,000円、率にして

約26.9％の増となっております。これは、高齢

化の進展に伴いまして介護保険給付費等の増加

と、国の経済対策補正予算により設置した基金

で実施する事業費の増加が主な要因となってお

りますが、以下、主なものについて御説明いた

します。

139ページをお開きください。まず、中ほどの

（事項）生きがい対策費１億1,042万1,000円で



- 25 -

あります。これは、高齢者の生きがいを高め、

その生活を健康で豊かなものとするために要す

る経費でありますが、主な事業は、説明の１老

人クラブ支援事業4,358万6,000円、及び５の明

るい長寿社会づくり推進事業3,218万5,000円等

であります。

次に、一番下の（事項）在宅老人介護等対策

費7,821万円についてであります。これは、在宅

での介護が必要な高齢者等の生活を支援するも

のでありますが、その主なものは、ページをめ

くっていただきまして、１の高齢者住宅改造助

成事業2,565万9,000円でありますが、これは、

トイレや段差解消のための住宅改造に要する工

事費の一部を助成することによりまして、住み

なれた在宅での介護環境を整え、介護者の負担

軽減を図るものでございます。また新規事業と

して、７高齢者総合支援センター運営事業をお

願いしております。詳細につきましては、後ほ

ど厚生常任委員会資料により御説明いたします。

次の（事項）認知症高齢者対策費2,413万2,000

円であります。これは、認知症高齢者やその御

家族を支援するための事業等に要する経費でご

ざいます。

次の（事項）超高齢社会対策費535万7,000円

であります。これは高齢者対策の総合調整等に

要する経費でございます。

次に、一番下の（事項）介護保険対策費123

億4,264万9,000円であります。主なものは、１

の介護保険財政支援事業122億8,163万6,000円で

あります。これは、市町村が実施します介護保

険事業に要する経費に対し、県が定率の負担を

行うことによりまして、各市町村の介護保険財

政の安定化を図るものでございます。

次に、141ページをごらんください。（事項）

老人福祉施設整備等事業費７億7,478万5,000円

についてでございます。主なものは、１の老人

福祉施設整備等事業５億3,916万8,000円であり

ますが、これは、高齢者保健福祉計画に基づき

まして高齢者福祉施設の計画的な整備等を図る

ために要する経費でございます。また新規事業

として、４の「働きながら介護資格をとる」雇

用創出支援事業をお願いしておりますが、これ

も後ほど厚生常任委員会資料により御説明いた

します。

次に、その下の（事項）介護職員処遇改善等

臨時特例基金事業費16億6,045万1,000円であり

ます。これは、国の経済危機対策に伴う交付金

を活用して造成した基金を財源として実施する

事業でございまして、主なものは、２の介護職

員処遇改善交付金事業16億5,969万円でありまし

て、これは、介護保険法に基づく指定を受けた

事業者が行う介護職員の賃金改善に要する経費

を、介護職員処遇改善交付金として当該事業者

に助成する事業であります。

次に、一番下の（事項）介護基盤緊急整備等

臨時特例基金事業費13億9,015万2,000円であり

ます。こちらも国の経済危機対策に伴う交付金

を活用して造成した基金を財源として実施する

事業でございまして、主なものは、２の介護基

盤緊急整備等臨時特例基金事業13億8,925万円

で、これは、小規模特別養護老人ホームや認知

症グループホーム等の整備、既存施設における

スプリンクラー整備への支援を行う事業でござ

います。

平成22年度歳出予算説明資料での説明は以上

でございますが、新規事業２件の詳細につきま

して、厚生常任委員会資料により御説明させて

いただきます。

常任委員会資料の32ページをお開きいただき

たいと思います。新規事業、高齢者総合支援セ
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ンター運営事業についてでございます。

まず、１の事業目的ですが、この事業は、高

齢者総合相談センターと介護実習・普及センタ

ーを統合して高齢者総合支援センターを設置し、

両センターの事業を整理の上、これまでの総合

相談事業や介護に関する普及啓発事業に引き続

き取り組むとともに、高齢者虐待や認知症対策

等の新たな視点での調査研究に取り組むもので

あります。

次に、２の事業概要ですが、（１）の高齢者支

援事業として、高齢者虐待、認知症対策などに

関する事例収集や調査研究などの新たな取り組

みを行うことを通じまして、これらの対策の主

体となります市町村や地域包括支援センター等

の支援を行うものでございます。（２）の総合相

談事業として、従来どおり、高齢者やその家族

等が抱える悩み事、心配事などの相談に対応す

ることとしております。（３）の介護等普及啓発

事業につきましても、従来どおり、福祉用具に

ついての展示紹介、見学及び相談への対応、体

験講座などを実施することとしております。

次に、３の事業費ですが、3,211万2,000円を

計上しております。

次に、委員会資料の33ページでございます。

「働きながら介護資格をとる」雇用創出支援事

業についてであります。

まず、１の事業目的ですが、本事業は、離職

失業者等に対しまして、介護分野での雇用を創

出するとともに働きながら介護資格を取得でき

るよう支援することによりまして、介護人材の

育成と継続雇用の確保を図るものでございます。

次に、２の事業概要ですが、県が、特別養護

老人ホーム等の介護施設を運営する法人に対し

まして、離職失業者等を雇い入れ、介護福祉士

の養成講座（２年間）を受講させながら施設で

の介護補助業務に従事させる事業を委託するも

のであります。事業期間は平成22年度から23年

度までの２カ年を予定しております。なお、雇

用定員につきましては、（３）の③にありますと

おり20名程度としております。

次に、３の事業費ですが、6,332万1,000円を

計上しております。

当初予算については、以上でございます。

次に、議案第21号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてでございま

す。

議案書の69ページをごらんいただきたいと思

います。介護支援専門員実務研修受講試験手数

料についてであります。この試験につきまして

は、平成19年度から県社会福祉協議会を指定試

験実施機関として実施しておりますが、各試験

会場での不正行為を防止するための監督体制の

強化や受験資格等の書類審査の充実が必要と考

えておりますので、現行7,500円の手数料を8,500

円に引き上げさせていただきまして、より公正

な試験事務の確保を図るものでございます。な

お、当該手数料に係る九州各県の平均は8,800円

となっております。

次に、議案書の69ページの一番下から71ペー

ジをごらんください。介護支援専門員証交付手

数料等についてでございます。当該交付等の事

務につきましては、交付申請書の審査に時間を

要することや、介護支援専門員証の発送に当た

って特定記録郵便を使用しているため、現

行1,500円の手数料を2,000円に引き上げるもの

でございます。なお、当該手数料に係る九州各

県の平均は2,200～2,400円となっております。

次に、議案書の66ページ及び72ページをごら

んいただきたいと思います。上のほう中ほどで

すが、これは、平成21年５月に施行された介護
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保険法の改正によりまして条ずれが生じたため

に、当該条ずれに関係します使用料及び手数料

徴収条例の該当箇所を改正するものでございま

す。

長寿介護課につきましては、以上でございま

す。

○高藤障害福祉課長 障害福祉課分を御説明い

たします。

障害福祉課からは、議案第１号「平成22年度

宮崎県一般会計予算」とその他の報告の２件で

あります。

まず、議案第１号について御説明いたします。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料をごら

んください。「障害福祉課」のところ、ページで

申しますと143ページでございます。左から２つ

目の欄ですが、障害福祉課の平成22年度当初予

算は、総額で121億6,838万8,000円をお願いして

おります。右から２つ目の欄、平成21年度当初

予算額と比べますと、17億5,613万6,000円、

約16.9％の増額となっております。

それでは、主な事業について御説明いたしま

す。なお、改善事業３件につきましては、後ほ

ど委員会資料のほうで御説明いたします。

歳出予算説明資料の145ページをお願いいたし

ます。まず、上から２番目の（事項）福祉のま

ちづくり推進費2,840万6,000円であります。こ

れは福祉のまちづくりの推進等に要する経費で

あり、説明欄２の人にやさしい福祉のまちづく

り事業は主に普及啓発を行うもので、３の障が

い者住宅改造等助成事業は、市町村による障が

い者住宅のバリアフリー化助成に対する補助で

あります。

次に、その下の（事項）障がい者スポーツ振

興対策費3,186万5,000円でありますが、これは、

説明欄のとおり、宮崎県障害者スポーツ協会の

運営費、県障がい者スポーツ大会の開催等の経

費であります。

次に、一番下の（事項）障がい者社会参加促

進事業費4,017万9,000円につきましては、次

の146ページをお願いいたします。これは障がい

者の社会参加促進に要する経費であり、説明欄

２の障がい者社会参加促進費は、障がい者の芸

術文化活動など障がい者の社会参加を促進する

事業であります。

次に、下から２番目の（事項）身体障害者相

談センター費2,842万9,000円であります。これ

は身体障害者相談センターの運営に要する経費

であり、改善事業について、後ほど委員会資料

で御説明いたします。

147ページをお願いします。一番上の（事項）

精神保健費8,753万2,000円であります。これは、

精神障がい者に対する医療扶助、保護、発生予

防対策に要する経費であり、説明欄３の精神科

救急医療システム整備事業は、緊急な医療を必

要とする精神障がい者に24時間対応するための

体制等を整備・運営するものであります。

次に、１つ飛びまして、（事項）精神障がい者

社会復帰促進事業費２億3,606万5,000円であり

ます。これは、精神障がい者の社会復帰、自立

促進に要する経費であり、説明欄１の精神障が

い者社会復帰施設運営事業の２億2,000万円余

は、生活訓練施設や授産施設に対する運営費補

助、精神障がい者の地域移行支援等を行うもの

であります。

次に、一番下の（事項）自殺対策費5,755

万1,000円であります。次のページの148ページ

をお願いいたします。これは国の交付金を活用

した自殺対策の基金事業に要する経費であり、

説明欄１の「自殺ゼロ」プロジェクト推進事業

は、県自殺対策行動計画に基づき、普及啓発、
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人材育成、相談窓口の設置等を行うものであり

ます。

次に、その下の（事項）障がい者自立推進費55

億4,601万1,000円であります。これは、障害者

自立支援法に基づく公費負担など障がい者の自

立支援に要する経費であります。主な事業を説

明いたします。説明欄１の介護給付・訓練等給

付費の27億1,000万円余は、在宅の障がい者に対

する介護、または施設等を利用しての自立や就

労に関する訓練等を行うもので、２の自立支援

医療費の23億4,000万円余は、身体障がい者の更

生医療、精神障がい者の通院医療への公費負担

であります。

次に、その下の（事項）障害者自立支援対策

臨時特例基金12億479万5,000円であります。こ

れは、交付金事業として19年度から取り組んで

いる障害者自立支援対策臨時特例基金事業に要

する経費でありまして、事業者に対する運営の

安定化、身体検査サービスへの移行促進、福祉

・介護人材の処遇改善等を行うものでございま

す。

次に、一番下の（事項）障がい者就労支援費

１億5,520万3,000円であります。これは、障が

い者の就労支援に要する経費であり、説明欄の

１障害者就業・生活支援センター事業は、障が

い者雇用の総合相談窓口として就業面、生活面

の一体的な支援を行うもので、来年度は未設置

の圏域にも新設する予定であります。149ページ

をお開きください。説明欄13の改善事業、知的

・精神障がい者職場体験推進事業は、後ほど就

労支援・精神保健対策室長から説明をさせてい

ただきます。

次に、その下の（事項）障がい児支援費20

億6,009万8,000円であります。これは障がい児

の福祉に要する経費であり、説明欄１の障がい

児施設給付費18億8,000万円余は、障がい児が施

設に入所または通所する際に要する費用を負担

するもので、４の発達障害者支援センター運営

事業など障がい児に関係する国庫補助事業等を

計上しております。また、12の改善事業、障が

い児地域療育推進事業は、後ほど委員会資料の

ほうで説明いたします。

150ページをお開きください。（事項）重度障

がい者（児）医療費公費負担事業費11億5,337

万6,000円は、重度障がい者（児）の医療費補助

に要する経費であります。

次に、１つ飛びまして、一番下の（事項）こ

ども療育センター費２億1,698万3,000円であり

ますが、これは県立こども療育センターの運営

に要する経費であります。

それでは、改善事業の説明に入らせていただ

きます。

別冊の厚生常任委員会資料の34ページをお願

いいたします。改善事業の高次脳機能障がい相

談・支援拠点機関事業であります。

この事業は、１の目的のとおり、平成20年度

から障害福祉課において、高次脳機能障がい支

援体制整備事業として高次脳機能障がいがどの

ような障がいかなど知識の普及啓発などに取り

組んできたところでございます。この障がいの

周知が進むにつれて相談が増加してまいりまし

たので、支援拠点機関である身体障害者相談セ

ンターにおいて高次脳機能障がいに関する適切

な支援・援助と支援体制の整備を図るものであ

ります。

２の事業概要でありますが、改善部分につい

て御説明いたします。（２）の相談・支援事業で

すが、新たに専任のコーディネーターを配置し

支援ネットワークの強化を図ることによりまし

て、当事者等からの相談、支援依頼に対応して
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いきます。（３）の普及・啓発事業では、高次脳

機能障がいの周知を図るために、ホームページ

や講師派遣等により広報活動を行います。

３の事業費でありますが、555万3,000円をお

願いしております。

次に、35ページをお願いいたします。改善事

業の障がい児地域療育推進事業であります。

この事業は、１の目的のとおり、こども療育

センター利用者の通院等の負担軽減及び地域に

おける療育機能の向上を図るものであります。

２の事業概要を説明いたします。まず、（１）

の小児リハビリテーション研修事業であります

が、①のとおり、民間病院等の訓練士にそのノ

ウハウを習得してもらう研修を引き続き実施い

たしますとともに、②のとおり、本研修により

取り組みが進んできた民間病院等による小児リ

ハビリ研修について、その利用促進を図る広報

活動へ助成を新たに行います。また、（２）の県

北地区療育機能強化事業でありますが、①のと

おり、延岡こども発達支援センターさくら園に

延岡市が訓練士を配置する事業に引き続き補助

いたしますとともに、②のとおり、こども療育

センターの医師等による出張診療、具体的には、

県立延岡病院においてセンターの医師が再診を

行う診療日を新たに開設いたします。県北の方

々にとってはこども療育センターまでの通院が

非常に大変だったと思いますが、出張診療によ

りまして通院負担の軽減が図られるものと考え

ております。このため、出張診療は４月からス

タートすることにしておりまして、年間に延

べ100名程度は対応できる予定であります。

３の事業費でございますが、515万2,000円を

お願いしております。

最後に、その他の報告を御説明いたします。

委員会資料の49ページをお願いいたします。

身体障害者福祉法における肝臓機能障害の追加

についてであります。この４月から、身体障害

者手帳の交付対象となる障がいに「肝臓の機能

の障害」が追加されることになりました。その

概要を御説明いたします。

まず、１の対象者ですが、重症の肝臓機能障

がいが一定期間継続している者となっておりま

す。

次に、２の対象等級は１級から４級まででご

ざいます。

次に、３の手帳対象者数の見込みですが、全

国で３～５万人と推定されております。地域別、

等級別のデータは現在のところ不明であります

ので、宮崎県でどれくらいの方が対象になるか

はつかんでおりません。

次に、４の施行日については、今度の４月１

日からとなっております。４月１日から認定で

きるよう、市町村と協力して市町村広報誌や新

聞などで広報を行いながら申請の受け付けを開

始いたしております。

次に、関連するサービスなどであります。障

害者自立支援法のサービスや税法の控除など国

の法律に基づくものについては、他の身体障が

いと同様の取り扱いとなる予定でございます。

ただ、５の障害者自立支援医療の適用につきま

しては、肝臓移植とこれに伴う医療のみが対象

となっております。

６の県税につきましては、自動車税、自動車

取得税の減免対象になる予定でございます。

私からの説明は以上でございます。

○長友委員長 もうちょっとで説明が終わりま

すが、暫時休憩という声がありましたので、１

時間たちましたから、10分間休憩をとらせてい

ただきます。

暫時休憩いたします。
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午後２時１分休憩

午後２時10分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 私のほう

から、改善事業の知的・精神障がい者職場体験

推進事業について御説明をいたします。

厚生常任委員会資料の36ページをお願いいた

します。この事業は、１の目的のとおり、企業

における雇用や職場実習の機会が少ない知的障

がい者並びに精神障がい者を対象に、県庁の臨

時職員としての任用や、県庁、企業等における

職場体験実習等を推進することによりまして、

知的障がい者並びに精神障がい者の就労能力の

向上と企業等における障がい者雇用への理解促

進を図ることを目的としております。

２の事業概要についてでありますが、まず、

（１）の障がい者チャレンジ雇用事業では、県

として初めて知的障がい者並びに精神障がい者

を臨時職員として任用いたします。次に、（２）

の障がい者県庁職場体験事業ですが、県庁にお

いて職場体験を行う事業を引き続き実施してま

いります。また、（３）の精神障がい者社会適応

訓練事業についてでありますが、従来、①のと

おり、在宅等の精神障がい者が企業等での社会

体験を通じて基本的な対人関係等を学ぶことを

支援しておりました。今回、次のステップとい

たしまして、②にありますように、障がい福祉

サービス事業所等において一般就労を目指す精

神障がい者が、企業等での職場実習訓練を通じ

て就労に必要な知識、能力等を習得するための

事業を実施してまいります。これらによりまし

て障がい者の一層の就労促進を図ってまいりた

いと考えております。

事業費は、1,123万6,000円をお願いいたして

おります。以上でございます。

○長友委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

まず最初に、議案関係についての質疑をお願

いしたいと思います。

○水間委員 非常に眠いので、先に聞きます。

134～135ページ、先般のニュースを見ました

ら、今、生活保護が全国で131万世帯を超えて180

万人になったというような報道がなされており

まして―1956年（昭和31年）ですか、そんな

状況で、前年度比で20万人ふえたということで

すが、本県の状況がわかっておれば教えてくだ

さい。

○江口国保・援護課長 本県は、被保護世帯数

が１万1,307世帯、被保護人員が１万4,986人、

これは平成21年12月時点での数字でございます。

今、全国は過去最高を更新中という状況でござ

いますが、宮崎県の場合は世帯数で一番多かっ

たのが昭和47年の１万2,636世帯でございます。

人員でいきますと、昭和38年の３万959人が一番

多い状況でございます。いわゆる終戦後、新制

度ができて落ちつくまでの間が人員としては一

番多かったのかなというふうに考えております。

以上でございます。

○水間委員 それで、生活保護を受けている皆

さんと、受けていない、ぎりぎりにやっている

皆さんがいらっしゃる。そこで、よく表現され

る普通の世帯、子供２人、小学生と中学生がい

た場合の保護費がわかっていれば。

○江口国保・援護課長 世帯、地域でも違って

まいりますので、直接の数字は出しにくいと思

っております。ただ、生活保護費は、保険があ

れば保険も解約して、すべての財産をまずは消

費して自分の手元にはゼロという状況にしてい

ただいた後で、今、水間委員が言われましたよ
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うに、子供さんが２人おられる場合、小学校に

行かれれば行かれるための経費、給食費等も含

めて交付しております。私どもとしては、濫給

・漏給防止といいまして、保護を受けなきゃい

けない人には間違いなく保護を受けていただく、

そして保護を受ける必要のない方については生

活保護からは出ていっていただくといいますか、

排除すると同時に、もう一つ重要なのは、非常

に不景気の中でございますが、就労できる方に

ついては就労していただくということで、今回、

就労支援員の設置もお願いしているということ

でございます。

○水間委員 今、保険に入っている人は、保険

は解約させると。よく以前言われた、冷蔵庫と

か車とか持っておられる人、こういう人につい

て今は認めているような節もあるんだけど、そ

のあたりはどうなんですか。

○江口国保・援護課長 冷蔵庫とかテレビは認

めておりますが、問題は車でございます。車に

つきましては、通院や子供さんの通学にどうし

ても必要だとか、もう一つは就労して収入を得

るために使う必要があると福祉事務所のほうで

判断したら認めていますが、普通の方が使われ

るような感覚で言われますと、車についても処

分をお願いするということになってまいります。

○水間委員 それで、ケースワーカーの皆さん

が行かれて、昼間は他人だけれども、夜は一緒

に生活をしている。ある意味では不正受給にな

ると思うんです。統計を見ると、不正受給の金

額は100億を超えて106億円とか、そこあたりは

宮崎県としては把握ができていますか。

○江口国保・援護課長 不正受給は、今言われ

ましたような事例以外に、収入があったのに隠

しているとかございます。ケースワーカーの努

力だと思っておりますが、預金調査とかやりま

して収入があることを見つけ出したら返還して

もらいます。私どもが各福祉事務所を監査いた

しますが、平成20年度に出てまいりました不正

受給金額は合計で6,340万8,198円になっており

ます。

○水間委員 宮崎県ではこういうことはないの

かもしれませんが、暴力団絡みの問題とか、自

治体が刑事告発をした例はかつてありますか。

○江口国保・援護課長 最近では、延岡のほう

で不正受給がわかりまして、起訴まで行かなか

ったという記憶がありますが、そういう事件は

起こっております。

○水間委員 あとについては、また後でお知ら

せをください。

それと145ページ、一番下に障がい者スポーツ

振興に要する経費が組んでありますが、バンク

ーバーのオリンピックが終わって、今度パラリ

ンピックという形になりますが、本県からパラ

リンピックに出場している方はおられるんです

か、おられないんですか。

○高藤障害福祉課長 今回のパラリンピックで

は、本県からはいらっしゃらないと思っており

ます。

○水間委員 それと自殺対策です。147～148ペ

ージですが、全国で３万人超えて、宮崎県でも

約300人ですか、西諸が西諸がと、多いほうだと

言われるんですが、そこら辺の原因究明、何か

把握できたようなところはありますか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 原因とい

うことになりますと確としたものはありません

で、なかなか難しいことがあるのかなというふ

うに考えております。21年度の事業で県民3,000

人を対象に意識調査のアンケートをお願いして

おりまして、それが集計できれば、原因までは

わからないかもしれませんけれども、県内での



- 32 -

地域別の傾向がある程度見えるのではないかと

考えているところでございます。

○水間委員 現状で人数を地域別に割ると、や

はり西諸が高いということになりますか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 21年度の

分はまだ最終的なものが出ていないので最新の

データはわからないんですが、傾向としては今

まで高かったと見られているところでございま

す。

○水間委員 出たら、またお知らせください。

最後になります。148ページの一番下の障害者

就業・生活支援センター事業、設置をするとか

おっしゃったようですが、どこに設置されるの

か。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 ７つの圏

域にすべてつくるということで、現在５カ所あ

りまして、日南・串間と西都・児湯がなかった

んですけれども、22年は国のほうから２カ所の

内示をいただいておりますので、22年度ですべ

ての圏域に設置できると考えております。

○水間委員 以上です。

○山下副委員長 先ほどの生活保護の中で、今、

エアコンはどうなっていますか。

○江口国保・援護課長 エアコンも大丈夫とい

うことです。

○山下副委員長 バイクはどうなっていますか。

○江口国保・援護課長 バイクにつきましては、

状況次第だと思いますが、車よりは認めるケー

スが多かろうというふうに思います。

○長友委員長 ほかにございませんか。

○米良委員 予算関係で２～３お尋ねしま

す。131ページ、よく「経済的自立と生活意欲の

助長」というきれいな言葉を並べるんですけれ

ども、こういう事業をやることによって、果た

して対象者の皆さんの自立まで持っていけるか

どうかという疑心暗鬼の面があります。そうい

う中で、今度も2,252万3,000円という貸付事業

が計上されておりますが、私は決してこれは大

きい金額ではないと思うときに、申請者がどの

くらいあって、どのくらいの対象者を考えてお

られるのか。額からして決して満足のいくよう

な状況ではないと思うんですけれども、その辺

の考え方としてはどうなんでしょうか。

○江口国保・援護課長 この生活福祉資金は、

あくまでも事務費でございまして、原資として

は10数億ございますので、そちらを貸し付けて

いくという形になります。

それから、先ほど米良委員のほうから言われ

ました、経済的自立と生活意欲の助長に寄与す

るのかという問題でございますが、私どもとし

ましては、生活保護に一気に行く前に、福祉資

金をうまく活用いただきまして、特に、昨年10

月に法改正がありまして、連帯保証人がおれば

利息はゼロというものもございますし、利率

も1.5％に下げさせていただきました。そういう

意味では非常に受給はふえておりまして、それ

をうまく活用することで経済的自立により近づ

いたのではないかと思っております。個人個人

で背負われているものが違いますので、大変な

部分はあるわけでございますけれども、こうい

う資金を活用いただくことで最終的に復活いた

だくことを期待いたしております。

○米良委員 申請者に対してどのくらいの……。

○江口国保・援護課長 申請の件数の状況でご

ざいますが、新しい制度になりましてからとい

うことで御報告させていただきます。平成21年10

月から新しい制度になっておりまして、申請件

数295件、貸付件数235件、１億6,347万9,500円

の貸付を１月までにやっております。その前の

半年間が、68件の申請に対して68の貸付、6,847
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万3,000円ですので、新制度になりましてから、

申請、実際の貸付件数もふえているという状況

にございます。

○米良委員 申請者に対して235ということです

けれども、残った50～60に対してはどう対応す

るつもりなんでしょうか。

○江口国保・援護課長 あくまでも低所得者層

の方のための貸付でございますので、申請内容

を審査した結果、該当しないものが出てまいり

ますと対象になりません。また、貸付の目的に

合わないものがあると貸付にまで至らないとい

う状況であります。

○米良委員 同じような質問ですけれども、145

ページです。これは障害福祉課です。高齢者や

障がい者の皆さんが、バリアフリー化というこ

とで問題にされて我々によく相談があるんです

けれども、バリアフリー化の事業で、障がい者

住宅の改造資金の貸付等々については、どの程

度申請があって、どのくらいの見込み人数を考

えておられるのか。さっき国保・援護課長に質

問したような内容ですけれども。

○高藤障害福祉課長 住宅改造等の助成事業は、

市町村が障がい者の方に補助するものでござい

ますので、貸付ではございません。

件数としては、20年度実績で78件、21年度の

見込みが大体75件でございます。県と市町村あ

わせて１住宅当たり100万円を限度に補助してお

るところでございます。介護保険のほうでもあ

りまして、それと重なる場合もございます。住

宅改造は、トイレとか浴室の申請が多い状況に

ございます。

○米良委員 課長、100万円の限度というのをど

う考えますか。高いか安いか適当か。

○高藤障害福祉課長 100万円が高いか安いかと

いうことでございますが、改造が主でございま

して、新設には対応していないところでござい

ます。100万円でできるだけのことをしていただ

いているというのが現状ではないかと思ってお

ります。やればいろいろ御希望はあるかとは思

っております。

○米良委員 私は、決して高くないと思います。

安いと思います。もうちょっと引き上げをお願

いします。

最後に、148ページですけれども、私も介護と

いうのは在宅が一番いいと思います。それにか

わる介護手当をどうするのか。国も一生懸命に

なって考えておりますけれども、一向に在宅介

護に対する介護手当が改善されないと日ごろ思

っております。最近の在宅介護に対する県の考

え方、あるいは内容はどういう変遷をたどって

現在あるのか。県独自でそういうことに対して

研究したことがあるのか、協議をしたことがあ

るのか、はっきりお聞かせください。

○高藤障害福祉課長 障がい者に対する介護に

つきましては、御存じのとおり平成18年に障害

者自立支援法ができまして、その中で、民間の

介護サービス事業所がホームヘルパーを在宅の

方に派遣をする場合、費用の１割負担が原則に

なっておりますけれども、利用者の負担も入れ

ながら、国が公費負担分の半分、県と市町村で

４分の１ずつ負担するという仕組みが18年にで

きました。そういう形で介護保険とは別な制度

に今のところなっております。事業所としては、

介護給付の事業所がダブルで障がい者のほうと

指定を受けてやってはおるわけですけれども、

介護の現物給付という形だと思いますが、そう

いう形で必要な介護を提供しておると理解して

おります。

今後どうするかということにつきましては、

専門家等は、どんな重度な障がい者でも自宅で
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生活できるような介護を地域に整備すべきだと

おっしゃっていますので、そういう思想のもと

に、今、国においては新しい法制度に向けての

取り組みがされていると理解しております。

○米良委員 最後にしますが、３月４日のこの

委員会の補正の審議の中で「福祉・介護人材の

処遇改善事業助成金の申請状況等について」と

いう資料をもらいましたけれども、非常に申請

率が低かったですね。そこらあたりを十分念頭

に置きながら改善をしていかないと、一生懸命

皆さんが取り組んでいくというあかしが見えな

いんです。実際にこれまで改善をしたというも

のがペーパーの中に出てくるような努力の仕方

がいいんじゃないかと思いますから、いろいろ

お聞かせをいただいたところであります。

全国で介護人は150万人必要だけれども、何十

万人かまだ足らんという話を聞いたことがあり

ますが、間違っておったらごめんなさい。だか

ら、介護する人は、過労といいましょうか内容

的にも大変だろうと、私も見ていて思うんです。

処遇の改善が確立できると、雇用の確保にもな

りますし、いろんな面でそういう施策がどんど

ん進んでいくということから、介護に対する処

遇改善というのは特に大事な気がするものです

から、その辺もひとつ念頭に置きながら対処方

をお願いします。私は終わりです。

○外山委員 113ページですが、社会福祉審議会、

平成20年度の開催日、内容、教えてください。

○佐藤福祉保健課長 20年度の開催日というこ

とでございますが、開催日は手元に資料がござ

いませんので、開催回数ではまずいでしょうか。

○外山委員 いいです。

○佐藤福祉保健課長 社会福祉審議会というの

は本体の審議会がありますが、20年度は平成21

年２月４日に開催しております。それと部会が

ございまして、例えば身体障害者手帳関係の審

議は毎月１回、年12回開催しております。

○外山委員 社福審は１回のみ。内容。

○佐藤福祉保健課長 社会福祉審議会、全体の

本会は１回でございまして、平成20年度の実績

といたしましては、高齢者保健福祉計画の策定

並びに宮崎県自殺対策行動計画の策定について

御報告をさせていただいております。

○外山委員 障がい者に関することは。

○佐藤福祉保健課長 平成20年度ではございま

せん。

○外山委員 宮崎県以外では、社福審の組織は

どこがありますか。

○佐藤福祉保健課長 社会福祉審議会は法に基

づく審議会でございますので、恐らく各県とも

この審議会は設置しているというふうに……。

○外山委員 宮崎県の中で。

○佐藤福祉保健課長 県内で社会福祉審議会を

県以外に設置しているかということでございま

したら、把握できておりません。

○外山委員 簡単なこと。中核市は社福審があ

るわけ。

○佐藤福祉保健課長 中核市であります宮崎市

にあるようでございます。

○外山委員 宮崎市の社福審の開催回数は。

○佐藤福祉保健課長 恐れ入りますが、把握は

できておりません。

○外山委員 宮崎県の場合には問題意識が随分

不足している。

それと新規で地域生活定着支援事業、これは、

民主党の議員が不正を働いて刑務所に入った。

刑務所に入ってびっくりした。何をびっくりし

たか御存じですか。

○佐藤福祉保健課長 おっしゃっているのは、

「累犯障害者」という本を出された、元国会議
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員の山本譲司さんの本のことだと思います。

○外山委員 あの人は、国会議員よりも、刑務

所に入ってあれぐらいすばらしい勉強をされた

という意味で、ある面では非常によかった。

新規受刑者の発達障がい及び知的障がい者の

犯罪率は、宮崎刑務所の中でどの程度でしょう

か。

○佐藤福祉保健課長 新規受刑者の中での知的

障がい者の犯罪率については、把握はできてお

りません。

○外山委員 22ページとの関係はどうなるんで

しょうか。

○佐藤福祉保健課長 先ほど本のお話も出まし

たが、「累犯障害者」の中でいろんな例がござい

ます。一つは、過去10回服役された70歳ぐらい

の方が、出所されて８日後には、刑務所に帰り

たいがために下関駅舎に放火をされた。それだ

け一般社会は非常に厳しくて、逆に刑務所の中

のほうが安住の地だというふうに本にも書かれ

ております。私も非常に衝撃を受けました。

本が出たことによって国も動かされまして、

この事業が10分の10の事業としてできてまいり

ました。私ども、早速取り組みたいということ

で今年度当初から検討しておりましたが、長崎

県が先行されておりまして、年度当初はほかの

県はありませんでした。刑務所に入所されてい

る方は、入所先と帰住予定地は違う県が多いわ

けです。ということはぽつんとあっても意味が

ない。最低、九州各県につくりたいということ

で各県の担当者と情報交換しながら、新年度当

初では九州全県にこのセンターができるという

ことで、療育手帳を本来とってお世話すべき方

がとられていないという実情もありますので、

ネットワークを生かしながらそういう方々のお

世話をできる限りしていく必要があると思って

おります。

○外山委員 特異な事例を挙げて取り組むとい

うことも大事。しかし、24％は多い。つい最近、

東京都が、路上生活者の３割は発達障がいであ

ろうと、こういう新聞記事も出ていた。御存じ

ですか、障害福祉課長。

○高藤障害福祉課長 そのような新聞報道があ

ったことは知っております。

○外山委員 知ってる。さすが、担当課長。

そういった方をどうするのか。24％が出所し

た場合、行き場がないのをどないするのか、そ

れを考えるのが最初じゃないんですか。

○佐藤福祉保健課長 おっしゃるとおりいろん

な状況の方がいらっしゃると思います。発達障

がいの方もいらっしゃれば、知能指数の程度も

重度の方から軽度の方まで、あるいは高齢者の

方もいらっしゃいます。状況によって御本人な

り関係者からの御相談に応じるというのが、今

回、このセンター業務の３つの中の一つとして

上げている相談支援業務でございます。そこで

幅広くいろんな方々の意見あるいは状況を把握

して、できる限りの対応をしていきたいと考え

ております。

○外山委員 最後はほとんど意味がわからんか

ったけれども。

福祉・介護人材確保特別対策事業、これは申

請者が全国最低、これらについて新たな手当、

そうならないためにどうすべきかということは

当然考えておられると思いますが、いかがです

か。

○大重長寿介護課長 補正の際にも申し上げま

したけれども、新年度に向けての申請を今受け

付けております。もう一度制度の趣旨を徹底し

ながら、申請がまだないところについては再度

趣旨を徹底して、介護職員のための制度だとい
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うことを十分理解していただけるような努力を

して、精いっぱい頑張っていきたいと考えてお

ります。

○外山委員 ちなみに、宮崎県というのは介護

福祉士は足りているんですか、不足しているん

ですか。

○大重長寿介護課長 介護福祉士はかなりの数

養成されておりますが、県外に出ている方もい

らっしゃると思います。21年度当初に例の３％

改定がございました。足りている、足りていな

いという話になってきますと、私どもの担当区

で言えば、特別養護老人ホームなり老健施設で、

介護職員の中で介護福祉士の資格を持っている

人が半数以上いれば加算措置をとれるという制

度が21年の頭の３％改定でございました。それ

をいろいろ聞いて回ったところでは、厳しかっ

たけれども何とかクリアしたという話は聞いて

おるところでございます。数的なまとめは今の

ところまだしておりません。

○外山委員 どう理解したらいいの。

○大重長寿介護課長 介護職員の中で介護福祉

士の資格を持っておる方が半数を超えておれば

加算をして、いわゆる報酬を上げますというの

が―３％改定の中でいろんな加算措置があっ

たんですけれども、その中の一つに資格に着目

した加算がございました。そのときに施設に聞

き合わせをした感想でございまして、何施設あ

って、何施設がクリアしたという数字を持って

おりませんけれども、かなりな施設で加算をク

リアしたと考えております。数字につきまして

は後ほど報告をしたいと思います。

○外山委員 看護大のことしの就職率、県内、

県外。入学者、県内、県外。

○佐藤福祉保健課長 まず、看護大学の今年度

の卒業者は100名でございます。このうち就職

が98名、県内に就職される予定の方が39名、率

にしますと39.8％となっております。

来年度の入学予定者につきましては、先般、

前期試験の合格発表がございましたが、前期試

験で26名合格されているようでございます。先

週、補正の委員会で申し上げましたが、推薦入

学の方が28名、ですから今のところ合格なさっ

ているのが54名、あと後期試験がございます。

後期試験の募集枠が15名です。この15名の中で

県内の方が何名かは、その結果が出れば判明す

ると思っております。

○外山委員 ということは、入学者はわからな

い。就職は、少ないんですか多いんですか。

○佐藤福祉保健課長 今年度の卒業者が39名と

いうのは、担当課長としてはもっと多く県内に

就職してほしいというふうには思っております。

そういうことで、入学枠も今年度から県内推薦

枠を18から25にふやすという努力はしているん

ですけれども、最終的には御本人の意思もある

ものですから、今年度は残念ながら39名県内就

職という状況になったところでございます。

○外山委員 前年比較、増減はどうですか。

○佐藤福祉保健課長 昨年度は101名就職して県

内就職は47名、就職率は46.5％でございますの

で、今年度卒業者は昨年度から比べますと6.7％

ほど落ちているという状況でございます。過去

の例を申し上げますと、高いときには55％ある

いは62％という時期もございました。逆に38.9％

という時期もございまして、その年々でかなり

ばらつきがあるというのがここ数年の状況でご

ざいます。

○外山委員 ばらつきがあるという表現はいか

がなものかな。38.9と39は余り変わらない。「低

いときは38.9％がありました」、ことしは39％、

最低ラインに近づいたわけでしょう。これは問
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題じゃないですか。約９億7,000万かけて、県内

就職―これはもう少し努力してもらわないと

いかんのと違いますか。

○佐藤福祉保健課長 委員おっしゃるとおりで

ございまして、県立の施設で、財源措置がある

とはいえ巨額の経費を使わせていただいている

わけですから、県内の就職率が上がるように努

力はしないといけないし、そのあたりは大学の

学長さんともお話をして、より魅力ある大学に

するように、いろんな形で協議をしていかない

といけないと思っております。宮崎県立看護大

学に入ったらこういう特典がある、こういう研

修に行ける、こういう勉強ができるとか、よそ

の大学にはないものを目指していかないと、大

学全入時代という中では競争に勝ち切れないと

いうふうには思っております。

○外山委員 その上に県立病院管理費とありま

すが、担当はだれですか。ＵＤ基本計画から見

て県病院はどの位置にありますか。

○佐藤福祉保健課長 勉強不足で恐縮なんです

が、ＵＤ基本計画というのは。

○外山委員 ユニバーサルデザイン。

○佐藤福祉保健課長 勉強不足で申しわけござ

いませんが、把握しておりません。

○外山委員 県がおととい基本計画をつくりま

した。障害福祉課長、あなたは御存じでしょう。

○高藤障害福祉課長 申しわけありません。私

も知りません。

○外山委員 この中は、ユニバーサルデザイン

の基本計画をつくったということを知らない人

ばっかりですか。

○高藤障害福祉課長 作成作業があったのは知

っておりますが、おとといでき上がったという

ことまでは……。

○外山委員 私、入院をしたとき、ＵＤが行き

渡っているのかなと思ってうろうろしておった。

おふろに入った、階段が２段あって入れなかっ

た。水間さんとか私、蓬原さんは羞恥心がほと

んどゼロ。二十前後の看護師に裸を見てもらっ

ても余りぴんとこん。ところが、あれが30、40

だったらどないなっとるやろ。あれがスロープ

だったら、看護師にお願いせんでも簡単におふ

ろに入れる。一度県病院とか公の施設をＵＤ的

視点で見て、余分な仕事を看護師にさせない。

また、１人で入るおふろ、これがやっぱり一番

気持ちがいい。それを二十前後の看護師から背

中を流してもらう。変なところが変になったら

大変じゃと。何とかならんですか、担当課長。

○佐藤福祉保健課長 一般論で申し上げますと、

どういう場所にいても使いやすい施設が大事で

す。ただ、病院施設構造をどうするかというの

は、基本的に病院局が主体的に考えるべきこと

ですので、御意見があったことは伝えたいと思

います。

○外山委員 駐車場がある、雨が降る、屋根が

いっこんついちょらんからびしょぬれ。風邪引

いてまた県病院に行かにゃいかん。これもおか

しい。こういったことを含めてユニバーサルデ

ザインというものは何なのかというものを勉強

していただいて、公の施設を見てください。

○田口委員 障がい児地域療育推進事業につい

てお伺いします。今度ありがたいことに、県立

延岡病院にようやく、月に１回ですけれども先

生がお越しいただくことになりました。今、セ

ンター外来に県北から清武まで通院している人

は何人いるのか教えてください。県北の地域ご

とにわかれば。

○高藤障害福祉課長 県北からこども療育セン

ターに通院している方は大体200名ですが、日向

入郷から84名、延岡のほうの県北から115名です。
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○田口委員 月１回、先ほどの話では年間100名

ぐらい対応できるということでした。というこ

とは、全体の何％ぐらいこれで賄えると見たら

いいんですか。

○高藤障害福祉課長 先ほど200名と言いました

けれども、ここで対応するのは経過観察が必要

な方ということで、そういう方が70名程度いら

っしゃると見ております。その70名の方が年に

２～３回こども療育センターに通われているわ

けですけれども、そのうちの１～２回分を県北

の延岡病院で診察ができると考えております。

○田口委員 少なくとも70名の方が年１回ぐら

いはカバーできる頻度と見ていいんですね。

○高藤障害福祉課長 人によって違いますけれ

ども、１～２回ということです。

○田口委員 月２回ぐらいやってくれると大体

網羅できることになると思いますので、ぜひと

もよろしくお願いいたします。今回は、出して

いただきましてありがとうございました。

先ほどから何度も出ております地域生活定着

支援事業ですが、これは高齢者と障がい者を対

象にしておりますね。先ほどは下関の話が出ま

したけれども、この間、松戸市で千葉大の女子

大生が殺されました。彼も、出所した途端に仕

事も何もなくて、結局は強盗などで食いつない

でおったというのがわかりましたけれども、世

代が若い人にも就労に向けての支援事業はある

んですか。

○佐藤福祉保健課長 いろんな形態があるんで

すが、県内で申し上げますと更生保護施設が宮

崎駅の東側にございます。あそこは20人の定員

で常に満員のようでございますが、基本的には、

３カ月その施設でお世話になる間に仕事を自分

で見つける。３カ月で見つけられない場合は、

最長６カ月はいていいので、その間に仕事を見

つけて自立していただく、そういう施設がござ

います。就労に関してはそこが県内では唯一の

施設でございまして、非常に活用されていると

聞いております。

○田口委員 そこで就労とかもやっているとい

うことですね。

施設があるのはよく存じているんですけれど

も、中身まで詳しく知らないんですが、あの施

設にいる人は宮崎県出身者が多いんですか。そ

れとも、宮崎刑務所でお世話になって、地元に

は帰りにくいのであそこに来ているとか、そう

いうのはわかりますか。

○佐藤福祉保健課長 後ほどお答えします。

○田口委員 これは数字だけ教えていただきた

いんですが、説明資料の131ページの真ん中あた

りに、今話題になっている無縁死の関係だと思

うんですが、行旅病人及び行旅死亡人取扱費と

いうのが100万円計上されています。この間、蓬

原委員の代表質問の中で全国で年間３万2,000

～3,000人いると出ておりましたが、本県にはど

れぐらい例年出ているんでしょうか。

○江口国保・援護課長 行旅病人と行旅死亡人

でございますが、21年度は死亡人がお１人で、

火葬等の経費、いろいろ手続で14万3,000円を市

が立てかえて、それを県が負担しております。

それから20年度は、行旅病人といいまして、よ

そから来て倒れて入院されて病院費を支給され

た方が２人、それから死亡人が６人おられま

す。20年度は合計で70万2,000円を市のほうに交

付しているという状況でございます。

○田口委員 ＮＨＫを見ておりましたら、先ほ

ど言ったように、３万2,000～3,000人全国にい

るというようなことを言っていました。だから

自殺と同じぐらいの数じゃないのかなと思って

おったんですが、そういう意味では宮崎県は行
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旅死亡人というのは。

○江口国保・援護課長 私、ＮＨＫをしっかり

見ておりませんが、これはあくまでも行旅病人

及行旅死亡人取扱法に基づいて対応した件数で

ございます。ＮＨＫの場合はまた別の概念がお

ありになるんじゃないかと思っております。こ

れは、自分で何もできない方を、行き倒れにな

ったところの市町村に面倒を見てもらうという

制度でございます。

○外山委員 行旅死亡人と同類というか、宮崎

県で孤独死は何人いるのか。

○大重長寿介護課長 無縁死という概念とはま

た少し違うんですが、今、委員がおっしゃった

孤独死ということになりますと、検死の件数と

いうことで把握しております。21年度に、65歳

以上の独居高齢者、ひとり暮らしで亡くなって

検死をした方が262名おられます。これは17年度

以降250人を境に10人程度前後しながら毎年続い

ております。この方々が果たして無縁死なのか

といいますと、そうでもございません。ＮＨＫ

の番組でもございましたけれども、無縁死とい

う概念が統計上も明確な定義がなされていない

ということで、孤独死防止対策連絡会議を２月10

日に開催しましたが、その後に無縁死というの

が出てまいりまして、次の会議のときには取り

上げることになると考えております。

○外山委員 平成20年の変死体、何人でしたか。

○大重長寿介護課長 私どもで把握しておりま

すのが、65歳以上の検死を受けた件数は、21年

の１月から12月までで880件と確認しておりま

す。

○外山委員 確認ではなくて、それは警察発表

でしょうが、あなたが確認するはずがないよ。

○大重長寿介護課長 失礼しました。警察の資

料で確認をいたしました。

○外山委員 変死体件数は何人でしたか。1,400

～500人だったと思うよ。

○大重長寿介護課長 平成21年１月から12月ま

でが1,416体、20年が1,478体という発表がなさ

れております。

○外山委員 その約1,500人のうち65歳以上、男

女別、独居老人、分けて教えてください。

○大重長寿介護課長 申しわけありません。変

死体の内訳につきましては、まだ県警のほうか

ら数的な提供を受けておりません。

○外山委員 警察は年齢別に資料を出している

と思います。

それは後で。委員長、よろしくお願いします。

○長友委員長 今の数につきましては、後ほど

またわかりましたら教えていただきたいと思い

ます。

○大重長寿介護課長 後ほど答えたいと思いま

す。

○外山委員 宮崎市における特養のショートス

テイの稼働率、何％でしょう。

○大重長寿介護課長 具体的な数字は把握して

おりません。

○外山委員 アバウト。

○大重長寿介護課長 アバウトでよろしいでし

ょうか。私が聞き及んでいるところでは、７割

の稼働率はあるんではないかと考えております。

○外山委員 ある特養では半分も行っていない。

今、ショートは何床ぐらいですか。

○大重長寿介護課長 正確な数字はまた後で調

べたいと思いますが、700を超していると私の記

憶にございます。

○外山委員 約300はあいていると。

○大重長寿介護課長 宮崎市については確かに

稼働率は低いと思うんですが……。

○外山委員 宮崎市のことしか聞いていない。
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郡部はどうでもいい。

○大重長寿介護課長 宮崎市の稼働率につきま

しては、後ほど数字をお答えしたいと思います。

○外山委員 今、宮崎市の特養待機者がにっち

もさっちもいかんと。郡部はどうでもいいと言

うたのは、郡部の場合はほとんど満床になって

いるみたいです。ところが一方、ショートはす

っからかん。これ埋めたらどうかと、こういう

のはもったいない。だから、ショートの稼働率

どのくらいなんでしょうと聞いた。アバウトで

もいいと。４割か５割だろうと、700、350。350

というたら特養の何個分ですか。

○大重長寿介護課長 済みません。先ほど申し

上げました700というのは県内のショートの総数

かと思います。

今、委員がおっしゃった内容については、非

常に待機者がいる。その中で特に宮崎市は郡部

に比べてショートステイの回転率が低いという

ことで、ショートステイ専用ベッドの定床化と

いう話を今市町村に持ちかけておるところでご

ざいます。ただ、御存じのように、市町村は議

会の議決を経て立てておる計画でございますの

で、協議は今難航しておるところでございます

けれども……。

○外山委員 おたくらの説明は半分合っていて

半分違う。というのは、老人福祉法ができたと

きに、在宅福祉を充実していこうと、入所はあ

かんよと。そこで当時の厚生省が、ショートは

特養１個に対して５～10床つくれという強力な

指導があった。そこでみんな10～15床つくった。

あき、がらがら。それが５～６年来た。そこで、

このスペースはもったいない、これを埋めろと。

というのは、15床あけておっても人数は張りつ

けなければいけない、設置者が赤字だというこ

とで、これはどうにかしてくれというのが過去

５～６年間の動き。そこで、今話を聞いている

と、適正規模数に直していこうという動きがあ

るんですね。

○大重長寿介護課長 定床化と先ほど言いまし

たけれども、委員御指摘のとおり、50の施設で

あれば１割、５はつくりなさいよという指導を

してまいりました。私どもが今、市町村と協議

をしておりますのは、最高５までは定床化して

もいいです。ただ、ショートはショートとして

の役割があるんですから、部屋の模様がえなり

増築で必要数は確保してください。昔のように

５つくれとは言いません。５床定床化したら３

つ、４つはショートを確保してくださいという

形でお願いをしておるところでございます。

○外山委員 初めて意見が合ったな。それで、

ショートが今まで100あったのが市内では20～30

になって、あと70は特養本来の待機者解消とい

うものに貢献、寄与するであろうと思うから、

今の質問したわけ。初めて安心しました。

○佐藤福祉保健課長 先ほど田口委員から、更

生保護施設みやざき青雲の入所者の出身地別は

わかるかという御質問でございました。これは

昨年の６月現在でございますが、定員が20名、

そのうち宮崎県出身者が15名でございます。あ

とは鹿児島県１名、長崎県１名、福岡県１名、

九州以外が２名という内訳でございます。

○江口国保・援護課長 先ほど水間委員のほう

からありました、夫婦に子供２人世帯の生活保

護費でございますが、45歳男性、40歳女性の御

夫婦で、16歳と９歳の子供ということで数字を

出させていただきました。宮崎市に住まれてい

る場合で月額22万3,900円になります。ただし、

もし医療機関にかかられれば、医療扶助という

形で実費相当が支給されるということになって

まいります。以上でございます。
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○長友委員長 暫時休憩いたします。

午後３時27分休憩

午後３時34分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

ほかにございませんか。

○蓬原委員 簡単にいきます。119ページ、県立

病院管理費47億9,199万5,000円、先ほど病院局

の一般会計繰入金41億5,465万5,000円と聞きま

した。この差額の６億ぐらいは何かお聞きしま

す。補助金とか負担金になるんでしょうか。

○佐藤福祉保健課長 病院会計は収益的収支と

資本的収支に分かれておりますので、委員のお

っしゃいました41億というのは収益的収支の分

であろうかと思っております。福祉保健課の119

ページの資料で47億9,000万とございますが、福

祉保健部全体では、健康増進課とかそれぞれの

課によって必要な事業がありまして、それの負

担金もございまして、それを積み上げますと22

年度当初予算で52億4,593万3,000円になってお

ります。

○蓬原委員 了解。ほかの課があるということ

ですね。

139ページ、老人クラブですが、かつてはＰＴ

Ａと並んで非常にしっかりした組織だと聞いて

おりましたが、最近は地域で老人クラブという

のがかなり消滅といいますか、活動が停止する

方向だと聞いておりますが、県内の老人クラブ

の活動状況について。

○大重長寿介護課長 残念ながら、単位クラブ

はどんどん減少しております。金額が減少して

おりますのは、単位クラブの減少ということで

す。昨年度1,118クラブを想定しましたが、今年

度の予算では1,059クラブに減少する見込みでご

ざいます。60歳以上の組織率が、21年３月で言

いますと18％になっております。ピークの昭和50

年は52％ございましたけれども、組織率が低く

なっているということでございます。

○蓬原委員 細かいことは言いませんが、そう

いう傾向のようですから、これから高齢社会に

なっていくわけで、その中で生きがいがどうと

か、生涯スポーツがどうとかいう社会ですから、

組織率を上げる方向に行かないと、せっかく予

算を組む意義がないと思います。ぜひそちらの

ほうでやっていただくという決意のほどをお聞

きしたいです。

○大重長寿介護課長 単位クラブの減少の割に

は予算の減少が少ないと思われると思いますが、

国の考え方も少し変わりまして、市町村の老人

クラブ連合会で会員の募集活動をやるところに

ついてはプレミアムをつける事業を国が新たに

出してきたものですから、その事業を新たに取

り組んで予算の減少幅がこれだけにとどまって

いるということでございます。頑張って拡大に

努めたいと思います。

○蓬原委員 若者が減って、子供が減って過疎

化が進んで、集落の機能そのものも―これは

山間地ではなくて町部でもこれからは起きるん

ですね。そういうこともありますから、老人ク

ラブ等の結合体は地域を支えていく上で重要な

パワーになるところですから、ぜひ実態も調査

しながらやっていただきたいと希望しておきま

す。

113ページです。社会福祉施設職員等退職手当

共済事業給付費補助金、独立行政法人福祉医療

機構ということですが、これは県内の福祉施設

の職員すべてじゃなくて、独立行政法人だけへ

の補助金ということですか。

○佐藤福祉保健課長 介護施設を除く県内の社

会福祉施設にいらっしゃる方の退職手当を支給
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するために積立金をしています。その取りまと

めをしているのが福祉医療機構でございまして、

そこには県が３分の１、国が３分の１、経営者

が３分の１のお金が行っているということでご

ざいます。

○蓬原委員 １つの窓口にまとめて、そこから

県内すべての施設の職員に対して行くというこ

とですね。わかりました。

委員会資料の33ページですが、「働きながら介

護資格をとる」雇用創出支援事業です。これは

２年間ということでございますが、どこの地域

の施設に何カ所お願いをして、資格を取ろうと

している間、月々どれだけの手当をいただくの

か、もうちょっと具体的に教えてください。

○大重長寿介護課長 現在、養成施設が、宮崎

市田野町に１つ、清武町に１つ、都城市に１つ、

日南市に１つ、計４カ所ございます。ここの養

成校に30分以内で行ける施設を対象ということ

で募集をかけております。各施設１～２人配置

をしておりまして、時間給730円ということにし

ております。これは、22条職員の単価を勤務時

間の６時間45分で割り戻した時給単価でござい

ます。１日８時間、４週間で160時間、月に20日

の勤務を保障する。さらに、その法人の諸規定

に従って、１万円を限度に通勤手当を支給して

いただくという形にしております。

○蓬原委員 １人ずつ配置というのは、講師の

方の話ですか。

○大重長寿介護課長 今、17施設に18人という

形で張りつけをしております。

○蓬原委員 雇用20名というのは、働きながら

介護資格を取る人の話ですか。

○大重長寿介護課長 20名の方を対象に、働き

ながら介護資格を取っていただくということに

なります。

○蓬原委員 20名が２年間にわたって働きなが

ら介護資格を取ることができるということです

か。

○大重長寿介護課長 そうでございます。

○蓬原委員 この方たちは２年間、働きながら

手当がもらえるんですよね。それが幾らですか。

○大重長寿介護課長 約11万円、それに先ほど

言いました通勤手当１万円限度で支給されると

いうことです。

○長友委員長 ほかにございませんか。

○外山委員 障がい者スポーツですが、スポー

ツ振興法でいう体育指導委員、スポーツ指導員

は、県内市町村何名おるんでしょうか。

○高藤障害福祉課長 済みません。手元に持っ

ておりませんので、後で調べてきたいと思いま

す。

○外山委員 アバウト。

○高藤障害福祉課長 アバウトですと200名ぐら

いでございます。

○外山委員 何が200名ですか。

○高藤障害福祉課長 スポーツ指導員が200名ぐ

らいでございます。

○外山委員 法では、スポーツ指導員は都道府

県、体育指導委員は市町村、こうなっていると

思います。

○高藤障害福祉課長 申しわけありません。不

勉強で存じておりません。

○外山委員 後で。

○蓬原委員 先ほどの「働きながら介護資格を

とる」というのが、田野と清武、都城、日南。

県北がないんですが、県北は入らないんですか。

○大重長寿介護課長 養成校がないことにはこ

の事業は展開されませんので、今回は県北のほ

うにつきましては、残念ながらそういうことで

ございます。
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○長友委員長 先ほどの数はまだ出ませんね。

本日は無理ですね。総括質疑がまたございます

ので、どうしてもというときにはそのときにお

願いをいたします。

○山下副委員長 私は常任委員会資料で行きた

いと思います。先ほどから出ているんですが、22

ページの地域生活定着支援事業で、私の聞き逃

しかわかりませんが、対象となる人たち、今問

題視されているような人たちはどれぐらい把握

されているんですか。

○佐藤福祉保健課長 これは宮崎保護観察所の

調べでございますが、生活環境調整案件という

ふうな表現をなさっておりますけれども、平成20

年度で、宮崎保護観察所関係で出所後の生活環

境の調整が必要な案件が416件と伺っています。

そのうち高齢者が31件、知能指数59以下の方が38

件というふうに伺っております。

○山下副委員長 刑の程度がわかっていれば教

えてほしいんですけれども。

○佐藤福祉保健課長 宮崎管内は把握しており

ません。全国ベースで申しわけございませんが、

平成18年に法務省並びに厚生労働省が調べた結

果によりますと、受刑者２万7,000人のうち、知

的障がい、あるいは知的障がいが疑われる方

が410名と出ております。その中で刑期２年以下

の方が35.6％、約３分の１ということで、短い

期間の犯罪を犯された方というふうに出ており

ます。

○山下副委員長 34ページ、障害福祉課、高次

脳機能障がい、これの対象になっている人の平

均年齢はどれぐらいですか。

○高藤障害福祉課長 高次脳機能障がい者数で

すが、平成19年に県が実態調査をしたときには

約3,000人はいると推定しております。ただ、最

近の他県の調査で見ると、以前の調査より増加

しております。以前は高次脳機能障がいという

ことが知られていなかったために調査しても出

てこなかったんだろうと。この障がいに対する

理解が深まるにつれて該当者はふえると思われ

ますが、現時点では3,000人以上はいると考えて

おります。

○山下副委員長 年齢。

○高藤障害福祉課長 以前の調査結果では65歳

以上の方が多いと出ております。

○山下副委員長 36ページの事業概要の（３）

の②、新規で事業がまた起こってきたと思うん

ですが、精神障がい者は、受け皿となるべき企

業等での定着が非常に難しいとお聞きしていま

す。本県は自殺者も多いし、病に悩んでいる方

がかなりおると聞いているんですが、病院側の

対応と、受け皿となるＮＰＯとか社会福祉法人

等、訓練施設の連携がうまくとれているのか。

それから、精神障がい者を何とかしなければな

らないということでいろんな取り組み、対策が

あると思うんですが、そこの問題点というのは

スムーズに移行しているんでしょうか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 地域移行

の関連につきましては、今、協議会等を通じま

して、病院、地域活動支援センターが中心に関

係機関等が連携しながら地域移行ができる方々

をピックアップしています。ただ、各病院にお

願いして、個票をつくって対象者をピックアッ

プしていただくことをお願いしているんですが、

病院の判断として、地域生活に移行できる方が

１けた台にとどまるという状況になっておりま

す。協議会等を中心に連携を図っているところ

でございますが、今のところスムーズに行って

いる状況ではないというふうには考えておりま

す。以上でございます。

○山下副委員長 お願いがあるんですけれども、
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そこが一番問題だろうと思うんです。病院側と

訓練する施設、ましてや企業を目指していくわ

けですから、早急な対策、対応をぜひしてほし

いと思っているものですから、事細かな指導を

お願いしたいと思います。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 精神障が

い者の方々の一般就労が、ほかの障がいの方に

比べて非常に少ないものですから、今回こうい

う事業を設けまして、できるだけ職場の中に入

っていただこうと考えております。支援機関、

福祉サービスの事業所等と連携を図っていきた

いと考えております。以上でございます。

○長友委員長 大体時間になりましたけれども、

ほかございませんね。あるときには総括質疑の

ときにお願いしたいと思います。

それでは、以上をもちまして、福祉保健課、

国保・援護課、長寿介護課、障害福祉課の審査

を終了いたします。

本日の委員会を散会いたします。

午後３時55分散会
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平成22年３月10日（水曜日）

午前９時59分再開

出席委員（８人）

委 員 長 長 友 安 弘

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 米 良 政 美

委 員 蓬 原 正 三

委 員 黒 木 覚 市

委 員 外 山 良 治

委 員 田 口 雄 二

委 員 水 間 篤 典

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 高 橋 博

福 祉 保 健 部 次 長 加 藤 裕 彦（ 福 祉 担 当 ）

こ ど も 政 策 局 長 山 田 敏 代

部参事兼福祉保健課長 佐 藤 健 司

医 療 薬 務 課 長 安 井 伸 二

薬 務 対 策 監 岩 﨑 恭 子

国 保 ・ 援 護 課 長 江 口 勝一郎

部参事兼長寿介護課長 大 重 裕 美

障 害 福 祉 課 長 高 藤 和 洋

就 労 支 援 ・ 野 﨑 邦 男精神保健対策室長

衛 生 管 理 課 長 船 木 浩 規

健 康 増 進 課 長 相 馬 宏 敏

感 染 症 対 策 監 日 高 政 典

こ ど も 政 策 課 長 京 野 邦 生

こ ど も 家 庭 課 長 舟 田 美揮子

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 大 下 香

総 務 課 主 任 主 事 押 川 康 成

○長友委員長 委員会を再開いたします。

医療薬務課、衛生管理課、健康増進課、こど

も政策課、こども家庭課の審査を行います。

それでは、医療薬務課長から順次説明をお願

いいたします。

○安井医療薬務課長 それでは、医療薬務課分

を御説明いたします。

本課の関係分は、議案第１号「平成22年度宮

崎県一般会計予算」の１件でございます。お手

元の分厚い冊子の歳出予算説明資料で御説明い

たします。

医療薬務課は121ページでございます。お開き

ください。医療薬務課の平成22年度当初予算は、

一般会計の左から２つ目の欄、総額で33億496万

円をお願いしておりまして、右から２番目にあ

ります平成21年度当初予算額に比べますと、額

にして20億3,272万6,000円の増、率にして

約159.8％の増となっております。

それでは、以下、新規・重点事業などの主な

ものについて御説明いたします。なお、当課は

新規、改善がたくさんございますのでちょっと

長くなろうかと思いますけれども、よろしくお

願いしたいと思います。

123ページをお開きください。一番下の（事項）

看護師等確保対策費２億8,151万7,000円であり

ます。中身につきましては、124ページをお開き

ください。この事項につきましては看護職員等

の確保と資質の向上に要する経費でございます。

主な事業としては、２の看護師等確保対策事業

の（１）看護師等養成所運営費補助金１億9,455

万3,000円でありますけれども、これは、看護教
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育の充実を図るため、看護師等養成所に対し運

営費を補助するものであります。また、５の看

護職員資質向上推進事業の（２）新規事業、新

人看護職員卒後研修事業1,905万円でありますけ

れども、これは、新人看護職員が卒後の臨床研

修等の受講に努めることが新たに努力義務とな

りましたので、これに伴いまして各医療機関の

研修体制を支援して新人看護職員の質の向上な

どを図るものでございます。

次に、同じページの一番下ですが、（事項）へ

き地医療対策費１億7,800万2,000円であります。

これは、へき地医療従事者の確保やへき地巡回

診療の実施など、へき地医療の確保に要する経

費であります。主な事業としましては、１の自

治医科大学運営費負担金等１億3,209万2,000円

でございます。これは、へき地勤務医師を養成

しております学校法人自治医科大学に対する県

の負担金などであります。

次のページ、125ページをごらんください。一

番上の（事項）救急医療対策費５億1,533万9,000

円であります。これは救急医療体制の整備・充

実等に要する経費であります。１の第二次救急

医療体制整備１億4,957万7,000円は、休日・夜

間における入院治療を必要とする重症救急患者

を受け入れる病院群輪番制病院などの運営費を

補助するものであります。また、２の第三次救

急医療体制整備３億623万9,000円は、初期、２

次の救急医療施設の後方支援施設として、重篤

な救急患者に対応する救命救急センターの運営

費を負担するものであります。

次の（事項）地域医療推進費6,542万7,000円

でありますが、これは、地域医療の推進、主に

医師確保に要する経費でございます。このうち

５の女性医師等の離職防止・復職支援事業2,702

万5,000円につきましては、（１）にありますよ

うに、女性医師の短時間正規雇用を行っている

病院に対して、代替医師雇い上げに必要な経費

を補助する事業などでございます。

次に、126ページをごらんください。一番上の

（事項）医療施設耐震化臨時特例基金事業費13

億3,360万6,000円であります。このうち２の新

規事業、医療施設耐震化促進事業13億3,237

万7,000円につきましては、後ほど別冊の厚生常

任委員会資料で御説明いたします。

次の（事項）地域医療再生基金事業費６億8,271

万9,000円であります。このうち２の地域医療再

生基金事業の（１）から（８）までの新規・改

善事業につきましては、これも後ほど別冊の厚

生常任委員会資料で御説明をいたします。

一番下の（事項）薬事費908万2,000円であり

ます。これは、医薬品等の製造から流通段階に

おける監視指導や医薬分業の推進に要する経費

であります。

次のページ、127ページをごらんください。一

番上の（事項）血液対策費289万8,000円であり

ます。これは血液の安定確保に要する経費であ

ります。このうち３のがんばる献血応援団事

業172万5,000円でありますが、これは、少子高

齢化の進行により献血人口が減少していくこと

が予想されますことから、複数回献血クラブ登

録者や献血サポーター事業所を育成し、献血協

力者の確保を図るための経費であります。

最後の（事項）毒劇物及び麻薬等指導取締費703

万2,000円であります。これは、毒物劇物、麻薬

等の監視指導や覚せい剤等の薬物乱用防止に要

する経費であります。このうち２の薬物乱用防

止推進事業348万4,000円でありますが、これは、

薬物乱用防止の啓発を図るため、「ダメ。ゼッタ

イ。」普及運動の街頭キャンペーンなどに要する

経費であります。
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平成22年度歳出予算説明資料の説明について

は、以上でございます。

続きまして、先ほど説明をいたしませんでし

た新規事業等について御説明いたします。

別冊の厚生常任委員会資料で御説明いたしま

す。23ページをお開きください。新規事業の医

療施設耐震化促進事業でございます。

１の事業目的にありますように、この事業は、

災害時に重要な役割を果たす災害拠点病院等の

耐震整備を行いまして、災害時の医療提供体制

の確保を図るものであります。

２の事業概要ですけれども、国の交付金を活

用して設置しております医療施設耐震化臨時特

例基金を財源にしまして、未耐震の災害拠点病

院及び２次救急医療機関の耐震化を目的とした

工事を対象に補助を行うもので、補助率は２分

の１以内となっております。

なお、補助対象の医療機関と補助予定額は、

その下の一覧表のとおりでありますが、工事期

間が複数年度にまたがる予定でございますので、

平成23年度までの債務負担行為の設定をあわせ

てお願いしております。

３の事業費ですけれども、22年度当初予算と

しまして13億3,237万7,000円をお願いしており

ます。

次のページ、24ページをお開きください。こ

こから御説明いたします８つの事業は、いずれ

も地域医療再生計画に基づく事業でございます。

まず、新規事業の宮崎大学「地域医療学講座

（仮称）」運営支援事業であります。

１の事業目的にありますように、本県の地域

医療を担う医師の新たな養成・確保策として、

宮崎大学医学部の「地域医療学講座（仮称）」

の設置・運営を支援するものであります。

２の事業概要ですけれども、県の支援は大学

への寄附という形で行うことにしております。

（１）の活動概要ですが、この講座では、本県

の医療実態の分析等の研究、医学部の学生に対

する教育を通じた地域医療への関心の喚起、あ

るいは自治医科大学や宮崎大学地域枠の卒業医

師の方のキャリアアップの支援を行うことにし

ております。また、（２）の目標にありますよう

に、地域医療再生計画の最終年度であります平

成25年度までに、毎年度４名以上の医師を地域

の医療機関に派遣できる体制をつくることを目

指しております。

３の事業費ですが、8,900万円をお願いしてお

ります。

右側の25ページをごらんください。新規事業

の救命救急体制強化事業であります。

１の事業目的にありますように、本県の救急

医療を担う医師の養成・確保と２次救急医療機

関の後方支援機能を強化するため、宮崎大学医

学部附属病院の救命救急センター化を支援する

ものであります。

なお、救命救急センターについては、その下

の括弧書きにありますように、重症及び複数の

診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者

を24時間体制で受け入れる病院ということで、

原則として20床以上の専用病床を有するなどの

基準が国において定められておりまして、宮崎

大学のほうで今後、厚生労働省と協議しながら、

早ければ平成23年度末の救命救急センター化に

向けまして整備が進められると聞いております。

２の事業概要ですけれども、宮崎大学医学部

附属病院における新たな医師、看護師の増員に

加えまして、必要な機器整備など（１）から（４）

までの取り組みを対象に補助を行うことにして

おります。

３の事業費は、１億7,400万2,000円をお願い
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しております。

次のページ、26ページをお開きください。新

規事業のドクターヘリ導入促進事業であります。

１の事業目的にありますように、宮崎大学医

学部附属病院へのドクターヘリの導入を促進す

ることによりまして、重症救急患者等に対する

医療提供体制の充実を図るというものでありま

す。

２の事業概要ですが、宮崎大学医学部附属病

院が進められますドクターヘリの導入に必要な

諸準備作業への支援を行うこととしております。

具体的には、（１）から（５）にありますように、

医療スタッフや救急隊を対象としたヘリの運用

に関する研修、運航マニュアルの整備などが対

象となります。なお、ヘリの運航に際しまして

は、活用できる国庫補助制度が救命救急センタ

ーを対象としたものになっておりますので、宮

崎大学の救命救急センター化とドクターヘリ導

入は並行して進められることになっております。

ヘリの運航開始時期につきましても、救命救急

センター化と同様、早くて平成23年度末と見込

まれているところでございます。

３の事業費は、1,960万円をお願いしておりま

す。

次に、27ページをごらんください。これは改

善事業の医師修学資金貸与事業であります。

１の事業目的にありますように、将来、へき

地や小児科等特定診療科の医師としての勤務を

希望される医学生に対して修学資金を貸与し、

医師の安定的な育成・確保を図るというもので

あります。

２の事業概要ですが、（１）から（４）にあり

ますように、大学医学部在学者を対象に、毎月10

万円の修学資金と入学時入学金の28万2,000円を

貸与しまして、対象者が大学を卒業して臨床研

修が終わった後に、県が指定します医療機関に

おいて貸与を受けた期間と同じ期間だけ勤務し

ていただけば、修学資金の返還義務が免除され

るという制度であります。

（５）の募集定員の表にありますように、平

成22年度入学者から、宮崎大学と長崎大学の御

協力を得まして、合計７名の本県出身者分の地

域特別枠を設定していただいておりまして、こ

の定員増に対応して貸付枠の拡大を行うことに

しております。

３の事業費は、5,639万4,000円をお願いして

おります。

次のページ、28ページをお開きください。新

規事業の看護師スキルアップ支援事業でありま

す。

１の事業目的にありますように、この事業は、

救急医療を担う医師の勤務環境の改善を図ると

いう観点から、県看護協会との連携によりまし

て看護師の技術力の向上等に取り組むものでご

ざいます。

２の事業概要ですが、県看護協会が実施しま

す、（１）の看護師を対象とした救急看護等に関

する研修会、あるいは（２）の県民を対象とし

た救急医療公開講座の開催などの取り組みに対

しまして補助を行うものであります。

３の事業費は、594万円をお願いしております。

次のページをごらんください。改善事業の小

児救急医療電話相談強化事業であります。

事業目的にありますように、夜間の医療機関

の受診の多い小児患者を対象とした電話相談事

業を実施することによりまして、保護者の不安

の軽減はもとより、不要不急の受診の抑制によ

る小児科医の負担軽減を図ることを目的として

おります。

２の事業概要ですが、県医師会に委託しまし
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て、看護師等が保護者からの電話相談を受け、

症状などをお聞きした上で適切な助言を行う事

業を実施しているところであります。電話相談

の対応日時につきましては、現在、土日祝日と

年末年始６日間、合計約120日実施しておりまし

て、19時から23時の時間帯で対応しております。

これを４月１日から、時間帯は変わりませんけ

れども、相談日を365日にしたいと考えておりま

す。

３の事業費は、1,237万3,000円をお願いして

おります。

30ページをお開きください。新規事業の県北

部救急医療体制整備支援事業であります。

１の事業目的にありますように、医師不足が

顕著で、救急医療体制の早急な立て直しが課題

となっております県北部・日向入郷医療圏を対

象にしまして、医師の確保、救急医療機能の強

化に集中して取り組むものでございます。

事業概要ですけれども、延岡市、日向市が実

施します（１）から（５）までの取り組みに対

しまして補助を行うもので、このうち（１）か

ら（４）が延岡市、（５）が日向市の事業となっ

ております。具体的な事業としましては、（１）

は圏域の初期救急を担います延岡市夜間急病セ

ンターの医師確保、施設整備、（２）は病院など

が新たに救急医療機関として参入することを促

進するための医師確保や機器整備、（３）は、県

立延岡病院で対応できない患者を地元の医療機

関が輪番で支えておりますけれども、これらの

医療機関を対象とした機器整備、（４）は救急医

療スタッフが利用しやすい深夜帯の夜間保育の

実施でございます。また（５）は、日向入郷医

療圏で２次救急を担っております中核的な３つ

の病院の医師を対象にした新たな手当の創設で

ございます。これらの市の事業に対して補助を

行うこととしております。

３の事業費は、２億7,764万5,000円をお願い

しております。

次のページをごらんください。新規事業の県

西部救急・周産期医療拠点病院整備事業であり

ます。

１の事業目的にありますように、２次救急医

療や周産期医療の機能低下が課題となっており

ます都城北諸県・西諸医療圏を対象にしまして、

その中で中心的な役割を担っている医療機関の

体制強化を図るものであります。

２の事業概要ですが、平成22年度におきまし

ては国立病院機構都城病院が対象になりますが、

ここに対して補助を行うこととしております。

２つございますけれども、まず口腔外科に関し

ては、交通事故による外傷等急性期の患者に対

する早期の口腔ケアの重要性を踏まえまして、

この圏域で唯一、口腔外科の入院機能を有し、

救急対応を行っております都城病院の診療室の

増改築、機器整備等を支援するものであります。

また、周産期、産婦人科に関しましては、県西

部を全体とする周産期医療圏がございますけれ

ども、この中でＮＩＣＵを有し、圏域内のハイ

リスク分娩に対応しております同病院の手術室

の拡張等に関する、今回は工事設計に要する経

費を支援するものであります。

事業費は、4,341万8,000円をお願いしており

ます。

最後に、債務負担行為の追加について御説明

いたします。

資料がかわりまして、議案書の９ページでご

ざいます。上から４つ目の平成22年度医療施設

耐震化促進事業でございます。これは、先ほど

委員会資料の医療施設耐震化促進事業のときに

御説明申し上げましたが、耐震化促進補助事業
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を平成22年度から23年度の２カ年で行う必要が

ありますことから、債務負担行為をお願いして

いるものでございます。

医療薬務課分については、以上でございます。

○船木衛生管理課長 衛生管理課分を説明いた

します。

衛生管理課関係分は、議案第１号「平成22年

度宮崎県一般会計予算」、議案第21号「使用料及

び手数料徴収条例の一部を改正する条例」の２

件であります。

まず、お手元の冊子、平成22年度歳出予算説

明資料の「衛生管理課」のところ、151ページを

お願いいたします。衛生管理課の平成22年度の

当初予算は、一般会計の左から２列目の欄です

が、総額で14億7,044万5,000円をお願いいたし

ております。平成21年度当初予算額は14億3,619

万6,000円でありますので、前年度との比較では、

額にして3,424万9,000円、率にして約2.4％の増

となっております。

それでは、重点事業等の主なものにつきまし

て説明をいたします。

153ページをお開きください。まず、最初の（事

項）動物管理費１億6,636万5,000円でございま

す。これは、狂犬病予防並びに野犬などによる

危害発生防止と動物愛護に要する経費でありま

す。説明欄の２犬の捕獲抑留及び処分業務委託

費の１億2,211万7,000円でありますが、これは、

財団法人宮崎県公衆衛生センターへの委託料で

あります。説明欄の４「命の架け橋」犬ねこの

譲渡推進サポート事業770万1,000円であります

が、これは、保健所等で引き取り・捕獲した犬、

猫のうち、譲渡可能なものを専用施設で一定期

間飼育し、動物愛護活動を行うＮＰＯ団体に施

設の管理・運営及び譲渡事業を委託することに

より、譲渡の推進と適正飼養の普及を図るもの

であります。説明欄の５いのちの絆動物愛護推

進事業291万1,000円でありますが、これは、宮

崎県動物愛護管理推進計画の取り組みの一環と

して、ＮＰＯ法人等とも協働し県民への動物愛

護意識の普及啓発等に努め、犬、猫の引き取り

頭数の半減を目指すものであります。

154ページをお願いいたします。（事項）食肉

衛生検査所費３億5,526万円でございます。これ

は、食肉の安全確保を図るための食肉衛生検査

事業に要する経費であります。説明欄の１と畜

検査業務運営費の１億2,338万1,000円でありま

すが、これは、食肉衛生検査所に勤務する嘱託

と畜検査員等の人件費及び検査に要する活動費、

医薬材料費等であります。説明欄の７ＢＳＥ検

査業務運営費の１億7,334万6,000円であります

が、これは、食肉衛生検査所において実施する

ＢＳＥ検査に必要な検査キットや検査消耗品な

どの購入経費等であります。

次に、その下の（事項）食品衛生監視費6,679

万9,000円でございます。これは、食品に起因す

る衛生上の危害発生の未然防止に要する経費で

あります。説明欄の２食品衛生推進事業委託費

の4,116万9,000円でありますが、これは、食品

の細菌及び理化学検査や食品衛生行政の補助業

務等の委託経費であります。

次に、その下の（事項）食鳥検査費１億753

万2,000円でございます。これは、安全で衛生的

な食鳥肉を確保するために実施する食鳥検査に

要する経費であります。155ページをお願いいた

します。説明欄の２食鳥検査業務運営費の１

億276万4,000円でありますが、これは、食肉衛

生検査所に勤務する嘱託食鳥検査員の人件費及

び活動費並びに検査備品の更新等に要する経費

であります。

一番上の（事項）生活衛生指導助成費4,477
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万4,000円でございます。これは、生活衛生関係

営業の健全な経営の育成指導に要する経費であ

ります。説明欄の１生活衛生営業指導センター

運営助成事業の4,334万4,000円でありますが、

これは、理容、美容、クリーニングなどの13業

種の生活衛生関係営業施設の指導のために設置

されております財団法人宮崎県生活衛生営業指

導センターに対する運営費への助成等でありま

す。

次の（事項）生活環境対策費1,204万6,000円

でございます。これは、水道施設の普及促進、

水質検査体制の整備並びに建築物等の衛生対策

の推進に要する経費であります。説明欄の１水

道維持管理指導事業の506万4,000円であります

が、これは、上水道や簡易水道施設の維持管理

指導に要する経費及び飲用井戸等の水質検査に

要する医薬材料費等であります。

次の（事項）生活衛生監視試験費533万6,000

円でございます。これは、生活衛生関係営業の

監視・指導及び衛生水準の向上並びにクリーニ

ング師試験に要する経費であります。説明欄の

１生活衛生営業施設の監視指導の235万9,000円

については、理容、美容、クリーニング、旅館、

公衆浴場等の営業施設の衛生基準の向上を図り、

安全で衛生的なサービスの確保を図るための監

視・指導に要する経費であります。説明欄の４

レジオネラ症発生防止対策強化事業の27 0

万3,000円でありますが、これは、公衆浴場、旅

館等入浴施設の監視・指導及びレジオネラ症発

生防止対策の普及啓発に要する経費、及びレジ

オネラ属汚染原因究明に要する経費等でありま

す。

次に、議案第21号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてでございま

す。

お手元の冊子、平成22年２月定例県議会提出

議案65ページをお開きください。改正いたしま

す規定につきましては、１ページめくっていた

だきまして、66ページをお開きください。左側

の下段のほう（151）の２建築物における衛生的

環境の確保に関する法律に基づく建築物環境衛

生一般管理業の登録手数料を削除するものであ

ります。これは、「建築物における衛生的環境の

確保に関する法律」の改正に伴い、登録を受け

ることができる事業から建築物環境衛生一般管

理業が削除されたことによるものでございます。

施行日は、平成22年４月１日でございます。

衛生管理課分は、以上でございます。

○相馬健康増進課長 健康増進課分を御説明い

たします。

健康増進課分といたしましては、議案第１号

「平成22年度宮崎県一般会計予算」の１件であ

ります。

お手元の冊子、平成22年度歳出予算説明資料

の「健康増進課」のところ、157ページをお開き

ください。健康増進課の平成22年度当初予算は、

左から２番目の欄、総額で36億7,972万3,000円

をお願いしておりまして、右から２番目の欄の

平成21年度の当初予算額と比べ、額にして８

億4,098万3,000円の増、率にして約29.6％の増

となっております。

それでは、以下、事業の主なものについて御

説明いたします。

159ページをお開きください。中ほどの（事項）

母子保健対策費５億2,854万円でございます。こ

れは、母子保健の推進や、子供の障がいや疾病

の早期発見・予防などに要する経費であります。

説明の欄３の新生児等スクリーニング検査事

業2,486万2,000円でありますが、これは、先天

性代謝異常などを早期に発見及び治療するため、
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生後間もない新生児の血液検査を行うものであ

ります。説明の欄５の不妊治療費助成事業4,796

万6,000円でありますが、これは、保険適用とな

らない不妊治療を受ける夫婦に対し経済的支援

を行うものであります。平成21年度から助成上

限額が10万円から15万円に引き上げられており

ます。また、９の妊婦健康診査特別支援事業３

億6,413万7,000円でありますが、これは、基金

を活用し市町村が行います妊婦健康診査に対し

て補助を行うものであります。また、10の安心

してお産のできる体制推進事業7,529万3,000円

でありますが、これは、地域分散型の医療体制

を支える関係者に対する研修会などの実施や相

互のネットワークの強化により、安心してお産

ができる体制の推進を図るものであります。22

年度は、国庫補助事業のメニューの拡大に伴い

まして地域周産期母子医療センターのＮＩＣＵ

・ＧＣＵの運営に対する補助を実施することと

しております。

一番下の（事項）未熟児養育医療費6,081

万9,000円であります。160ページをお開きくだ

さい。これは、身体の発育が未熟なまま出生し

た乳児に対して、その養育に必要な医療の給付

を行うための経費であります。

次の（事項）身体障がい児育成医療費3,168

万8,000円であります。これは、身体に障がいの

ある児童に対して医療の給付、療育相談などに

要する経費であります。

次の（事項）小児慢性特定疾患対策費１億8,427

万5,000円であります。これは、悪性新生物など

小児の慢性疾患は治療が長期にわたり医療費が

高額になることから、医療費などの負担軽減を

図るために要する経費であります。

161ページをお開きください。一番上の（事項）

歯科保健対策費3,150万8,000円であります。こ

れは、生涯を通じた歯科保健を推進するため、

歯の健康づくりに関する知識の普及啓発などに

要する経費であります。この中で説明の欄５の

在宅歯科診療設備整備事業は1,090万4,000円で

ありますが、これは、寝たきり患者などの訪問

歯科診療を実施する医療機関に対し、在宅歯科

用の医療機器整備の補助を行い、在宅歯科医療

提供体制の充実を図るものであります。

次の（事項）老人保健事業費4,338万4,000円

であります。これは、がん対策や寝たきり予防

の推進に要する経費であります。この中で、説

明の欄１の予防から終末期までのがん対策体制

整備事業3,521万3,000円でありますが、これは、

宮崎県がん対策推進計画に沿って、がんの予防

と早期発見の推進や緩和ケアの実施体制の整備

など、総合的ながん対策を実施するものであり

ます。

次の（事項）健康増進対策費２億5,118万5,000

円であります。これは、健康づくり推進センタ

ーの管理運営及び健康増進事業に要する経費で

あります。この中で、説明の欄３の市町村健康

増進事業費県費補助事業4,240万3,000円であり

ますが、これは、健康増進法に基づき市町村に

おいて実施されます健康診査などの保健事業に

要する費用の３分の２について補助を行うもの

であります。

162ページをお開きください。一番上の（事項）

難病等対策費15億3,311万8,000円であります。

これは、パーキンソン病や潰瘍性大腸炎など56

の特定疾患に対する医療費の助成や難病対策の

推進に要する経費であります。

次の（事項）原爆被爆者医療事業費３億5,813

万8,000円であります。これは、原爆被爆者への

健康診断の実施及び各種手当の支給などに要す

る経費であります。
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次の（事項）感染症等予防対策費４億8,927

万1,000円であります。これは、感染症発生の未

然防止や蔓延防止を図るための対策の推進に要

する経費であります。説明の欄４の結核医療療

養費2,607万4,000円でありますが、これは、結

核患者への適正医療の提供と結核の根絶を図る

ため、医療費を公費負担するものであります。163

ページをお開きください。説明の欄12の新型イ

ンフルエンザ対策事業7,350万でありますが、こ

れは、新型インフルエンザに対応するため、21

年度に引き続きまして、抗インフルエンザウイ

ルス薬タミフル、リレンザの購入・備蓄を行う

とともに、重症入院患者に対応するため、医療

機関が整備する人工呼吸器の購入補助などを行

うものであります。また、15の肝炎治療費助成

事業２億9,004万8,000円でありますが、これは、

Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスによる慢性肝炎に対

してインターフェロン治療を行った患者に対し

医療費を助成するものであります。22年度から

は、国の制度拡充に伴いまして受給者の自己負

担限度額の引き下げを行いますとともに、核酸

アナログ製剤による治療も助成対象とすること

としております。

健康増進課は、以上であります。

○京野こども政策課長 こども政策課分を御説

明いたします。

こども政策課の関係分は、議案第１号「平成22

年度宮崎県一般会計予算」、議案第34号「次世代

育成支援宮崎県行動計画及びひむか青少年プラ

ン21の変更について」の２件であります。

まず、議案第１号「平成22年度宮崎県一般会

計予算」についてであります。

お手元の冊子、平成22年度歳出予算説明資料

の「こども政策課」のところ、165ページをお開

きください。こども政策課の平成22年度当初予

算は、左から２つ目の欄ですが、総額で91億6,753

万8,000円をお願いしております。前年度との比

較では、額にして12億7,606万8,000円の増、率

にして約16.2％の増となっております。

それでは、重点事業などの主なものについて

御説明いたします。

167ページをお開きください。下から２番目の

（事項）児童健全育成費２億2,048万4,000円で

あります。これは児童の健全育成を図るために

要する経費であります。６の放課後児童健全育

成事業１億6,188万2,000円でありますが、これ

は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小

学校１年生から３年生の児童に対しまして、授

業終了後に学校の余裕教室を利用して適切な遊

びや生活の場を提供し、その健全な育成を図る

ものであります。

次に、その下の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費４億9,897万2,000円でありま

す。168ページをお開きください。これは、子供

が健やかに生まれ育つための環境整備に要する

経費であります。２の保育対策等促進事業４

億6,227万5,000円でありますが、これは、仕事

等の社会活動と子育て等の家庭生活との両立を

容易にするため、市町村の実施する延長保育事

業等に対し補助を行い、子育て負担を緩和し、

安心して子育てができるような環境づくりを図

るものであります。次に、５～７の新規事業に

つきましては、後ほど委員会資料で御説明いた

します。

169ページをごらんください。一番上の（事項）

児童手当支給事業費25億1,671万1,000円であり

ます。これは児童手当負担に要する経費であり

ます。１の児童手当県負担金25億1,666万9,000

円でありますが、これは、次世代の社会を担う

子供一人一人の育ちを社会全体で応援する観点
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から、中学校終了までの子供を対象に、１人に

つき月額１万3,000円を支給する子ども手当の一

部を負担するものであります。

次に、一番下の（事項）私学振興費18億7,719

万1,000円であります。これは、私立幼稚園の振

興のための助成及び指導に要する経費でありま

す。

170ページをお開きください。１の（１）一般

補助事業17億582万6,000円でありますが、これ

は、私立幼稚園の経営基盤の安定や教職員の資

質向上、保護者の負担軽減など教育環境の充実

を図ることにより、安全で安心な魅力ある教育

環境づくりを推進するものであります。次に、

（４）の改善事業、私立幼稚園預かり保育推進

事業につきましては、後ほど委員会資料で御説

明いたします。

次に、１つ飛びまして、（事項）就学前教育推

進費169万8,000円であります。これは就学前の

幼児教育に要する経費であります。１の改善事

業、就学前教育すくすくプラン推進事業につき

ましては、先ほどの新規事業及び改善事業とあ

わせまして厚生常任委員会資料で御説明いたし

ます。

委員会資料の37ページをお開きください。新

規事業、みやざきの安心子育て情報提供事業に

ついてであります。

この事業は、子育て中の家庭に的確な子育て

支援情報を広く提供することにより、子育ての

不安感や負担感を軽減するとともに、社会全体

で子育てを応援する機運の醸成を図るものであ

ります。

２の事業概要ですが、（１）の子育て支援情報

提供事業は、テレビ等の県政番組などを活用し

子育て支援に関する情報を紹介するものであり

ます。（２）の子育て支援情報サイト作成事業は、

県庁ホームページ上に保育サービスや子育て支

援サービス等を総合的に案内する「宮崎県子育

て支援情報サイト」の構築を行うものでありま

す。（３）の「子育て応援月間」事業は、子育て

応援月間を定め、その期間中に子育て応援サー

ビス登録店舗協賛によるプレゼントキャンペー

ンの実施や、夢ふくらむ子育て顕彰授賞式など

の関連事業を実施するものであります。

事業費は、1,250万円であります。

38ページをお開きください。新規事業、「みん

なで子育て」創生事業についてであります。

この事業は、民間団体による地域の実情に応

じた創意工夫のある子育て支援活動への取り組

みを支援することにより、地域における子育て

支援体制の充実を促進し、安心して子供を育て

ることができる仕組みづくりや機運づくりを推

進するものであります。

２の事業概要ですが、民間団体がみずから考

えて新たに実施する、地域における子育て支援

に資する取り組みについて提案公募を実施し、

優良なものに対して補助を行うものであり、子

育て中の親への育児に関する講座の開催等を想

定しております。

事業費は、1,010万円であります。

39ページをごらんください。新規事業、ファ

ミリーサポートセンター広域化促進事業につい

てであります。

近年、保護者の就労形態の多様化に伴い、フ

ァミリーサポートセンター事業に対する需要が

高まっており、県内におけるファミリーサポー

トセンターの設置を促進することにより、地域

の子育て支援体制の充実を図るものであります。

２の事業概要ですが、ファミリーサポートセ

ンター未実施の市町村に対しまして、複数市町

村による共同設置や既存のファミリーサポート
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センターの利用範囲拡大による広域化などを促

進するものであり、関係市町村を対象とした説

明会の開催や、広域化等に伴い市町村が負担す

る経費の一部助成等を行うものであります。

事業費は、780万円であります。

40ページをお開きください。改善事業、私立

幼稚園預かり保育推進事業についてであります。

この事業は、私立幼稚園に対する保護者のニ

ーズに対応するため、幼稚園の教育時間終了後

に専任職員を配置して預かり保育を実施する幼

稚園に対して補助を行うとともに、新たに長期

休業時の預かり保育を補助対象とすることによ

り預かり保育の実施を促進し、子育て家庭の負

担軽減を図るものであります。

２の事業概要ですが、年間を通じて１日２時

間以上専任職員を配置して継続的に預かり保育

を実施する私立幼稚園に対して補助を行うもの

であります。

事業費は、１億1,160万円であります。

41ページをごらんください。改善事業、就学

前教育すくすくプラン推進事業についてであり

ます。

この事業は、幼稚園、保育所等の職員及び保

護者を対象に、特別な配慮が必要な幼児への支

援などに関する研修等を充実することにより、

就学前教育の指針となる「宮崎の就学前教育す

くすくプラン」の推進を図るものであります。

２の事業概要ですが、（１）の特別支援教育理

解推進事業は、特別な配慮が必要な幼児への支

援に関する知識や技能等を高めるために、研修

等の実施や、特別な配慮が必要な幼児への円滑

な就学を図る手だての研究及びマニュアル作成

を行うものであります。（２）の家庭教育（子育

て）支援者養成研修事業は、養育スキルやカウ

ンセリング技法を身につけさせるために、幼稚

園、保育所等の職員を対象に研修を実施するも

のであります。

事業費は、169万8,000円であります。

次に、議案第34号「次世代育成支援宮崎県行

動計画及びひむか青少年プラン21の変更につい

て」であります。

資料は、厚生常任委員会資料により説明いた

します。43ページをお開きください。まず、１

の計画を変更する理由についてであります。法

律の規定により後期計画の策定が義務づけられ

ていること、また（２）のひむか青少年プラン21

は、次世代育成支援宮崎県行動計画と一体化す

ることに伴い、それぞれ変更を行うものであり

ます。

次に、２の計画の変更に向けたこれまでの取

り組みについてであります。計画案の策定に当

たりましては、昨年７月以降、関係団体の代表

者等で構成する子育て応援みやざき県民会議等

での協議を踏まえ、11月には子育て応援本部で

素案を決定したところであります。その後、パ

ブリックコメントや厚生常任委員会、さらには

少子化・子育て支援対策特別委員会などから御

意見をいただき、それらの御意見を踏まえまし

て素案に必要な修正を加え、２月の子育て応援

本部での審議を経まして本議会に提案させてい

ただいております。

44ページをお開きください。このページと次

の45ページにわたって、素案に対していただい

た意見とその対応について記載しております。44

ページの県民等からの意見への対応につきまし

ては、１月の閉会中の当常任委員会において報

告を行っておりますので、説明は省略させてい

ただきます。

45ページをごらんください。少子化・子育て

支援対策特別委員会からの意見への対応につい
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てであります。特別委員会からは、表の左側に

ありますように、計画の中に本県の地域性を考

慮した特徴的な政策を位置づけること。また、

具体的にどのようなことに力を入れていくのか

県民に明確に示すことなど４点の御意見をいた

だいたところでありますが、表の右側に掲載し

ておりますように、いずれの御意見に対しまし

ても、施策を追加するなどいたしまして計画に

反映させていただいたところであります。

続きまして、５の次世代育成支援宮崎県行動

計画（案）の概要についてであります。（１）の

計画策定の趣旨でありますが、この計画は、前

期計画策定以降の社会環境の変化等を踏まえる

とともに、子供から青少年に至るまで切れ目な

く支援を行うことを目指し、青少年の健全育成

関連施策についても一体的に盛り込み、策定し

たものであります。次に、（２）の計画期間であ

りますが、平成22年度から26年度までの５年間

とするものであります。

46ページをお開きください。（３）の計画の内

容であります。①の基本理念は、県民総力戦と

いう県総合計画を推進する上での基本的な考え

などを踏まえまして、「子どもと子育てをみんな

で支え、安心と喜びが広がるみやざきづくり」

としております。次に、②の基本目標でありま

すが、施策の推進に当たりましては施策分野ご

とに展開の方向を示すこととし、「安心して子ど

もを生み、育てることを地域や県民全体で支え

合う社会づくり」を初め３つの基本目標を設定

いたしました。次に、③の施策体系であります。

この計画には、ただいま申し上げました基本目

標のそれぞれに施策の方向を設け各種施策を推

進することにしております。

47ページをごらんください。まず、基本目標

１につきましては、（１）の「次世代育成支援に

ついての意識啓発」から（５）の「子どもの安

全を確保するための活動の推進」までの５項目

を、基本目標２と３につきましてもそれぞれ３

項目を施策の方向として設定しております。

46ページにお戻りください。④の施策推進の

ポイントであります。ここには、後期計画にお

いて新たに充実させることとした対策などの主

なものを整理しております。その一部を説明し

ますと、基本目標１では、１つ目の丸の県民全

体で次世代育成を支援する気運づくりのため、

みんなで子育て応援運動の推進や、３つ目の丸

の子育て支援サービスの充実のため、ファミリ

ーサポートセンターの設置促進などに取り組む

こととしております。さらに、基本目標２では、

仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直

しのため、先進的企業へのインセンティブの付

与や、基本目標３では、社会的養護体制の充実

のため、子どもを守る地域ネットワークの強化

などに取り組むこととしております。このよう

な対策を充実させることにより３つの基本目標

の実現を目指していきたいと考えております。

次に、（４）の成果指標であります。この計画

には、計画全体の推進状況を評価する総合成果

指標と、個々の施策の成果を評価する個別成果

指標を設定しております。まず、①の総合成果

指標につきましては、「子育てに関して不安感や

負担感などを感じている県民の割合」と「合計

特殊出生率」の２つを設定しておりますが、合

計特殊出生率の1.70につきましては、女性人口

の減少が見込まれる中、現在の出生数を維持す

るとの視点で算出した数字であります。また、

②の個別成果指標は、施策の方向ごとに指標を

設定したところであります。今後、関係部局と

連携しながら計画に基づく各種施策を着実に推

進していきたいと考えております。
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こども政策課分については、以上でございま

す。

○舟田こども家庭課長 こども家庭課分を御説

明いたします。

こども家庭課の関係分は、議案第１号「平成22

年度宮崎県一般会計予算」、議案第３号「平成22

年度宮崎県母子寡婦福祉資金特別会計予算」の

２件であります。

まず、議案第１号「平成22年度宮崎県一般会

計予算」についてであります。

お手元の冊子、平成22年度歳出予算説明資料

の「こども家庭課」のところ、171ページをお開

きください。こども家庭課の平成22年度当初予

算は、一般会計の左から２番目の欄ですが、総

額で52億780万1,000円をお願いしております。

前年度との比較につきましては、額にして990

万8,000円の減、率にして約0.2％の減となって

おります。

次に、中ほどの母子寡婦福祉資金特別会計の

当初予算につきましては、総額で５億478万4,000

円をお願いしております。前年度との比較につ

きましては、額にして１億2,799万8,000円の減、

率にして約20.2％の減となっております。

これにより、こども家庭課の平成22年度予算

総額は、一番上の段の左から２番目の欄になり

ますが、57億1,258万5,000円をお願いしており

ます。前年度との比較につきましては、額にし

て１億3,790万6,000円の減、率にして約2.4％の

減となっております。

以下、重点事業などの主なものについて御説

明いたします。

173ページをお開きください。一番上の（事項）

女性保護事業費2,965万7,000円であります。こ

れは、女性保護の推進及び配偶者からの暴力被

害者の相談支援などに要する経費であります。

主なものでは、１の女性相談事業費2,012万7,000

円でありますが、これは、ＤＶ被害者からの相

談への対応を初め、ＤＶ被害者の一時保護や自

立支援などを行うとともに、関係機関から成り

ますＤＶ被害者保護支援ネットワーク会議を開

催し連携強化を図るものであります。

次に、一番下の（事項）少子化対策環境づく

り推進事業費９億2,377万2,000円でありま

す。174ページをごらんください。これは、子供

が健やかに生まれ育つための環境整備に要する

経費であります。２の子育て支援乳幼児医療費

助成事業９億1,379万2,000円でありますが、こ

れは、子育て家庭の負担を軽減し、安心して子

供を生み育てられる環境づくりを推進するため、

入院及び入院外とも、小学校入学前の乳幼児に

対してその医療費の一部を助成するものであり

ます。

次に、その下の（事項）児童虐待対策事業

費1,532万8,000円であります。これは児童虐待

の対策に要する経費であり、各児童相談所に児

童虐待対応協力員などを配置するとともに、地

域連絡網の整備や要保護児童対策地域協議会な

どによります関係機関の連携を強化し、児童虐

待の発生防止、早期発見・早期対応を図るもの

であります。３の新規事業、子どもをまもる地

域ネットワーク育成強化事業につきましては、

後ほど別冊の委員会資料で御説明いたします。

次に、１つ飛びまして、（事項）青少年育成保

護対策費２億7,581万2,000円であります。これ

は青少年の健全育成対策の推進に要する経費で

あります。１の青少年保護対策推進事業569

万9,000円でありますが、これは、青少年を取り

巻く有害環境の浄化など青少年を健やかにはぐ

くむ社会環境を整備するため、県民意識の啓発

と青少年健全育成条例の適正かつ効果的な運用
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を図るものであります。次に、２の青少年自然

の家管理運営委託費２億7,011万3,000円であり

ますが、これは、青島、むかばき、御池の３つ

の青少年自然の家の運営を通して、心豊かで社

会性に富んだ青少年の健全育成を図るとともに、

老朽化した設備などの改修を行うものでありま

す。

次に、一番下の（事項）県民運動強化推進費798

万3,000円であります。175ページをごらんくだ

さい。これは、県民一体となった青少年健全育

成運動の推進に要する経費であります。１の

（２）「家庭の日」強化連携事業280万3,000円で

ありますが、これは、市町村や民間企業と連携

して「家庭の日」を広く県民に周知することに

より、青少年が健やかに成長する上で家庭の果

たす役割の重要性についての理解を深めること

により、家庭の教育力の向上を図るものであり

ます。

次に、一番下の（事項）母子福祉対策費１

億5,399万5,000円であります。これは母子家庭

等の自立促進に要する経費であります。176ペー

ジをお開きください。３のひとり親家庭自立支

援給付金事業9,797万4,000円でありますが、こ

れは、主体的に職業訓練に取り組むひとり親家

庭の母、父に対し給付金などを支給し、ひとり

親家庭の就業の効果的な促進、自立の支援を図

るものであります。

次に、１つ飛びまして、（事項）ひとり親家庭

医療費助成事業費２億3,388万2,000円でありま

す。これは、ひとり親家庭の経済的負担を軽減

し、生活の安定と福祉の向上を図るため、医療

費の一部を助成するものであります。

次の（事項）児童扶養手当支給事業費11億2,595

万1,000円であります。これは児童扶養手当支給

に要する経費であり、母子家庭の母等に対して

支給しております児童扶養手当の対象に、新た

に父子家庭の父等を加え、ひとり親家庭に経済

的支援を行うことにより児童福祉の増進を図る

ものであります。

それでは、ここで資料かわりまして、先ほど

の新規事業につきまして、委員会資料の42ペー

ジで御説明を申し上げます。

委員会資料の42ページをお願いいたします。

新規事業、子どもをまもる地域ネットワーク育

成強化事業についてであります。

近年の核家族化や都市化の進行に伴いまして、

子供や家庭の孤立化、養育機能の低下等が進み、

大変残念なことでございますけれども、子供に

対する虐待の増加などにより、保護を必要とす

る子供が増加傾向にあります。そこで、虐待の

防止、早期発見を図るために、子どもをまもる

地域ネットワークを育成・強化することにより、

児童相談所や市町村、ＮＰＯ等の民間団体、児

童養護施設等の職員に対する研修等を実施する

ことで、専門性の一層の向上と人材育成及び連

携強化を図り、社会全体でそれぞれの地域にお

ける子供や家庭に対する切れ目のない支援体制

を強化しようというものでございます。

２の事業概要ですが、３つございます。まず、

（１）の児童相談所職員専門性強化事業は、学

識経験者や弁護士等による研修の実施や、児童

相談所職員を児童養護施設等の基幹的職員、経

験年数10年以上の中心となるべき職員に対する

研修指導者を養成する研修に派遣することによ

りまして、児童相談所業務の強化を図るもので

あります。次に、（２）の地域支援ネットワーク

強化事業は、昨年度末までに全市町村に設置さ

れました市町村要保護児童対策地域協議会の効

果的な運営の支援や、社会的養護体制の充実に

積極的に取り組むＮＰＯ法人等の民間団体を育
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成することにより、地域における支援体制の質

の向上及び県との連携強化を図るものでありま

す。最後に、（３）の児童養護施設等基幹的職員

研修事業につきましては、児童養護施設等にお

いて、児童の自立に向けたそれぞれの子供さん

の実態に合わせた計画の作成や、職員の指導等

を行います基幹的職員を養成するための研修を

行うことにより、施設に入所する児童やその家

庭に対する支援の質の向上を図るものでありま

す。

３の事業費につきましては、141万3,000円を

お願いしております。

一般会計については、以上であります。

次に、議案第３号「平成22年度宮崎県母子寡

婦福祉資金特別会計予算」についてであります。

お手元の冊子、平成22年２月定例県議会提出

議案（平成22年度当初分）の「議案第３号」の17

ページをお開きください。第１条にありますよ

うに、歳入歳出予算の総額は５億478万4,000円

をお願いいたしております。第２条の地方自治

法第235条の３第２項の規定による一時借り入れ

の最高額は2,000万円をお願いしております。

特別会計につきましては、以上であります。

以上、こども家庭課分につきまして御説明申

し上げました。よろしくお願いいたします。

○長友委員長 執行部の説明が終わりました。

暫時休憩いたします。

午前11時９分休憩

午前11時19分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

執行部の説明は先ほど終了いたしましたが、

質疑はありませんか。

○水間委員 これは医療薬務課になるんだけれ

ども、医師不足で、今回、予算が160％増という

ことですが、医師確保対策をどうしてもという

全国的な流れの中で、今、全国の医師確保に対

する医者の定員というのは、57年度報告を見る

と8,280人というような表現なんだけれども、こ

こからどういう変化をしていくかわかりますか。

○安井医療薬務課長 全国の医学部の定員増の

動きでよろしいんでしょうか。昭和56年４月

が8,280名でございました。それからどちらかと

いうと削減をしておりましたので、その後、平

成19年４月が7,625名になっております。18年、19

年あたりから定員増の動きが出てきまして、20

年４月が7,793名、21年４月が8,486名、そして

来年度、22年４月が、この間見た記事では360名

プラスということでしたので、全国で8,846名に

なるのではないかと考えています。

○水間委員 22年度8,846ですか。このような定

員の中で、現実、医者が毎年ふえつつあるのに、

医師不足という現状を医療薬務課長はどんなふ

うにとらえておられますか。

○安井医療薬務課長 これは総数が今まで抑制

されていたというのも一つあるかと思います。

今ふえつつありますが。もう一つ言われるのは、

診療科に偏りがあるということ、都会と地方で

集中の度合いが違うとか、臨床研修に大学病院

に行かなくなったので、宮崎みたいに大学の医

局に頼っているところはお医者さんが各病院に

配置できなくなったと。例えば鹿大についても、

従来は周辺部、宮崎県境の串間とか小林、えび

の、高原などに来ていただいていましたけれど

も、自分のところだけは確保しなきゃいけない

ということで、県内優先が強くなっているよう

です。逆に言うと、宮崎の中でそれだけ確保で

きないと医師不足という状況になってくると思

います。

○水間委員 一説に地域の医者の偏在、もう一
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つは臨床研修制度そのものが間違いじゃなかっ

たかというけれども、見直しということになっ

ていますか。

○安井医療薬務課長 研修制度は、16年４月か

ら臨床研修が義務化されたことが一つあるかと

思うんですけれども、その見直しがいろいろ議

論されて、来年度から臨床研修定員は都市部を

減らして地方部にということになりました。た

だ、宮崎県のように、106の定員の総枠があって

も、県内の臨床研修の定員は75名ぐらいですの

で、実際は38名ぐらいしか来ないという状況で

す。幾ら定員を都市部で減らして宮崎のほうが

もらっても、研修に来て残ってもらうような施

策を打たないと、研修が終わった後の定着にも

結びつかないと思います。

それと、インターン制度で徒弟制みたいな過

酷な卒後の状況を改めるということでは、自由

に選べるということで臨床研修はよかったとい

うことです。研修の教育内容等はいろいろ見直

しがされて、臨床研修が一概に悪いとは言えな

いかもしれませんけれども、結果として地方に

残らないということを招いている面もあります。

○水間委員 ちなみに、１億3,000万程度自治医

大に毎年毎年出して、自治医大の卒業生が宮崎

県に帰っておられる。今幾ら県内にいらっしゃ

いますか。

○安井医療薬務課長 これまで自治医科大に入

学して卒業した人、在学生も含めて、全体で83

名が一番大きな数字です。在学生がこのうち15

名です。卒業生が68名ということになります。

この68名のうち義務が終わった方が48名、現在、

義務内で働いている方が20名という内訳になっ

ていますが、20名全部がへき地に行っているわ

けではなくて、研修でいろんな病院に行ったり

もしていますので、大きな区分は、義務内20、

義務明け48という数字でございます。

○水間委員 結局、宮崎県に今、68名の自治医

大を卒業された方、あるいは在学の方がおられ

ると、その判断ですか。

○安井医療薬務課長 卒業生、在校生全部含め

て83名。卒業生が68名で、このうち義務が明け

た方が48名ですが、この中で県内に残っておら

れる方は29名です。義務内の方は、自治医科大

に研修に行っている者もおりますが、基本的に

は県内ということです。

○水間委員 47都道府県全体が自治医大に出し

ているのはどのくらいの予算なのかわかってい

ますか。

○安井医療薬務課長 各県同じ負担金を出して

おりまして、ただ例外は、３名入学したときが

あります。２名が基本ですが、３名入学したと

きは、翌年度から170万円プラスになりまして６

カ年というのがありますが、基本的には※１

億2,800万がベースになっています。これが全都

道府県ですので60億円が各県の負担です。これ

が自治医科大のほうに入ってくるお金です。

○水間委員 自治医大の県内の卒業生、68名が

卒業しながら、ここまで来て半分ぐらいしか帰

ってこれない。この状況で償還をしてちゃんと

義務を果たしたというのはどのくらいおられま

すか。

○安井医療薬務課長 過去に義務が果たせずに

途中でやめられた方は３名しかいません。大学

中退した方は２名いらっしゃいます。その他の

方は義務を果たして、義務後はそれぞれの世界

に行かれた方もおられますけれども、そういう

状況です。

○水間委員 部長、全国的な医師不足の中で、

本県がこういう状況、地域再生の事業もできな

※61ページに訂正発言あり
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がら、医師確保をどうしてもしていかなきゃい

けない中で、自治医大に１億数千万を出しなが

らなかなか定着がうまくいかない。こんな状況

の中で、いろんな努力をされていることはわか

るんだけれども、きのうも病院局や病院長とい

ろいろ話をしましたが、医者が定着するように

給料を少し上げてみたり、調整手当を用意した

りされているんだけれども、国に対して医者の

定員を―医師がオーバーする、あるいは医療

費が上がるから医者を少なくする、そういう制

度的なものもあったんですけどね。厚労省への

医師確保の要望というのは、知事会も当然やっ

ているんでしょうが、担当部署の福祉保健部長

として、国に対する要望等はやっておられるで

しょうね。そこら辺はどうでしょうか。

○高橋福祉保健部長 医師不足の状況というの

は、本県だけでなくて全国的な状況でございま

すので、全国の部長会、あるいは九州ブロック

での部長会、それぞれで一つの大きな議題にな

るテーマでありまして、それらを通しまして国

のほうには医師不足の解消に向けた要望という

のは進めております。

今、自治医大の話も出ましたけれども、県内

に自治医大を卒業された方の定着が少ないとい

うのがありました。自治医大卒業の先生方の一

つの拠点というか、宮大医学部卒業生の方であ

れば、医学部に医局があって一つの拠点がござ

います。そういった形での自治医大卒業の方々

の拠点となる大学なり病院がないというのも一

つあったんだろうと思うんですけれども、今回、

宮大に地域医療学講座が医局的な存在としてで

きるといったことも、自治医大卒の方を引きつ

ける魅力を生む点になるんではないかと期待し

ておりますので、そういったことに対しても一

つの効果が出てくるんではないかというふうに

思っているところです。

○水間委員 最後にしますが、先般の宮崎大学

医学部の28名でしたか、２人しか合格しない。

医師不足と言いながら、地域枠を持ちながら。

特別枠は５名は合格しているんだけれども。た

またま通らなかったのかもしれませんが、医師

確保を地域でやっていこうとするさなかにこう

いう問題が出てくるのもいかがなものか。部長

もちょっとコメントされておりましたが、分野

横断という表現がいつも飛び交うんだけれども、

医師確保するためには、自治医大の問題もそう

です。地元のお金をいただきながら先生になっ

たら、地元に……。北海道から飛行機で月に２

回も３回も帰ってきて地元を見るんだと、こん

な先生を早く育てていただきたい。福祉保健部

としても教育委員会にも積極的に働きかけをお

願いできればなと。部署が違いますけれども、

宮崎県の教育力ももうちょっと発揮していただ

きたい。そのためには教育委員会にも物を言っ

ていただきたいと思っております。よろしくお

願いします。

○安井医療薬務課長 済みません。先ほど数字

を間違えました。負担金１億2,700万が基本にな

ります。

それと、自治医科大の定着率ですけれども、

先ほど昨年の４月１日で申し上げましたが、そ

の後、１人県内定着がふえまして、48分の30と

いうことで、62.5％がトータルの定着率です。

ここ10年ぐらいを見ますと定着率は上がってい

まして、76％ぐらいになっていますので、最近

の医師派遣システムなどの施策が少しは役に立

っているかと思います。

○長友委員長 ほかにありませんか。

○田口委員 まず、素朴な疑問で１点教えてく

ださい。先ほど私立幼稚園の話も出ましたが、
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医療施設耐震化促進事業の中で、22年度に宮崎

大学医学部附属病院、社会保険宮崎江南病院と

いうのが入っていますが、これは国でやらにゃ

いかんのじゃないかと思っていたら、宮崎県が

所管をすることになるんですね。この後に国立

病院とか県内にも何カ所かありますけれども、

こういうものも県が所管してやっていくことに

なるのかお聞きいたします。

○安井医療薬務課長 病院等の指導は県がどこ

もやっておりますが、耐震化のお金につきまし

ては、国のほうが国立についてもすべて対象と

いうことで―耐震化ということですので、県

内の耐震化を進めるという観点から、すべての

病院が対象ということでございましたので、対

象となる２次救急医療、災害拠点病院を対象に

照会したら手が挙がってきたということでござ

います。国の要綱上対象にするとなっておりま

したので、そういう結果になりました。

○田口委員 ということは、この２つの病院は

耐震の基準を満たしていなかったということに

なるんですか。

○安井医療薬務課長 そうです。

○田口委員 資料の28ページ、看護師スキルア

ップ支援事業ですが、新卒の看護師も新たな努

力目標として研修制度が入ったと。それは民間

も含めてすべての看護師が対象ということにな

るんですか。

○安井医療薬務課長 そういうことです。努力

義務ということで、各病院において新卒の看護

師にきちんと研修をするようにということにな

りましたので、今回の新規事業も、ある一定の

基準を満たした民間病院で研修をされるところ

に対して支援をするという国庫補助事業になっ

ております。

○田口委員 それは、俗に言う普通の看護師、

准看護師どちらも対象になるんですか。

○安井医療薬務課長 すべて対象です。

○田口委員 ちなみに今、看護師と准看護師の

比率というのはどれぐらいになっているんです

か。

○安井医療薬務課長 平成20年末の数字で申し

上げますと、看護師が１万666、准看護師が7,010

となっております。これは２年おきに国のほう

が調査をしますけれども、前回と比較しますと、

准看は数字が下がっております。看護師は数字

が上がっております。

○田口委員 この２つの違いは、厚生労働省が

認めたか県知事が認可したかの違いでよかった

ですか。

○安井医療薬務課長 准看護師は県の試験にな

っております。看護師は国家試験になっている

という違いで、現実には仕事の中身はほとんど

同じようなことをされております。

○田口委員 仕事の中身はほとんど同じだけれ

ども、違うのは給与だけですか。

○安井医療薬務課長 准看護師は看護師のもと

でするというふうにはなっておりますが、現実

には一生懸命働かれていますので、そういう意

味で申し上げました。

○田口委員 資料の30ページの県北部救急医療

体制整備支援事業、県北の対策で支援事業を組

んでいただいて、大変ありがたく思っておりま

す。

その中で、「救急医療スタッフ確保のための深

夜帯夜間保育の実施等」とありますが、これは

院内に設置の予定なのか、どこか近くの施設に

お願いすることになるのか、そのあたりを教え

てください。

○安井医療薬務課長 これは延岡市のほうが計

画をされているんですが、拠点の保育所を決め
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て、そこに夜間従事される方の子供さんを集め

るというような考え方で進めておられます。

○田口委員 きのうだったですか、女医さんに

聞いたら、病後児保育を非常に要望していたと

いうのが出ていましたけれども、これにはそれ

は入っていないんですか。

○安井医療薬務課長 これは夜間の一般的な保

育を考えております。

○田口委員 もう一点ですが、「救急医療スタッ

フ確保のため」となっておりますが、これは普

通の夜勤をしている看護師さんのお子さんは対

象になっていないんでしょうか。

○安井医療薬務課長 どういう把握かはわかり

ませんが、70名程度を市のほうで想定されてい

るというふうに聞いておりまして、医師、看護

師に限らずということで、救急医療機関に勤め

る方だけかどうか中身ははっきりしません。

○田口委員 今の70というのはどういうふうに

考えたらいいんですか、どのカウントの70にな

るんですか。

○安井医療薬務課長 救急関係で必要だという

ことでカウントされているのが70名程度だと聞

いております。

○田口委員 それは、子供がいる看護師さんが70

名ということですか、それとも子供が70名。１

晩で70名というわけではないですよね。

○安井医療薬務課長 医師や看護師が70名ぐら

いいらっしゃる、そういうとらえ方のようです。

○黒木委員 委員会資料のほうでお聞きしま

す。23ページ、医療薬務課です。先ほど田口委

員のほうからお聞きしましたけれども、病院の

耐震化です。千代田病院はことし、来年にかけ

て建てかえ、宮大や江南、鶴田病院はどういう

状況なんですか、２年間にわたってやっている

ようですけれども。

○安井医療薬務課長 千代田が新築で、あとは

補強と改築になっています。

○黒木委員 １つずつ言ってみてください。

○安井医療薬務課長 千代田が新築、宮大が補

強、江南も補強、鶴田が増改築ということにな

っています。

○黒木委員 個人病院での申請はできないと思

うんですが、宮大を別にして、３病院は、例え

ば社会福祉関係の医療法人になっているのか。

○安井医療薬務課長 鶴田病院は医療法人、千

代田病院も医療法人、江南病院は社会保険の団

体―ちょっとお待ちください。江南病院は正

式な団体名がわからないので、正式な名称を調

べます。

○黒木委員 30ページです。先ほど質問があり

ましたが、日向入郷医療圏は、今現在、救急医

療は３病院でやっておりますけれども、昼間が

２つの病院、夜間が１カ所だけですが、昼間や

っておるところは、今いる医師でやれる範囲内

ということだろうと思うんですが、そこはどう

なんですか。

○安井医療薬務課長 対象を３病院にしまして、

休日とか夜間の当直の手当を上乗せすると。国

庫補助もございますので、国庫補助制度を利用

して、病院負担分を基金のある間は基金で見る

と。終わった後は市のほうで負担をしていただ

くということで話をしております。

○黒木委員 ということは日曜祭日に充てると

いう形ですね。

夜間救急やっているところはどうなんですか。

○安井医療薬務課長 休日も夜間も対象になり

ますので、それぞれその分の手当を支給したい

と考えております。

○黒木委員 わかりました。

26ページのドクターヘリです。早くて23年度
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末ということになりますと、ヘリポートをこれ

から準備しなきゃならないところがどれぐらい

あるのか。ドクターヘリのヘリポートとしてか

なり整備されている地方もありますよね。でも、

病院から遠いとか、病院の近くとか、これから

検討しなきゃならない部分はあるだろうと思い

ます。そういう整備はこれからどういうふうに

されるんですか。

○安井医療薬務課長 これから検討していくこ

とになると思いますが、他県の例を見ますと、

小学校、中学校のグラウンドとか、地域の体育

施設の駐車場を利用してヘリコプターがおりる

ようにというのが多いようです。新たに整備す

るということではなくて、むしろ使えるところ

を探すと、それが今後の離発着場の確保策にな

ると思います。

○黒木委員 当然そうなるだろうと思うんです

けれども、延岡病院、日南病院は周辺にそうい

う広場があればいいんですが、その辺はどう考

えていますか。

○安井医療薬務課長 ドクターヘリのためにヘ

リポートというのは、特に今回の計画では考え

ていませんが、延岡病院につきましては救急医

療体制の強化ということで、ドクターヘリとは

別にヘリポートの整備はしたいと。県北はちょ

っと遠いので、ドクターヘリを活用するしない

は別にして、そういった意味で整備される計画

は入っております。

○米良委員 これは部長に聞いたほうがいいん

でしょうか、県内の医者に対する指導機関はど

こですか。

○安井医療薬務課長 医師法を具体的に所管を

しているのは県ですので、どういった指導かに

もよりますが、例えば、医療機関でこういった

医師がいた、こういうことがあった、こういう

医療機関があるとか、相談や苦情は受け付けて

おりまして、その中で医師法や医療法に違反す

る事実がありましたら指導することになります。

一般的にはそういうような形になります。

○米良委員 さっき水間委員からもありました

けれども、予算書を見ておりますと、例えば125

ページですが、救急医療体制の整備、あるいは

最近の医者不足に対する県の対応、責任といい

ましょうか、県民の皆さんの県に対する不満を

一度に皆さんたちが背負っているような気がし

てならんのです。それで、去年、日向で門川の

人が亡くなりました。７件目にしてようやく診

てもらった。しかし、残念ながら亡くなった。

そういう背景からすると、ここにもありますよ

うに、二次救急医療、三次救急医療体制整備と

いうのは県が責任持って取り組むという姿勢は

わかりますけれども、医者の使命というか責任、

責務。医者として責任ある仕事を背負っている

以上は、ある程度身を粉にして病気を治してい

くという使命が欠けているんじゃないかと思え

て仕方ないんです。何か起きたら、県が悪いと

か皆さんのせいにするわけでしょう。翻って、

今度は我々にいろんな相談なり意見が来るわけ

です。

民間の医者というのは何の責務があるのかな

と、私はいつも不思議に思えてならないんです。

医者としての認識というか責務、使命感が欠け

ているということからすれば、だれがそういう

ことを医者に指導していくかということなんで

す。医者ならもっと頑張れと、そう思えてなら

んとです。県が指導機関なら指導機関らしく、

医者を集めて研修をやるとか、医師会を通して

勉強させて認識させるぐらいの機会と場所があ

ってしかるべきじゃないかと思うんです。何も

かにも県が悪い。ややもすると、「おまえたち何
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しよっとか」と我々に言う。これだけ民間の医

者がおられてですよ。125ページで二次救急医療

体制１億4,900万、三次救急医療体制が３億あり

ます。これはいいとしても、その以前の問題、

医者としての使命が欠けているような気がして

ならんとですけれども、そういう研修なり指導

機関の場所というのはこれからつくるべきじゃ

ないですか。これは私のひとり言でありますが

（「医大です」と言う者あり）、医大なら医大で

もいいですけれども、その辺はどう考えている

んですか。

○安井医療薬務課長 医師不足ということで、

高校生を対象にした医学部紹介を宮大と一緒に

していますけれども、どういった医者になって

ほしいとかは、個人の考え方、人生観いろいろ

あると思いますので、一概にその方の生き方を

強制はできません。とは言いながら、へき地と

か皆さんの行かれないような診療科にどうして

も行ってほしいということで、県の役割として、

修学資金の目的を絞ったりして誘導していると

ころです。数日前の新聞に日本医師会の取り組

みが載っていました。問題のあるブログを書い

ている医師等に対してきちんと対応していきた

いと。そういったものは県の医師会でも同じよ

うな倫理的なものはやっていると思います。

○米良委員 これ以上言いません。今課長がお

っしゃることはわかるんですけれども、ここに

来ていろんな事象なり起こってきているわけで

すから、医大でも医師会でも結構です。そうい

う機関を通して、言われるようなことであるな

らば、時期的にそういう機会、場所というのを

つくるべきじゃないかと思いますから、一度研

究してみてください。私はぜひ必要だと思いま

す。

○長友委員長 午前の部をこれで終了したいと

思います。

暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時１分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

ここで、委員会の傍聴についてお諮りいたし

ます。

日向市の首藤氏から、執行部に対する質疑を

傍聴したい旨の申し出がありました。

議会運営委員会の確認・決定事項に基づき、

先着10名に限り許可することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、傍聴人の入室を許可

することにいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時２分休憩

午後１時２分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

傍聴される方にお願いをいたします。

傍聴人は、受け付けの際にお渡しをいたしま

した「傍聴人の守るべき事項」にありますとお

り、声を出したり拍手をしたりすることはでき

ないようになっております。当委員会の審査を

円滑に進めるためによろしくお願いしたいと思

います。また、傍聴に関する指示に対しまして

は、速やかに従っていただきますようにお願い

を申し上げておきます。

○安井医療薬務課長 午前中の御質問で１つ、

黒木委員からの社会保険宮崎江南病院の運営主

体ですけれども、社団法人全国社会保険協会連

合会というところが宮崎の江南病院を運営して

おりますので、そこが設置主体ということです。
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御報告いたします。

○長友委員長 それでは、質疑はございません

か。

○蓬原委員 169ページ、児童手当、当然子ども

手当に関することなんですが、私どもがふだん

聞いていることと違うことがいろいろあるよう

ですので、細かくお聞きして確認をとっておき

たいと思います。

まず、ここでは児童手当として25億強の予算

が従来と同じような基準によってされているわ

けですが、22年度に関しては１万3,000円という

ことで、残りの分は国からということです。本

会議でも代表質問で若干触れましたが、この子

ども手当、児童手当を含んでのということにな

りますが、支給目的、国からどういう目的で支

給するんだという話が来ているのかどうか。

○京野こども政策課長 子ども手当につきまし

ては、「子ども手当の支給に関する法律」の趣旨

の中に、次代の社会を担う子供の育ちを社会全

体で支援するという観点から実施するものであ

るということになっております。趣旨としては

そういうことでございます。

○蓬原委員 今、支給の根拠になる法律の名前

をおっしゃいましたが、何という法律ですか。

○京野こども政策課長 「子ども手当の支給に

関する法律」というものでございます。

○蓬原委員 子ども手当に関しては、児童手当

以外の分、国からの分については直接市町村に

行くわけですね。

○京野こども政策課長 国からは、市町村に都

道府県を経由して行くということでございます。

○蓬原委員 ということは、この予算書にはそ

の分は出ないということですね。

○京野こども政策課長 この予算書の中は都道

府県の負担分だけでございます。

○蓬原委員 それには児童手当以外の子ども手

当の分も入っていると理解していいんですか。

○京野こども政策課長 これまで支給しており

ました児童手当の分しか入っておりません。

○蓬原委員 それと、木城町は揚水発電所があ

る関係で不交付団体になっているんですが、不

交付団体であるなしにかかわらず、子ども手当

は当然国から来るわけですね。

○京野こども政策課長 不交付団体であろうと、

国からは国の負担金、県からは県の負担金とい

うことで市町村には行きます。

○蓬原委員 ということは負担金ということで

の交付になるわけですね。

○京野こども政策課長 そうでございます。

○蓬原委員 そうなった場合に、児童手当が今

度は子ども手当になるから15歳まで伸びますの

で、県内の対象となる児童数はどういう内訳に

なるんでしょうか。

○京野こども政策課長 全体で16万3,000人にな

ります。内訳は、未就学児童数が約６万1,000人、

小学校修学児童数が約６万6,000人、中学校修学

児童数が約３万6,000人でございます。

○蓬原委員 この場合の支給要件というのは、

先ほどの「子ども手当の支給に関する法律」で

すか、どういう要件になるんでしょうか。

○京野こども政策課長 要件として２つござい

まして、まず住所要件として、日本国内に住所

を有することというのが一つ。それから監護・

生計要件として、一定の児童を監護・監督・保

護し、その児童と一定の生計関係にあることと

いう２つの要件を満たしておれば支給されるこ

とになっております。

○蓬原委員 この場合、私どもが聞いているの

が、日本在住の外国人の方、永住外国人という

ことでなくて、１年以上在住をしておれば、日
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本に連れてきている外国人の子供にも支給され

るという情報が入っていますが、これは間違い

ないでしょうか。

○京野こども政策課長 委員のおっしゃったと

おり、子ども手当につきましては、永住権を持

っていなくても、１年以上在住していれば支給

されることになります。

○蓬原委員 あと１件は、親だけこっちに来て

子供さんは親の母国にいる場合、母国に残して

きた子供にも支給されると聞きましたが、これ

は事実なんでしょうか。

○京野こども政策課長 先ほどの支給要件を満

たせば支給されることになります。

○蓬原委員 そこについては後で詳しく聞きま

すけれども、逆に、日本人の方が子供を日本に

残して海外駐在している場合、日本に残ってい

る子供には支給されないと聞いていますが、こ

れも事実なんでしょうか。

○京野こども政策課長 住所要件として、日本

国内に住所を有することとなっておりまして、

この要件を満たしておりませんので支給されな

いことになっております。

○蓬原委員 我々が報道等で知っている以外の

物すごいことが、この要綱の中に入っていると

いうことを今確認しましたので、大変びっくり

なんですが、これに非常に懸念がありまして、

例えば外国の方が養子縁組等をして、親だけ、

あるいは代表で１人だけ来て、手当ビジネスに

つながるんではないかという懸念もあるわけで

す。それでちょっとお尋ねしますが、これは、

日本に住んで税金を納めているとか納めていな

いとかの要件はうたっていないんでしょうか。

○京野こども政策課長 税金を納めているかど

うかにつきましては、後で調べさせてもらいま

す。

○蓬原委員 外国の方が１年以上おられる場合

の母国に残した子供のことについて聞きます。

先ほどは実際の子供が前提でしたけれども、養

子あるいは婚外子でもこれは支給されるんでし

ょうか。

○京野こども政策課長 養子や婚外子でも要件

を満たしていれば支給されると聞いております。

○蓬原委員 この場合、養子縁組にしても婚外

子にしても、国内ならばいざ知らず外国での話

ですから、どうやって親子関係を確認するのか。

それも市町村での支給となりますと大変な作業

だし、果たしてそれが確認できるのかという話

なんですが、そのあたりについては、どの基準

で親子関係、あるいは生計を一つにしていると

いう確認をとるのか、国からはどういう御指示

があっておりますか。

○京野こども政策課長 監護・生計要件としま

して、一定の児童を監護し、その児童と一定の

生計にあることとなっておりますので、外国か

ら住民票を取り寄せるとか、申請書類と子供と

定期的にいろんなやりとりがあるかどうかで判

断することになろうかと思います。

○蓬原委員 それと子供の制限、常識的には養

子は１人か２人ですけれども、養子縁組等の子

供は何人でもいいのか、人数制限はないのかと

いう疑問が出てくるわけですが、そこらあたり

についてはどういうことになっているんでしょ

うか。

○京野こども政策課長 国から聞いている話で

は、子供の数が多いからだめだということは聞

いておりません。先ほど申し上げましたような

要件を満たしておれば支給されると思われます。

○蓬原委員 それで、外国は、日本みたいに一

夫一婦制じゃなくて一夫多妻制のところもある

わけです。そういうところは子供が物すごくい
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るわけです。例えばアフリカ、何十人子供がい

るという話も聞いていますし、失礼な話ですが、

戸籍制度そのものがあるかどうかわからない国

だってあるわけです。「これが私の子供だ」とや

れば、ましてや所得差が10分の１、20分の１、30

分の１の国もあるわけで、そこで、正規にもら

いだしたとして２万6,000円、10人で26万、20人

いたら52万。国にそれを送金すればお大臣クラ

スの生活ができるということになるんで、一夫

多妻制の国の方が来られて、自分は何十人子供

がいるんだと。先ほど人数の制限はないという

ことでした。再確認になりますけれども、支給

されるということになるわけですね。

○京野こども政策課長 今のＱ＆Ａの中では、

そういったことも可能だということになってお

ります。

○蓬原委員 先ほども確認とりましたが、日本

の場合は、トヨタを初め電機産業にしても海外

にかなりの企業が出ております。何十万人とい

う日本人が外に出ていっていると思うんですけ

れども、その人たちは、教育上子供を残して行

っている人が大半なわけです。再確認になりま

すけれども、そういう人については当然、住所

が日本にないので、日本に残している子供には

子ども手当は出ないということになるわけです

ね。

○京野こども政策課長 住民票を日本に置いて

いれば支給されるとのことでございます。

○蓬原委員 日本に１年以上来られている外国

の人が母国に残している子供にも子ども手当が

出る、人数に制限はない。養子縁組であれ婚外

子であれいいということなんですが、財政的に

困窮して間もなく赤字が1,000兆円になろうか

と。ただでさえも862兆円、10年度末ＧＤＰ比

で1.8倍になって、デフォルトという国家債務不

履行の言葉まで出てくる時代に、数もわからな

い。日本にいる中国人の方は間もなく80万人に

なると言われております。それに自国の子供と

か掛けていくと物すごい数になるわけですが、

これは課長に聞いても仕方ないんでしょうけれ

ども、日本の子供を育てるのが目的だったはず

なのに、国がそこまでして、外国の、ましてや

母国に残している子供にまで手当をやろうとす

る根拠、国の方針はどういうふうに伝わってき

ておりますか。伝わってきておればここで御披

瀝ください。

○京野こども政策課長 大きくは政権の考え方

になろうかと思いますけれども、もともと児童

手当制度におきましても同じ制度だったわけで

ございます。というのが、「難民の地位に関する

条約」「難民の地位に関する議定書」に加入した

ことに伴いまして、社会保障に関する内国民待

遇（外国人の待遇を日本人と同じにする）を実

現するために、昭和56年の改正によりまして、

児童手当につきまして受給資格の国籍要件を撤

廃しまして、外国人も含めて国内に居住する受

給資格者に対して支給することにしております。

これも、外国人につきましては、おおむね１年

以上国内に住所を有する者については国内に居

住する者として取り扱っておりました。子ども

手当につきましても、６月からの支給に向けて、

児童手当制度からの円滑な移行を図るために同

様の取り扱いにするという方向で検討された結

果でございます。

○蓬原委員 今、条約の話が出ましたが、日本

は北朝鮮など何カ国か国交がない国があると思

うんです。北朝鮮は拉致問題もあって経済制裁

もやっているところですが、１年以上日本にい

るという条件からいけば、北朝鮮出身の１年以

上滞在している人の子供、北朝鮮にいる子供に
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もこの子ども手当は出る、論理的にはそういう

ことになりますが、そういうことでいいんでし

ょうか。

○京野こども政策課長 一連の考え方からいけ

ばそうなるのではないかと思います。

○蓬原委員 私も聞いていて、だんだんとこれ

でいいのかなという気になってくるんだけど、

例えば100人の養子を持つ人がいて、それに子ど

も手当を払った場合、22年度の１万3,000円です

れば1,560万払うことになる。23年度以降２

万6,000円では3,120万円払うんだそうです。こ

れが現実に、意図的にビジネスモデルとして入

ってくる外国の人がいたとしたら、大変なこと

になると思うんです。ましてや、海外で孤児院

を経営している、そこに何百人という子供を入

れている人が、その人と養子縁組をずっとやっ

て、日本に来て子ども手当をもらえば、母国で

経営することは非常に楽なことだし、自国に日

本からどんどん送金して財産がつくれるという

ことになるんですが、理論的には、もう一回確

認になりますけれども、100人、1,000人だって

孤児と養子縁組すれば可能かもしれない。ある

いは１つの村で結託して代表を１人送って、そ

の子供たちと養子縁組をして、あるいはもっと

悪く考えれば、貧しい人たちに、何％かあげる

から養子縁組してくれんかと、それである人た

ちが来てピンはねしてビジネスとしてやってい

くことも可能になるんだけど、今私が言ってい

ることに論理的におかしいところがありますか。

○京野こども政策課長 間違いはないと思いま

すけれども、支給要件に該当しているかどうか

精査していく必要があろうと思いますし、また23

年度に向けて支給要件が検討されると聞いてお

ります。

○蓬原委員 最後にあと１件だけ。国で既に22

年度は１万3,000円と決まっているわけですね。

国が運用基準は詰めに詰めて、私が今言ったよ

うな問題も含めて、あるいは将来的に起きるで

あろうふぐあい等々も含めて、ちゃんとした制

度設計というか運用基準を設けて、運用基準が

県にちゃんと来ているんでしょうか。

○京野こども政策課長 現段階では私どもの手

には届いておりません。

もう一つ、先ほどの納税の必要性でございま

すけれども、国においても今、この問題につい

ては検討中であると聞いております。

○蓬原委員 実際にこの手当の支給作業をする、

母国に確認作業をする、これは市町村というこ

とになります。小さな町では役場の職員が100人

もおりません。今、私が言いましたような支給

要件、国の基準みたいなこと等々、本県の26市

町村、十分情報を集め、担当課窓口において抜

かりなく果たしてできるだろうかということに

ついては、客観的評価はどうでしょうか。

○京野こども政策課長 私どもとしましては、

可能な限り国から情報を仕入れて市町村に伝え

ていきたいと考えております。以上でございま

す。

○蓬原委員 一応ここでこれについては、また

総括でやるかもしれません。ありがとうござい

ました。

○黒木委員 県の負担分が25億1,600万余りです

ね。国、県、市町村割合を教えてください。

○京野こども政策課長 大きく言いますと、児

童手当の分については国３分の１、県３分の１、

市町村３分の１ですけれども、児童手当以外の

分については全額国で見るということになりま

す。

○黒木委員 県の児童手当の３分の１は、今示

されている25億1,600万ということですね。
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○京野こども政策課長 そのとおりでございま

す。

○黒木委員 今回の子ども手当の負担分は、県

にはどれぐらいの予定ですか。

○京野こども政策課長 子ども手当１万3,000円

としたときの県全体の総支給額は、16万3,000人

掛ける１万3,000円ということで255億円になり

ます。そのうち県負担が25億円、市町村負担が25

億円、事業主負担金が15億円程度ということに

なります。

○長友委員長 ほかにございませんか。

○外山委員 児童館があるところ、ないところ。

ないところはないと思いますが、あるんでしょ

うか。

○京野こども政策課長 児童館につきましては、

ない市町村もございます。具体的に申し上げた

ほうがよろしいでしょうか。

○外山委員 はい。

○京野こども政策課長 ないところが、串間市、

えびの市、野尻町、新富町、西米良村、諸塚村、

高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町となっておりま

す。

○外山委員 いつからないんでしょうか。

○京野こども政策課長 これまでなかったとい

うことでございます。

○外山委員 串間市もないんですか。

○京野こども政策課長 はい、串間市もござい

ません。

○外山委員 児童館がない。児童クラブはどう

なんでしょう。ないところはないと思いますが、

実態はどうなんでしょう。

○京野こども政策課長 放課後児童クラブにつ

きましては、ないところがございます。西米良

村、木城町、諸塚村、椎葉村、五ヶ瀬町にござ

いません。

○外山委員 児童館もない、児童クラブもない。

子供はどないしてはるんですか。子供がいない

んですか。

○京野こども政策課長 放課後児童クラブがな

いところ、例えば西米良村や五ヶ瀬町は放課後

子ども教室を利用している、あるいは木城町は

児童館で放課後を過ごしている、それから諸塚、

椎葉では、祖父母や近所の人が迎えに来るとい

った地域のつながりがあるということで、住民

からの要望が少ないと聞いております。

○外山委員 できるだけ早く県のほうから、ど

ないかしたほうがいいんじゃないのといったよ

うな指導はできんとですか。

○京野こども政策課長 私どもとしましても、

今回の安心こども基金によりまして施設整備も

できるようになっておりますし、また運営費に

つきましても県からそれぞれ補助するような準

備もしておりますので、働きかけはしておりま

すけれども、市町村の財政状況もあってここま

で手が回らないといった部分もあろうかと思い

ます。ただ、少しずつではありますけれどもふ

やしていきたいと考えております。

○外山委員 医師不足ということをずっと言わ

れています。医師は何人不足しているんですか。

○安井医療薬務課長 不足というとらえ方が、

病院の必要数にどれだけ不足しているかという

ことで、自治体病院に調査した結果、21年６月

１日現在26名が不足しているというお答えをい

ただいています。

○外山委員 県立病院で医師の残業数を聞いた

ことがあります。30時間、間違いないですか。

○安井医療薬務課長 それは把握をしておりま

せん。

○外山委員 だれかわかる人。

○安井医療薬務課長 病院局のほうに問い合わ
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せますので、しばらくお時間を下さい。

○米良委員 これも医療薬務課ですが、後学の

ために。委員会資料の29ページです。小児救急

医療電話相談強化事業ですが、事業目的に「不

要不急の受診の抑制」とあります。これはわか

ります。わかりますが、不要不急の受診という

のは今までどのくらいあるものでしょう。その

辺から相談事業が出てきたと思います。これは

県民性の問題だと思いますが、不要不急の受診

はけしからんと私も思います。それと過去の相

談件数、どのくらいあったんでしょうか。

○安井医療薬務課長 不要不急がどのくらいか

わかりませんが、この相談事業を始めたのが平

成17年の11月からです。それ以降の相談件数を

申し上げますと、17年度は11月以降３月まで

で341件、18年度が丸々１年で538件、19年度が840

件、20年度が1,272件、今年度は12月現在で既

に1,200件ということで、増加傾向にあるという

ことです。

○米良委員 私に言わせると、けしからんと思

います。１番が1,272件ということであります。

事業概要のところにもありますように適切な助

言・指導を行うんでしょうけれども、相談内容

はどういうことが多いんでしょうか。

○安井医療薬務課長 これは20年度に調査した

結果ですが、相談内容を主なものを１つという

ことで調査しましたところ、一番多いのは発熱

の相談、「熱が出たんだけれどもどうしたらいい

だろうか」という相談です。次に多いのがその

他で、けがとか嘔吐とか具体的な症状が出てい

て、「病院に行ったほうがいいんだろうか、どう

したらいいだろうか」という相談を受けて、「ま

だ病院に行く必要はないですよ」とか「もうち

ょっと様子を見てからにしたらどうですか」と

いったアドバイスを看護師がしております。

○米良委員 そういう親御さんに対する教育の

場所というのは、医療機関ではどこがあるんで

すか。そういう不要不急の受診なんて、とても

じゃないが考えられないわけですけれども、初

期的な症状、お母さんとして持っておかなきゃ

ならない知識を日ごろ蓄えておかにゃいかんと

思うんです。そういう教育、場所の提供という

のはどこかでなさるべきじゃないですか。

○安井医療薬務課長 21年度からそういった事

業に取り組んでいまして、訪問救急教室委託事

業ということで、医師会に委託しまして、医師

会からお医者さんに保育所や幼稚園に行っても

らって、そこで親御さんたちに啓発活動をして

もらうという事業には取り組んでおります。来

年度も続けていく予定にしております。

○米良委員 釈迦に説法ですからこれ以上言い

ませんが、そういった県民性の是正というのは、

そういう教育機関なり場所で日ごろから認識と

して植えつけておかにゃいかんと私は思うんで

す。特に若いお母さんでしょうからね。初期的

な対応も機会を設けていかなきゃならんのじゃ

ないかと考えるものですから、ぜひひとつ何ら

かの機会と場所を提供する方策を考えていただ

きたい、このように要望申し上げておきたいと

思います。

それから予算書の162ページ、健康増進課です

が、特定疾患医療費が14億9,000万何がし上がっ

ております。56の特定疾患に要する経費とおっ

しゃいました。もちろん治療に要することでし

ょうけれども、この内容を我々にわかるような

説明をお願いします。

○相馬健康増進課長 56の特定疾患の患者さん

の保険診療以外の自己負担分につきまして、重

症患者については全額無料という形になってお

ります。それ以外の一部の患者については自己
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負担２万3,100円を限度にいただいて、それ以外

については公費で見るという形になっておりま

す。

○米良委員 課長はそういった実態に遭遇した

ことはありますか。

○相馬健康増進課長 宮崎県難病医療連絡協議

会の総会等ございまして、そこにはいろんな団

体の患者さんも見えていますので、そういうと

ころで意見交換することはございます。

○米良委員 それ以外はそういう人たちとの接

触の機会というのは、担当課として全然ないん

ですね。

○相馬健康増進課長 担当課としてはございま

せんけれども、保健所において保健師が申請の

窓口で対応いたしますので、保健所の保健師は

そういう患者さんと直接対応する場面は多々ご

ざいます。

○米良委員 委員会資料の30ページ、午前中あ

ったかもしれませんが、一番下の（５）日向入

郷医療圏の救急医療を支える中核病院の医師の

処遇改善支援、処遇改善の内容を参考のために。

○安井医療薬務課長 これは、国庫補助を活用

して救急勤務医に手当を支給することで待遇を

改善して、より多くの方に来ていただくための

一つの優遇策にしたいと思います。

○米良委員 大体どの範囲内ということはわか

りますか。

○安井医療薬務課長 ３病院に勤めておられる

お医者さんたちが当直とかされる際の手当を上

乗せするということでございます。

○米良委員 どの程度かということです。

○安井医療薬務課長 金額としては、国庫補助

の基準額が、休日の場合は１万3,000円程度、夜

間の場合は１万8,000円程度というのがございま

すので、これを使いたいと思っております。

県立３病院の常勤医師の１カ月の平均残業時

間は、平成20年度おおむね30時間ということで

ございます。

○外山委員 30時間の残業というのは、多いん

ですか少ないんですか。

○安井医療薬務課長 医師ですので、勤務内容

からすると大変じゃないかと思いますけれども、

一般的にどうかというのはよくわかりません。

○外山委員 私はびっくりしたんです。たった30

時間だと。県庁の職員で月30時間残業というの

はざらにおるんじゃないですか。

○安井医療薬務課長 平均はどのくらいかわか

りませんが、忙しいときはすることはあると思

います。

○外山委員 さっぱりわかりません。たった30

時間程度かと。私が働いているころ、１日１時

間の残業といったら遊びと一緒。３時間、４時

間、５時間が普通。果たして、忙しい忙しいい

うて―余り言うとしかられますから、やめて

おきます。

では、医師が宮崎県に何人おれば足りるんで

すか。

○安井医療薬務課長 先ほど公立病院の不足分

を、自己申告といいますか病院側のほうので言

いましたけれども、民間については特に数字は

とっていません。ただ、医師会等の求人の募集

コーナーを見ますと、かなり各病院求人をされ

ておりますので、かなりの数の不足が生じてい

ると思っております。

○外山委員 国のほうでは、何年にニーズを満

たす養成が可能になるんでしょう。

○安井医療薬務課長 何年に均衡がとれるとい

う数字は見たことはないんですが、さっきも御

質問があった中で、今、国が定員をふやしてい

るということは、不足していることは認めてい
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ると思っております。臨時的な定員増というふ

うに聞いています。そういう方向にはあると思

いますが、バランスはちょっとわかりません。

○外山委員 わからんことを議論したって、こ

れほどおもしろくないことはない。警察な

ら、2,000人でまあまあ治安が担保できてい

る。2,500人にすれば十分だとか、数字でわかる

でしょう。医者はさっぱりわからんでしょう。

医者は宮崎県内に何人おるんですか。

○安井医療薬務課長 トータルで2,602人が20年

末の数字です。

○外山委員 私は宮崎市におります。医師不足

は全く感じていません。偏在ということもある

わけでしょう。僕らは石投げたら病院に当たり

ますよ。医者の総数と偏在を何かでわかりやす

くしてもらわないと、「医者は残業しているの」

「たった１日１時間しかしてないよ」、それでも

不足不足と言っている。だから、漠としたこと

で議論をして、内容がさっぱりわからん。

じゃ、偏在と言うが、宮崎市に2,600分の何十

がいるんですか。

○安井医療薬務課長 53％近くの1,373人が宮崎

東諸県の医療圏におられます。

○外山委員 １市６町の面積は。12％じゃが。

○安井医療薬務課長 医療圏ごとになっている

ものですから、面積としては全県の※20％になっ

ております。

○外山委員 旧１市６町は12％、宮崎県の医

師2,600の50数％が宮崎市。だから小林とか都城、

延岡、足らんはずですよ。これをどうするのか。

例えば3,000人にしたと、でも延岡なんか行かへ

んですよ。いつになったらエンドラインが見え

てくるわけですか。

○安井医療薬務課長 なかなか先が見えないん

ですが、今回の地域医療再生計画でも県北部と

北諸・西諸地域は医師不足の顕著なところと位

置づけていろんな施策を打っております。先ほ

どの日向の３病院の手当のことも、直接それで

もってお医者さんの確保につながるかどうかは

ストレートにはわかりませんが、待遇改善によ

ってそこに来やすい環境づくりはできると思っ

ておりますので、そういった取り組みを今して

いるところでございます。

○外山委員 私が言いたいのは、今でも行かへ

んのに、多少のえさをばらまいても、本当に確

たるものが見えてきているのと言いたいわけ。

一時は医者は2,500人と言っていました。100人

伸びて2,600人、それでも行かないわけでしょ

う。100人ふえて2,700人になったら県北まで行

くのか。やっぱり今の現象と変わらんことが起

きるのと違うんかと。そのことを心配―余り

心配はしてないけれども。

○安井医療薬務課長 おっしゃるとおりだと思

います。総数がふえても、偏在を是正していく

方法を考えないと、それは診療科でも同じよう

な状況が言えると思いますので、そういう取り

組みをさらに頑張っていきたいと思います。

○外山委員 子供のことに対してお伺いします。

里親制度というのは今、はやっているんですか。

○舟田こども家庭課長 社会的に養護を必要と

する子供さんを預けるということで里親制度が

ございまして、委託促進には努めているところ

でございます。

○外山委員 最近は実績はどうなんでしょう。

○舟田こども家庭課長 20年度で申し上げます

と、登録している里親が118名おられます。その

うち子供さんを委託されている里親が47名とい

うことで、委託児童数としては56名おります。

○外山委員 ふえているんですか、減っている

※79ページに訂正発言あり
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んですか。

○舟田こども家庭課長 受託率は横ばいでふえ

ていない現状にありますので、委託促進に努め

ているところでございます。

○外山委員 もう一点は次世代育成関係ですが、

本当に1.7％自信ありますか。

○京野こども政策課長 さまざまな施策を打ち

出しておりますけれども、そういった中で総合

的に、また積極的に各施策を実行することによ

りまして1.7％を達成したいと考えております。

○外山委員 何年後ですか。

○京野こども政策課長 今の次世代育成支援計

画におきましては平成26年度を目標にしており

ます。

○外山委員 現状と26年度、環境的にいって非

常に厳しい状況。環境が厳しいというのは、長

友委員長から教えてもらったんですが、妊娠可

能年齢がどのように変わりますか。

○京野こども政策課長 妊娠可能年齢というこ

とではございませんけれども、現在、出生率が

伸びている要因としては、第２次ベビーブーム

世代の子供さんたちが30代または30代後半にな

って子供を生んでいるということで伸びている

という部分がございます。

○外山委員 それはおれの子供、簡単に言うと。

私が申し上げたいのは、妊娠可能年齢（15～49

歳）が2005年では23万7,000人、2030年には16万

人、急減している。この急減の中で1.7、大丈夫

なのかということを聞いている。

○京野こども政策課長 委員おっしゃいました

とおり、平成26年度近くになりますと15～49歳

の女性人口が現在より１万1,000人減りまして21

万6,000人になるものと推定されております。そ

の中で合計特殊出生率1.7％を保つことにつきま

しては、現在の出生数をほぼ維持しなければい

けないということで、非常に厳しい面はござい

ます。ただ、それに向けまして、先ほど申しま

したように地域における子育て支援の推進とか、

子育てと仕事の両立支援などの施策を着実に実

施していくことによりまして達成したいと考え

ております。

○外山委員 プラス未婚率の変化、動向はどう

いうふうに考えておられますか。

○京野こども政策課長 未婚率につきましては

年々伸びているところでございます。それが晩

婚化、晩産化につながるということもあります

ので、県のほうで出会い事業等を計画して未婚

の男女の出会いづくりの事業も組み立てており

まして、今後ともそういった事業を市町村、農

協等にも働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○外山委員 言葉ではなくて、現状の未婚率が

何％で、将来は何％になると推計をされていま

すかということを聞いています。

○京野こども政策課長 将来の推計までは行っ

ておりません。

○外山委員 本県においては、昭和60年は男性

が10％、女性が6.5％であったものが、平成17年

には男性が27.1％、女性が18.2％と大幅に上昇

しています―ちゃんと書いてありますよ。

○京野こども政策課長 35～39歳ということで

絞りましたら、委員おっしゃるとおりでござい

ます。その先の推計については、現段階ではや

っておりませんということでございます。

○外山委員 だから、これから見れば非常に厳

しいということだけはおわかりでしょう。

○京野こども政策課長 はい、厳しくとらえて

おります。

○外山委員 プラス平均初婚年齢の動向はわか

りますか。
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○京野こども政策課長 初婚年齢につきまして

は、宮崎県で昭和60年に27.7歳であったものが

平成20年では29.2歳、女性につきましては、昭

和60年に25.6歳であったものが27.7歳になって

おります。

○外山委員 今おっしゃった３つの厳しさ、非

婚、晩婚、晩産こういった中で出生率を上げる

というのはどれだけ大変なことか。単なる文章

でどうこうということをおっしゃいますが、よ

ほど行政がはまってやらなければ、まず不可能

な数字と思うんですが、課長、大丈夫ですか。

○京野こども政策課長 確かに委員がおっしゃ

いますとおり状況としてはかなり厳しいものが

あろうかと我々も認識しております。というこ

とで、先ほど申し上げましたような事業を積極

的に推進するということ、また平成22年度事業

で各種事業をお願いしておりますけれども、こ

ういった事業を推進していく、また国における

抜本的な対策ということも重要でありますので、

国に対しても要望していきたいと考えておりま

す。

○外山委員 次世代育成支援対策推進法、この

前石川県に行きましたが、非常にすばらしかっ

た。石川県の場合にはもう既に50～99人の計画

策定を義務化する予定。平成21年６月現在、雇

用者101人以上の企業の行動計画策定率は宮崎県

が何％ですか。8.2％。

○京野こども政策課長 現在、一般事業主行動

計画の策定義務は301人以上のところになってお

りまして、これが77分の75社になっております。

○外山委員 だれも聞いちょらん。

○山田こども政策局長 21年６月末現在で300人

以下の事業所数が宮崎県の場合203、101～300人

が27届け出がありまして、届け率が8.2％になっ

ております。

○外山委員 8.2％とさっき言った。石川県の場

合には約90％、正確に言うと84.9％。私が先ほ

ど申し上げたのは、石川県ではこれだけ頑張っ

ているよと、一つのサンプルとして、頑張って

いるところはよう頑張っていると。宮崎県のよ

うに8.2％ではないと。法定301人以上は１社ぐ

らいつくっていなかったと思うけど、100％、義

務化ですから。しかし、義務化にならなけれ

ば8.2％、のんびりしたもんや。

ちなみに、育児休業法の改正がある。育児休

業、県庁内で何名男性が取得していますか。

○京野こども政策課長 平成20年度の実績でご

ざいますけれども、全体で男性職員３人になっ

ております。

○外山委員 法律が施行されても……何分の何

ですか。

○京野こども政策課長 0.数パーセントだと思

います。

○外山委員 何分の何ですか。

○京野こども政策課長 283人の対象者がおりま

して、そのうち３人ということになっておりま

す。

○外山委員 立派な数字ですか、どうでもいい

数字ですか。

○京野こども政策課長 伸ばしていかなければ

いけないと考えております。

○外山委員 ５～６年前からオオカミ少年、ワ

ンパターンな答弁。いっちょん変わらん。また

新しい法律ができる。また変わらん。担当課と

して、これどないかせいやということを総務部

長に要望書ぐらい出さんですか。

○京野こども政策課長 機会あるごとに総務部

のほうに申し上げてはいるところでございまし

て、例えば、次世代育成支援行動計画を県庁で

つくりますけれども、そういった会議等がある
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ときにもいろいろと働きかけはしているところ

でございます。以上でございます。また今後と

も頑張りたいと思っております。

○外山委員 ３人。おれの子供じゃないからい

い。

○蓬原委員 矢継ぎ早に行きます。175ページ、

里親委託促進事業費178万、20年度実績は先ほど

聞いたところですが、里親というのは、委託さ

れた家庭に対して委託費は１人当たりどれぐら

い出るんでしょうか。

○舟田こども家庭課長 １世帯当たり７万2,000

円が出ます。

○蓬原委員 それは１人の場合。もし２人だっ

たら。これは月ですよね。

○舟田こども家庭課長 月額７万2,000円でござ

いまして、２人目以降は３万6,000円となってお

ります。

○蓬原委員 今委託されている中で、ある程度

継続になると思うんですが、ここに来て大変不

景気になりました。里親が仕事を失ったことに

よって委託を途中で返上したという実態はない

んでしょうか。というのは、私の近くに１人里

親がいらっしゃいまして、非常に頑張っておら

れたんですが、会社がちょっとおかしくなって

失職されまして―個人的には仕事探しに協力

して、今どうにか仕事について、我が子のよう

に育てていらっしゃるんです。こういうことは

行政も支援をしていかにゃいかんなと思うんで

すけど、この景気低迷の中でそういう実態とい

うのは出てきていないんでしょうか。

○舟田こども家庭課長 現在、里親として子供

さんを預かっておられる方の中には、以前より

経済状態が厳しくなっている方はいらっしゃる

かもわかりませんけれども、子供さんをお願い

できない状態にはないと。里親制度の要件とい

たしまして、子供さんに対する養育の熱意があ

る方、それとともに経済的に困窮していないと

いう条件もございますので、児童相談所を中心

に世帯の状況を見きわめながらお預けしていく

ことになっております。

○蓬原委員 よろしくお願いします。

それと161ページ、がん対策。３大死因という

のが言われておりますが、今でも県内では、脳

卒中、心臓を抜いてがんが１位でしょうか。

○相馬健康増進課長 おっしゃるとおり、がん

死亡が第１位を占めております。

○蓬原委員 がん対策基本法というのができま

した。それを受けて、島根県に始まって、高知

県、奈良県、次は愛媛県ということでがん対策

のための各県の特色ある条例をつくっておられ

るんです。宮崎県としてどうかという話なんで

すが、全国的にある程度関心を持っている県も

あるようですけれども、がん対策基本法を踏ま

えた本県独自のがん対策の条例をつくるポテン

シャルは持っておられるんでしょうか。

○相馬健康増進課長 委員のおっしゃるとおり、

今、全国６県においてがん対策推進条例を制定

したと聞いております。県としましては、20年

３月に宮崎県がん対策推進計画を策定したとこ

ろでございますので、これに沿った形での推進

を図ってまいりたいと考えております。

○蓬原委員 条例ということについては何か。

○相馬健康増進課長 現段階では考えておりま

せん。

○蓬原委員 場合によっては議員発議でやらに

ゃいかんということですね。

○黒木委員 153ページ、このごろ野犬の話は出

ないんですが、野犬の状況はどうですか。この

ごろ余り聞かないようにもあるんですが。

○船木衛生管理課長 保健所のほうに寄せられ
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る、野良犬が徘回しているとか、迷い込んでい

る犬がいるという苦情は年々減少してきておる

現状にはございますけれども、苦情が全くなく

なっているという状況にはございません。

○黒木委員 犬は毎年予防注射をしますが、受

ける率といいますか、受けていない犬もかなり

いるんですか。

○船木衛生管理課長 21年度の状況はまだ取り

まとめておりませんけれども、19年度の資料を

手元に持っております。犬の登録頭数が６

万9,037頭、そのうち注射を受けているものが５

万4,079頭、注射率で78.3％という状況になって

おります。

○黒木委員 宮崎県は今もＢＳＥの全頭検査を

ずっと続けているという形ですばらしいと思う

んですが、食肉検査の状況はどうですか。

○船木衛生管理課長 処理頭数でよろしいでし

ょうか。20年度が、牛が５万9,901頭、豚が101

万1,284頭、鶏が１億2,444万9,859羽となってお

りまして、頭数の推移では、牛は平行線、豚は

増加、鶏が処理羽数が増加をしている状況にご

ざいます。

○黒木委員 一時、レジオネラ菌で大変騒動し

ましたけれども、その後落ちついて、温泉に行

っても、検査員が時々温泉の中に検査棒か何か

入れて検査をしたり、温泉湯をくんだりしてお

りますけれども、その後、状況としてはどうで

すか。何も発生はしていないんですけれども。

○船木衛生管理課長 日向で14年にレジオネラ

の事故がありましてから条例等を改正いたしま

して、公衆浴場や旅館業の営業者に対して、浴

槽の構造等によってその回数が若干異なります

けれども、レジオネラの検査を自主的にやって

もらって、その報告をいただく中で、レジオネ

ラを検出した件数が20年度で４件ございますけ

れども、すべて基準以下の数値となっておりま

す。

○黒木委員 例の日向サンパーク温泉は、非常

に熱心に今は検査をされていまして、今はかえ

って安心して入れる気がするんです。今後はそ

ういうことはないと思いますけれども、自主的

な検査をしていただきたいと思います。

○田口委員 先ほど耐震のところで肝心なこと

を聞くのを忘れておりました。災害拠点病院の

耐震化の整備ですけれども、宮大がいまだに耐

震化していなかったというのは信じられない話

ですが、現在、拠点病院の耐震化率はどれぐら

いでしょうか。

○安井医療薬務課長 宮大はすべての建物が耐

震化されていないというわけではなくて、耐震

化していない建物があるということで御理解い

ただきたいと思います。

本県の災害拠点病院は11ございますけれども、

そのうちの６カ所が耐震化が済んでいまし

て、54.5％となっております。差し引き５が未

耐震となりますけれども、小林市立病院は調査

した時点から後に完成していますので、これは

耐震化が済んでおりまして、宮大附属病院と千

代田病院の２つが耐震化されますので、残り２

つが未耐震ということになります。

○田口委員 その２つはどことどこになるんで

すか。

○安井医療薬務課長 西都医師会病院と済生会

日向病院になります。

○田口委員 もう一点、先ほど米良委員が聞か

れた電話相談ですが、件数をいろいろ言われま

した。21年は４～12月で1,200件、平均すると

月150件で、年度末には1,650件ぐらい予想され

ますが、年間400件ぐらいふえている。それによ

って今回、365日対応ということになったと思い
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ます。先ほど不要不急と言われていましたけれ

ども、1,200件のうちどれぐらいが医者に行かな

くなったというデータはないんでしょうか。こ

の間、延岡がこれをやっていまして、非常にい

い効果が出ていて、一番よかったのは、子供の

病状よりも、親が半分パニックになっていたの

が落ちついておさまったということが多いよう

ですけれども、そういうデータがありますか。

○安井医療薬務課長 平成20年の1,272件のとき

に対応内容を調査したものがありまして、複数

回答を認めて全体で1,471件という延べ数になっ

ています。内訳は、「医療機関を勧めた」

が17.3％、「何かあれば受診を勧めた」が、ちょ

っと多くて41.3％になっています。即というこ

とではなくて、何かあったらということでワン

クッション置いてということになると思います。

それと、「昼間かかりつけ医に行くように勧めた」

が29.2％ということでございます。さっきも言

いましたけれども、重複回答がありますの

で1,471件ということでございます。

○長友委員長 総括質疑もありますが、蓬原委

員。

○蓬原委員 159ページ、不妊治療費助成事業、10

万円から15万円に上げていただく予定だという

ことで、非常にすばらしいことだと思うんです

が、約300件予定されていると思います。これは

回数制限があるのかどうか、何回もできるのか

ということと、成功率というか受胎率はどのぐ

らいの率で、不妊治療を受けると、なかなか子

供ができなかった人たちができるようになるの

か、その率がわかったら教えてください。

○相馬健康増進課長 不妊治療費助成につきま

しては、１年度に２回は認めており、通算５年

間は助成を受けられます。

受胎率といいますか妊娠した状況でございま

すけれども、平成16～19年度の治療実績により

ますと、妊娠した方が38％になっております。

○蓬原委員 結構効果があるということで、あ

きらめていらっしゃる方もあるかもしれんから、

ぜひＰＲしてもうちょっとやってください。

○山下副委員長 １点だけお聞きします。子ど

も手当の件でお伺いしたいんですが、蓬原委員

から先ほどありましたように、在日外国人の子

供への支給です。今、縫製工場とか農業法人等、

都城の農村部でも中国人、フィリピン人の人た

ちをかなり採用されているんです。加工工場な

どで我々もちょこちょこお会いするんですが、

外国人に対して子ども手当の支給はどれぐらい

かもう数字が出ているんでしょうか。

○京野こども政策課長 支給要件を満たしてい

る外国人の数ということでしょうか。

○山下副委員長 そうです。

○京野こども政策課長 まだ今のところは把握

いたしておりません。今後把握したいと思って

おります。

○山下副委員長 子供を残してきている人が多

いという話を聞くんです。研修という形で３年

間来ている人が多いんですが、１年間は研修制

度の中で取り組まれて、２年間が実質就労とい

う中で、いろんな対応があって企業もかなり採

用されているんですが、ぜひそこの調査をして

いただいてお知らせいただくとありがたいと思

っています。

○京野こども政策課長 わかりました。報告い

たします。

○長友委員長 わかり次第、またお願いします。

○相馬健康増進課長 不妊治療の実績について、

若干説明させていただきます。治療を受けた夫

婦が707組おりまして、そのうち268組で38％で

すけれども、治療自体は1,755回受けております
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ので、回数で言うと10数％の妊娠率になると思

います。

○長友委員長 ほか何かありませんか。

○水間委員 健康増進課長にお聞きします。

今、130あって、特定疾患が56疾患という表現に

なっていますが、国に対する難病の働きかけ、

割と難病は認められているのか、難しい状況な

のか、そこら辺をお聞かせいただけますか。

○相馬健康増進課長 これにつきましては、県

議会のほうでも４疾患の追加という請願がござ

いました。そういう中で、昨年の10月に新たに11

疾患が特定疾患の公費負担の対象として取り上

げられたところです。残念ながら、この11疾患

の中には請願に含まれていた４疾患は入ってお

りませんでした。私どもとしましては、難病の

研究事業の対象または公費負担の対象に新たな

疾患を加えてくださいという要望は継続してや

っているところでございます。

○水間委員 ぜひお願いします。

それと、たばこ対策緊急特別促進事業という

のは、事業費は少ないんだけれども、これはた

ばこを余り吸ってはいけませんよという運動と

いうことですか。

○相馬健康増進課長 たばこの害につきまして

は、がんとか肺気腫などいろんな疾病がたばこ

関連疾患と言われております。そういう面では、

たばこをやめたいという方についてはやめるよ

うな環境をつくっていきたいと思っております

し、また、たばこを吸わない人がたばこを吸わ

される受動喫煙の防止を図っていくことを進め

ているところでございます。

○水間委員 私は、実は前に質問もしたことが

あるんですけれども、この裏にはたばこ事業法

というたばこ生産者を守る法律があるんです。

法律は平等でなきゃいかん。それからすると、

今、健康増進法のほうが―今度はまた大変な

ことでしょう。どこのレストランでもたばこを

吸わせないような状況。そしてたばこ税を上げ

て税を吸い上げて補てんをさせる。そういうこ

とではなくて、税でたばこを吸わせない方向と

いうことですが、逆に税金を使ってたばこを吸

わせる方法もあってもいいんじゃないか。法と

法は平等であるべきなんです。私は常にそう思

っています。今世の中が、どちらかというとた

ばこを吸わせないような方向にある。７対３か

ら８対２ぐらい、恐らく100％たばこを吸わせな

い方向。これではたばこをつくっている人たち

……。たばこ事業法でこれを見直そうという動

きには来ていますけどね。そこらあたりも質問

もしたことあるんだけれども、だったら吸える

場所を、へんぴな隅っこじゃなくて、囚人が吸

っているようなところでね。たばこをちゃんと

吸えるようなこともしてあげてというのも必要

だと思います。たばこ税は徴税費は要りません

から。ちょっと言い過ぎでしょうけれども、県

税の場合の徴税員、30億もかかるんですよ。た

ばこ税はそれが全くかからんで約100億入るんで

す。そういうことを考えたら、余りにも不公平

だと思うんです。税金を取っていただくことも

いいんですが、たばこをつくる人のことも考え

ながら、健康増進課もひとつ考えていただきた

い。以上です。

○安井医療薬務課長 先ほど外山委員の御質問

で、宮崎東諸県の面積を20％と言いましたが、

今計算し直したら11.3％でございましたので、

訂正をお願いします。済みません。

○長友委員長 それでは以上をもって、医療薬

務課、衛生管理課、健康増進課、こども政策課、

こども家庭課の審査を終了いたします。

執行部入れかえのために、暫時休憩いたしま
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す。

午後２時39分休憩

午後２時50分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

各課ごとの説明及び質疑はすべて終了いたし

ましたので、総括質疑に移ります。

福祉保健部の当初予算関連議案全般につきま

して、質疑はございませんか。

○水間委員 医療薬務課にお尋ねをしますが、20

～22年度の臨床研修の受け入れ先がわかればお

示しください。

○安井医療薬務課長 大学卒業して臨床研修２

年の行き先ですけれども、20年度が45名、21年

度が42名、それと22年度はせんだってマッチン

グの途中経過が公表されましたけれども、それ

によりますと今のところ38名となっておりまし

た。

○水間委員 受け入れ先はわかりませんか。

○安井医療薬務課長 ６病院ございまして、宮

大附属病院、県立宮崎、延岡、日南病院と、民

間が宮崎生協病院と古賀総合病院です。

○水間委員 人数の割り振り。

○安井医療薬務課長 22年度は国家試験に受か

らない場合もありますので、21年度の確定値で

申し上げますと、宮大附属が34、県立宮崎病院

が６、日南が１、宮崎生協が１となっておりま

す。

○蓬原委員 ちょっと聞き漏らしていました。

先ほどの子ども手当のところで難民条約批准云

々というのがあったんですけれども、１年以上

滞在した外国人について出せる。国交のない北

朝鮮の人にも出せるということが、難民条約が

基本になっているようですが、こちらに働きに

来て１年以上いる人たちが果たして何名なのか、

ここは大いに疑問のあるところです。ここでお

聞きすることがどうか。でも、ここで議論して

おかないといかんことだと思うんですが、課長、

課長で苦しければ部長あるいは次長、もしおっ

しゃることができれば御見解を賜りたいと思い

ます。

○京野こども政策課長 １年以上国内に住所を

有する外国人については支給されることになっ

ております。それにつきましては、先ほど申し

上げました「難民の地位に関する条約」及び「難

民の地位に関する議定書」に加入したことに伴

って、社会保障に関する内国民待遇を実現する

ために、これまでの児童手当についての国籍要

項を撤廃したということでございまして、難民

か否かということには関係がないと思っており

ます。

○蓬原委員 国交のない、批准もしていない国

が対象になるというのも、それで理論的にはカ

バーできるんですか。

○京野こども政策課長 今のところそういうふ

うなＱ＆Ａになっておりますけれども、高校授

業料の無償化等でもすべきではないんじゃない

かという議論も起こりましたので、今後そうい

うふうな議論も起きてくるのではないかと考え

ております。以上でございます。

○米良委員 同じくこども政策課長、ちょっと

教えてください。委員会資料の38ページですが、

「みんなで子育て」創生事業の事業概要の４番

目、「仕事と子育ての両立支援を促進する啓発」

とありますけれども、この場合はどういうこと

を目標に考えておられるのか。

○京野こども政策課長 目標でございますか。

○米良委員 仕事と子育てを両立するのはなか

なか難しいからいろんな支援がありますよね。

想定される事業例として38ページの２の４番目
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に上がっているじゃないですか。

○京野こども政策課長 具体的な例ということ

でしょうか。これは企業が両立支援を可能にす

る仕組みをつくっていくことが重要でございま

して、そのために講演会などを実施するもので

ございます。また事例としては、企業とタイア

ップして子供の職業体験といったものも挙げら

れております。

○米良委員 事業目的で「民間団体による」と

いうことですが、民間団体というのは保育所を

指すと思いますが、地域における子育て支援体

制ということからすれば、あくまでも保育所が

中心になってという理解でいいんですか。

○京野こども政策課長 想定している団体と申

しますのは、子育て支援活動を行っているＮＰ

Ｏ法人、あるいは児童館を活動拠点としている

地域活動クラブ、そのほか県内の各地域で独自

の活動を行っている団体を想定しているところ

でございます。

○米良委員 これは別件ですが、障がい者雇用

の関係でございます。これまで緊急雇用対策で

いろんな角度から雇用の拡充ということで、県

の皆さん方もいろんな部署で頑張っていただい

ておるわけですが、特に障害者自立支援法がで

きて―政権がかわりまして、これを見直そう

とか廃止しようとかいろいろありますけれども、

重度障がい者あるいは知的障がい者の皆さんた

ちが、将来、目標を持てる仕事ということで、

生きがいと希望を持って頑張っておられるわけ

ですけれども、実際には進んでいないんです。

いつかこの委員会でも申し上げたと思いますが、

それには企業側の理解と協力がないとどうにも

ならないわけであります。障がい者の人たちの

就労に対する企業の受け入れ環境は最近変わっ

てきたのかどうかということです。企業の認識、

理解が深まってきたのか疑念をいつも持ってい

るわけですが、その辺の進捗はどうでしょうか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 企業の取

り組みということでございますけれども、毎年

労働局が障がい者の雇用状況についての調査を

いたしております。平成21年６月１日で、県内

民間企業の雇用達成率が2.01％、前年が1.97％

でございましたので、若干ではありますけれど

も伸びており、全国的には７位となっておりま

す。また、雇用率の達成企業の割合も65％、全

国２位ということで、民間企業の方々の認識は

年々高まっているのではないかと考えておりま

す。

どうしても企業の方々に理解をしていただか

ないといけないものですから、ことしは、労働

局、雇用開発協会、県の３者合同で企業向けセ

ミナーを、延岡、宮崎、都城の３カ所で開催さ

せていただきまして、合計98社、人数にして332

名の方に参加していただきました。このような

活動を通じながら民間企業の方々の御理解をい

ただくように努力をしているところでございま

す。以上でございます。

○米良委員 これから県北部におきましても高

等部の設置が進んでいくわけですけれども、目

指すところは、障がい者の人たちの就職支援、

雇用の場の確保がその前提にあって、高等部の

設置なるものも標榜して実際に進んでいくわけ

です。それと並行して、何らかの雇用対策を真

剣に考えていかなきゃ、片方だけではだめだと

思うんです。片一方は進んで行く、雇用は伸び

ないということであれば、何のための高等部設

置なのか。高い金使ってやるわけですから。行

政としてその辺両輪相まっていかないといけな

いんじゃないかと思うんです。将来そういうも

のを視野に置きながら高等部設置もやる。その
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後、障がい者の雇用促進も図られていくという

ことでなければ、何のための高等部だとなると

いかんのじゃないかと思います。将来にわたる

その辺のことはどうなんですか。

○野﨑就労支援・精神保健対策室長 今の厳し

い経済情勢の中で、企業の雇用がうまくいかな

い部分はありますけれども、先ほども申しまし

たように、障がい者の雇用は少しずつではあり

ますけれども伸びてきていると。障害者就業・

生活支援センターを延岡、日向に今年度と前年

度で設置しておりまして、ここを中心に障がい

者の方の雇用に対する助言、企業が受け入れて

いただくような開拓を地道に続けているところ

でございまして、ここを拠点にして、高等部等

とも連携を図りながらできるだけ一般の企業に

受け入れていただけるように進めてまいりたい

と考えております。

○米良委員 これは難しいのは重々承知で言っ

ているわけですけれども、遅々として進まない

ところに企業側も悩ましい問題として考えてい

らっしゃると思うんです。なかなか難しい問題

とは思いますけれども、さっき言いましたよう

に、高等部の設置なるものも堅調に進んでいく

ということからすれば、徐々に拡充していかな

いといけないと思うものですから、これは要望

にとどめておきたいと思いますが、どうぞよろ

しくお願いします。

○田口委員 医師不足対策でお聞きします。今

回、本会議場でも私は言いましたけれども、延

岡の病院に、宮崎市出身で宮崎医大卒の札幌医

大の先生が、月に３日間、延岡にわざわざ北海

道から来てくれている。彼が何で来始めたかと

いうと、地域医療に理解を示し、ましてふるさ

と―彼は宮崎市出身ですけれども―が大変

だということで、ふるさとに貢献をしたいと延

岡まで来てくれている。非常にありがたいんで

すが。実はそういう先生はまだほかにもたくさ

んいらっしゃるんじゃないか。そういう意味で

は、宮大で今から医者をつくろうとして地域枠

とかいろんなことをやっておりますけれども、

全国にかなり宮崎県出身の医者がいる。そうい

う皆さん方に、ふるさとに帰ってきて地域医療

あるいはふるさとに貢献しませんかという意識

づけといいますか、この間の話にも出ましたが、

長野県の佐久総合病院には医者が200人ぐらいい

ると。宮崎県の３つの県病院の医師の数ぐらい

いらっしゃって、そのうち１割が宮崎県出身だ

という話も出ました。そういう医師をふるさと

に呼び戻すような医師不足対策ができないか。

昨年、延岡市では医師不足に関する条例も全

国で初めてつくりまして、北海道の医者から延

岡市に、医師不足対策に条例までつくって取り

組んでいるところにはいつかは行ってみたいと

いうようなメールも入ったと聞いているんです。

宮崎県出身以外の方でも、そういう状況を見る

と、ぜひ宮崎に行きたいと。これは延岡だけじ

ゃなくて、県央以外はすべて医師不足と言って

もいいぐらいのところですから、宮崎県の住み

よさなども含めて宮崎のことをもっとＰＲして、

出身者あるいは宮崎以外の方をこちらに呼び寄

せる活動はできないか、課長にお伺いします。

○安井医療薬務課長 今やっている事業の中に

も、県外で働いている方で宮崎に興味のある方

を登録していただく制度があります。15の市町

村と県で協議会をつくりまして登録できるホー

ムページをつくっておりますが、44名の方が登

録されております。その中で可能性のある方と

メール等で連絡をとっております。なるべく早

く帰ってきてほしいんですが、家庭とか教育の

関係がありますので、タイミングをとらえなが
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ら接触して、去年は４人の方に宮崎で接触をし

ています。その中には宮崎出身でない方もおら

れますので、おっしゃったようにそういう取り

組みを強化していきたいと思います。特に、非

常勤でもいいという方もおられますので、その

辺を工夫してホームページ等で求められないか

と、個人的には考えているところですので、そ

ういう取り組みをしていきたいと思います。

○田口委員 医者が集まっているところは、と

んでもないカリスマ医がいるところが結構あり

ますよね。そういう人が宮崎県出身者でいない

のか。常勤で来てもらうのは大変だとしても、

月に何回か来てもらうとか、ふるさとにぜひ貢

献してくれんかというような話を進めていただ

く、あるいは何で佐久総合病院にはそんなに医

者が集まるのか、そこも一つの研究のテーマだ

と思います。佐久はそんなに大きな町ではあり

ませんけれども、200人といったら３つの県病院

の医者の数ぐらいです。そこにそんなに集まる

わけですから、そこは研究していただきたいと

思います。

○安井医療薬務課長 そういう意味で、宮崎大

学と連携して、魅力を高めることと、そういう

先生方を養成するような取り組みをしていきた

いと思います。

○水間委員 こども政策局長にあえてお尋ねを

申し上げますが、17～21年度は前期の育成支援

の行動計画、今回、22～25年度の新たな案が出

ておるわけです。全部は読んでおりませんけれ

ども、前期の行動計画とここが変わったぞとい

うところ。私も少子化・子育て支援対策特別委

員会におりましたからわかっております。あの

時点でもちょっと言いましたが、今こういう不

景気の中で、まず景気回復が先じゃないのとい

うのが私の持論です。会社がよくなって景気が

よくなると、当然従業員も必要になる。従業員

がふえると、そこには婚姻の需要もある。そう

すると自然発生的に子供も生まれていく。デフ

レスパイラルの逆現象と僕は言うんです。そう

いう中で今回、次年度行動計画をつくられる「職

業生活と家庭生活との両立の推進」の中にちょ

っと含まれているんだけれども、こども政策局

長として、今回の行動計画の策定についての思

いをお聞かせください。

○山田こども政策局長 今回の次世代後期計画

策定に当たって、特にこれまでの取り組みから

いろいろ考えてきたことは、これまでは子育て

支援という形で保育サービスの充実が中心でし

た。その中で、保育サービスの支援は十分やっ

ていかないといけない、それは保育所とかだけ

ではなくて、在宅で子供を育てているお母さん

方、パートタイムなどで働きながら子供を育て

ている方、すべての家庭に対しての子育て支援

を考えました。それが基本目標１の中の「子育

て支援サービスの充実」でございます。行政的

に進めることは当然ですけれども、今回の意識

調査でも、経済的な問題とか子育てに不安があ

る、仕事と家庭の両立が難しいというような不

安を受けまして、地域子育て支援センターのい

ろんなサービス、また、ＮＰＯ等子育て支援の

民間団体がありますので、それらの取り組みと

あわせて社会全体で支援することが重要ではな

いかと考えております。そこで「安心して子ど

もを生み、育てることを地域や県民全体で支え

合う社会づくり」を大きな柱としております。

それから、仕事と家庭の両立に不安があると

いう県民の方々の意見を受けて、基本目標２で

「子育てを男女がともに担い、子育ての喜びを

実感できる社会づくり」という取り組み。家庭

での男女の協力意識とか取り組み状況、それか
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ら就労する中での子育てということで、これか

らは、先ほど委員が計画が重要ではないかと言

われましたけれども、仕事と多様な生き方を両

立するような働き方が、ひいては長期的な視点

で、子供を生みたいという気持ちになるために

は、働くことも重要ですけれども、生きる喜び

もあわせて実感できるような社会にならないと

いけないということで、企業のこれからの責務

は大きいと思っております。そういうことで、

「仕事と生活の調和の実現のための働き方の見

直し」を基本目標２の中に上げております。今

進めております「みんなで子育て応援運動」、

企業も一緒に取り組んでいかないといけないと

いうことで、育児休業法等いろいろな制度もあ

り法整備は進むけれども、それをいかに生かし

ていくかということがこれからは重要になるの

ではないかと思います。

それから、前回の理念では、子育てを支援す

るという形だったんですけれども、子供が中心

だということで、理念の中に子供の利益を掲げ

たことが大きいと思っております。そういうこ

とで、今回の基本目標３の中には、「社会的養護

体制の充実」に特に取り組むということで、今

回新規でお願いしております、子どもをまもる

地域ネットワーク育成強化事業にも取り組んで

いきたいと思っているところです。

長くなりましたけれども、社会全体で取り組

んでいくことが重要であるというふうに思って

おります。

○水間委員 政策局長の思いは伝わりましたが、

昔の親と今の親とのギャップというんですか、

我々の母親に言わせますと、ここまでいろんな

支援をもらわんと子育てできんのかという思い

も確かにあるんです。これは時代の変遷、流れ

の中でこういう状況なんでしょうけれども、ひ

とつ頑張っていただきたい。すばらしい子供を

育てていただきたいと思います。よろしくお願

いします。

○外山委員 １点だけ、障害福祉課にお願いし

ます。地域生活支援事業予算、幾らになってい

ますか。

○高藤障害福祉課長 22年度の予算は２億4,914

万円になっております。

○外山委員 17年度決算で在宅福祉予算と施設

福祉予算、施設福祉予算は幾らになっていまし

たか。

○高藤障害福祉課長 介護給付・訓練等給付費

は22年度予算で27億円余ですが、この中身に入

所の分と通所の分と一緒に入っておりますので、

後で入所と通所を分けたものを差し上げたいと

思います。

○外山委員 私がなぜこういうことをお伺いす

るかと申しますと、現代流で言えば地域生活支

援事業というものは在宅福祉予算です。これが

２億。17年で入所措置予算は幾らでしたか。

○高藤障害福祉課長 手元に17年度……。

○外山委員 ちょっと探して。今まで手元にな

いばっかりじゃ。向陽の里だけでもいい。３倍

ぐらいすればいいから。

○高藤障害福祉課長 しばらく時間をいただき

たいと思います。

○大重長寿介護課長 時間をちょっといただい

てよろしいでしょうか。きのう積み残しといい

ますか、お時間をいただきました件について御

報告をさせていただきたいと思います。

１点目が、県警察本部関係の資料で確認いた

しました変死体関連でございます。平成21年の

１月から12月まで、変死体総数は1,416体でござ

います。男性が870体、女性が546体とのことで

ございます。そのうち65歳以上の高齢者が880体、
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うち男性が467体、女性が413体ということでご

ざいました。さらにこのうち65歳以上のひとり

暮らしの高齢者につきましては262体、うち男性

が123体、女性が139体ということでございまし

た。

次に、宮崎市の特別養護老人ホーム併設ショ

ートステイのベッド数、利用率はということで

ございました。宮崎市におきましては併設ショ

ートが206床、平均稼働率は55％というふうにお

聞きしたところでございます。以上でございま

す。

○外山委員 ショートにしても半分は空き家で

しょう。ところが、特養待機者は宮崎市で何名

になっていますか。

○大重長寿介護課長 宮崎市の待機者が613名と

なっております。

○外山委員 100何ぼが使われていない。せっか

く空き家になっているから、措置がえすればい

いんじゃないの。

○大重長寿介護課長 21年度に私どもも定床化

の方針ということで市町村に通知を出しており

ます。

○外山委員 21年度からじゃなくて、以前から

空き家でひいひいしているわけ。

○大重長寿介護課長 宮崎市は中核市というこ

ともございまして、県として空床を定床化して

いく方針にしましたということで、宮崎市御当

局にはその方針をお伝えしております。

○外山委員 遅い。第１点。

それから変死体でもしかり。絶縁社会という

のが話題になってきた。ところがこの現状。1,500

人近い方々、800と400で1,200人、65歳以上の方

々が年間に１日３人ぐらい変死体で発見される。

こういう状況がアブノーマルかノーマルか。そ

の人たちに対して長寿介護課は何をしなければ

いけないか。まだわからないの。

○大重長寿介護課長 孤独死対策につきまして

は、関係機関を集めて対策会議を毎年開催して

おります。

○外山委員 毎年対策を講じるいうて、減って

いるのふえているの。

○大重長寿介護課長 現況は横ばいの状況かと

思います。

○外山委員 今から10年前は何体でしたか。

○大重長寿介護課長 県警本部からの資料提供

を受けたのがたしか４年前からと記憶しており

ます。ですから、10年前の数字は今のところ把

握しておりません。

○外山委員 今から10年前は400とか500。私の

質問に、どこかに行かれたピアノの部長が答弁

している。急増しているんです。今からまだ急

増しますよ。自分を生んだ親が、ウジがわいた

り白骨化した死体で発見されたり、こんな社会

くそ食らえだ。もっと目を見開いて、こういっ

たお父さん、お母さんを一人も出さない。

○大重長寿介護課長 私どもも、見守り以外に

はないという基本に立ち返って、今回も関係機

関を集めまして２月10日に会議をしました。い

ろんな機関で見守りのネットをつくっておりま

す。ただ、そのトータル化といいますか、どこ

でだれが見ていくのかというところをきちんと

していかないと、今委員がおっしゃったような

増加傾向は変わらないと考えております。です

から、今回の会議の成果も踏まえまして各市町

村におつなぎをしていきたいと考えております。

○外山委員 口が少し荒くなりましたが、自分

のおやじ、おふくろがこれだけ苦労して立派な

息子を生んでくれた。お父さん、お母さんに安

心して死んでもらいたいという思いが非常に強

い。高千穂で生まれて、幸か不幸か宮崎まで出
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てきて、いつの間にかお父さん、お母さん死ん

でた。これでは何のために子供を生んだかわか

らへん。そんな人間が年間に1,400～500人も出

るいうのは、みんなおかしいと思わんのでしょ

うか。交通事故は80人です。それが1,400人も死

んでいる。これは限りなくゼロに抑えてくださ

い。

わかりましたか。

○高藤障害福祉課長 先ほどの質問はまだしば

らく時間をいただきたいんですが。

きのう外山委員から御質問があって答えられ

ませんでした件について御報告してよろしいで

しょうか。スポーツ振興法19条の市町村の体育

指導委員ですが、昨年の６月末現在で県内に465

人、それと日本障害者スポーツ協会公認の障害

者スポーツ指導者数は、昨年の12月末現在、全

国の協会員の登録数で宮崎県内が281人となって

おります。

○外山委員 もっと活動してほしい。ほとんど

お目にかかったことがない。

今の在宅福祉予算と施設福祉予算は。

○高藤障害福祉課長 17年度の数字はしばらく

お待ちいただきたいんですが、現状を１つだけ

話しますと、18年度の障害者自立支援法の改正

で夜の部分と昼の部分が切り分けられました。

施設に入所されている方も、昼の部分はそこの

生活介護サービスになるとか、就労継続支援Ｂ

型のサービスを受けるという形になりまして、

サービスではきちんと切り分けられないのかな

と。夜の部分と昼の部分に分かれてしまってお

りますので、18年度以降について分けられるか

どうか考えさせていただきたいと思います。

○外山委員 課長はどれだけわかってはるのか

どうかわからんけど、障がい者福祉予算という

のは、昔は２対８、８が入所費、２が在宅福祉

予算。これではいけないということで国障があ

った。地域に帰そうということで在宅福祉予算

をもっとふやしていこうという一大運動が起き

た。そこで、基礎的な数字、在宅予算は幾らで

あったのかという基本がわからんから進みよう

がない。そういう予算を調べるのは簡単だと思

うよ。

○高藤障害福祉課長 18年度以降、先ほども申

し上げましたように……。

○外山委員 だから17年度。そんなことわかっ

た上で、試行が18年だから、17年度決算見れば

わかるだろうと思って17年と言っているわけ。

○高藤障害福祉課長 資料がそろいましたら報

告いたします。

○外山委員 情けないもんやな。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 その間に、ほかにございますか。

○外山委員 地域生活支援事業、トータルで２

億ですね。対象者は何人ですか。

○高藤障害福祉課長 地域生活支援事業は、実

際市町村がやっている事業でありまして、県と

して人数を把握しているわけではありません。

市町村の見込み額をもとに計算して予算は出し

ております。

○外山委員 ４分の１負担しているんでしょう。

わからんとですか。

○高藤障害福祉課長 地域生活支援事業の中に

相談支援事業とかいろいろありますので、把握

はしておりません。

○外山委員 約20項目のサービス事業がありま

すでしょう。僕だったらわかると思うけどな。

この前の２億2,000万円が、例えば２分の１、

４分の１、４分の１であったと、国が２分の１

でしょう。50％が普通、国の補助率は幾らにな

っていますか。
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○高藤障害福祉課長 国の補助率は、制度では

２分の１以内となっておりますが、実際は４割

ぐらい、10分の４程度であります。

○外山委員 制度上は50％になっているのに、

何で40％になるんですか。けちってくるわけで

すか。

○高藤障害福祉課長 国のほうが10分の５出さ

ない理由は、予算がそれだけ確保できていない

ということだろうと推測いたします。国として

は、制度上は２分の１以内ということなので、

４割でも是としているのではないかと推測いた

します。

○外山委員 額にすれば幾らになりますか。

○高藤障害福祉課長 手元に持ってきておりま

せん。

○外山委員 逆に、何がわかるんですか。

○高藤障害福祉課長 20年度の事業実績で言い

ますと９億3,300万でございまして、国費が３

億7,700万、率にしますと40.4％となっておりま

す。

○外山委員 国が本来支払うべき……。

○高藤障害福祉課長 国が本来支払うべき額は、

先ほどの事業実績からいきますと４億6,500万ぐ

らいになります。支払うべき額といいますか、

国は２分の１以内という制度になっていますの

で、義務というわけではないと思います。

○外山委員 それが幾らしか支払っていないわ

けですか。

○高藤障害福祉課長 ３億7,700万です。

○外山委員 逆に、県が本来支払うべき25％を

小林には20％しか払っていない。その差額は幾

らですか。

○高藤障害福祉課長 委員のおっしゃった20％

というのは実績ではございませんで、それは今

年度の小林市が出してきた見込み額に対する内

示額の割合でございまして、20年度は小林市

も25％近い額を出していると思っております。

○外山委員 21年度との差額は幾らですか。

○高藤障害福祉課長 しばらくお待ちください。

先ほどの小林市の見込み額に対して今年度県

が内示した額との差額は116万円になります。

○外山委員 116万円は小林市が単独で負担する

わけですか。

○高藤障害福祉課長 小林市の見込み額どおり

になれば、そういう可能性も否定はできません。

○外山委員 県は国に対して9,000万円余分に払

わなければならないわけですか。

○高藤障害福祉課長 委員の御質問の趣旨がわ

かりかねるところがありますが、国費は直接市

町村に行くようになっております。

○外山委員 ２分の１の分。

○高藤障害福祉課長 そのとおりです。

○外山委員 何のとおりですか。

○高藤障害福祉課長 国費が不足する分につい

ては、当然市町村が負担をしていると思います。

○外山委員 全部で幾ら余分に払っているわけ

ですか。

○高藤障害福祉課長 21年度の計算ということ

でよろしいでしょうか。21年度の国費の見込み

で言いますと、実績ではありませんが、１億2,600

万ぐらいの差になります。

○外山委員 それで、まだわからんと。

○高藤障害福祉課長 まだ帰ってきておりませ

んので、申しわけありません。

○外山委員 昔は応能負担だったでしょう。向

陽の里に１人入所した場合、幾らの税金が使わ

れていましたか。

○高藤障害福祉課長 済みません。今ちょっと

わかりませんので、整理をしたいと思います。

過去の資料を探しましたが、入所と通所が一
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緒になっていて簡単には分けられないので、時

間をいただきたいと思います。済みません。

○外山委員 入所だけでいい。

○高藤障害福祉課長 予算とか決算の中で一緒

くたになっていまして、地域生活支援事業だけ

が、在宅だけじゃなくて通所施設も……。

○外山委員 地域生活支援事業というのは自立

支援法の中でしょう。それを聞いているわけじ

ゃない。旧法で措置時代の１人当たりの施設福

祉予算は幾らだったか聞いているんです。

○高藤障害福祉課長 そうすると入所だけでな

くて通所施設も入れていいという理解でよろし

いですか。

○外山委員 通所は自宅から通うわけでしょう。

○高藤障害福祉課長 入所と通所が同じ予算項

目に入っていまして、そこを切り分けるのにち

ょっと時間をいただきたいということでござい

ます。

○長友委員長 暫時休憩いたします。

午後３時53分休憩

午後３時53分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

○外山委員 課長、障がい者福祉予算というも

のは、以前は入所から在宅福祉。ノーマルな社

会、ノーマライゼーションを追求、探求してい

こうということで、施設解体。宮城県の何とか

という知事が、そこから始まった。ところが、

そのもとになる在宅福祉予算が幾らあるのかす

らここでは出せない。非常に寂しい。そして今、

在宅福祉予算幾らなのと聞いたら２億2,000万

円。知的障がい者が約9,000人おる。9,000人の

方々のうち、昔は７～８割がほとんど施設に障

がい者予算を使っていたという歴史がある。こ

れはおかしいということで、在宅に力を入れよ

うというふうにしてきたが、ここではその検証

すらできない。あなた方は今まで何をしてきた

のか。非常に腹が立つ。

日常生活用具給付事業、宮崎市は脳性小児麻

痺と進行性筋ジストロフィーが使うおむつ代を

ことしから１万2,000円。脳性小児麻痺だけでは

なくて進行性筋ジストロフィーのほうも上げた。

宮崎市は上げていますか、上げていませんか。

○高藤障害福祉課長 宮崎市は月額の基準額を

１万6,000円に。

○外山委員 まだいいがな。

宮崎県は、対象としていないでしょう。

○高藤障害福祉課長 紙おむつの事業ですか

―それも含めて補助はしております。

○外山委員 幾ら。

○高藤障害福祉課長 紙おむつ事業だけの金額

は出していません。

○外山委員 何もかも、わかりません。出して

おりません。

そういうふうにして在宅福祉予算を積み上げ

てきたのが宮崎市、何もしないのが宮崎県、比

較検討もできないのが宮崎県、だから今言って

いるんです。

○高藤障害福祉課長 委員に一言だけは言わせ

ていただくと、地域生活支援事業だけが在宅福

祉というわけではなくて、今の制度では施設で

使うものも在宅で使うという形になっておりま

すので、そこが違うのかなと思っております。

○外山委員 わかりやすく言っているの、あん

たに。以上。

○長友委員長 それでは、請願の審査に移りま

す。

請願について、執行部からの説明はございま

せんか。

委員からの質疑もありませんね。
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以上をもちまして、福祉保健部を終了いたし

ます。

執行部の皆様には、大変御苦労さまでござい

ました。

暫時休憩いたします。

午後３時58分休憩

午後４時５分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてでありますが、委員会日

程の最終日ということになっておりますので、12

日に行いたいと思います。

開会時刻は13時としたいのですが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終了したいと思います。よろしいでし

ょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 以上をもちまして、本日の委員

会を終わります。

午後４時５分散会
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平成22年３月12日（金曜日）

午後１時12分再開

出席委員（８人）

委 員 長 長 友 安 弘

副 委 員 長 山 下 博 三

委 員 米 良 政 美

委 員 蓬 原 正 三

委 員 黒 木 覚 市

委 員 外 山 良 治

委 員 田 口 雄 二

委 員 水 間 篤 典

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 大 下 香

総 務 課 主 任 主 事 押 川 康 成

○長友委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、一括して採決いたし

ます。

議案第１号、第３号、第18号、第21号、第23

号、第34号について、原案のとおり可決するこ

とに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号、第３号、第18号、第21号、第23号、

第34号につきましては、原案のとおり可決すべ

きものと決定いたします。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第20号及び請願第33号であります

けれども、これらの請願につきましては取り下

げ申し出が提出されております。

取り下げの申し出を承認することに御異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 御異議ありませんので、取り下

げを承認することに決定いたしました。

次に、請願第５号については採決との御意見

でございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 暫時休憩いたします。

午後１時14分休憩

午後１時15分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

請願第５号の賛否をお諮りいたします。

請願第５号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○長友委員長 挙手全員。よって、請願第５号

は採択とすることに決定いたしました。

次に、請願第11号については採決との御意見

がございましたので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、請願第11号の賛否を

お諮りいたします。

請願第11号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕
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○長友委員長 挙手全員。よって、請願第11号

は採択とすることに決定いたしました。

請願第32号につきましては採決との意見がご

ざいますので、お諮りいたします。

この際、請願第32号を採決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、請願第32号の賛否を

お諮りいたします。

請願第32号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○長友委員長 挙手少数。よって、請願第32号

は不採択とすることに決定いたします。

それでは、新規請願に参ります。

請願第35号について採決という意見でござい

ますが、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、請願第35号の賛否を

お諮りいたします。

請願第35号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○長友委員長 挙手全員。よって、請願第35号

は採択とすることに決定いたしました。

続いて、請願第36号について採決との御意見

がございますので、お諮りいたします。

この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、請願第36号の賛否を

お諮りいたします。

請願第36号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○長友委員長 挙手全員。よって、請願第36号

は採択とすることに決定いたしました。

ただいま請願第11号が採択されましたが、当

請願は意見書の提出を求める請願でございます。

委員会発議として意見書案を提出することに

ついては、全会一致での決定が必要であります

ので、お諮りいたします。

請願第11号について、委員会発議として意見

書案を提出することについて御異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 御異議ございませんので、委員

会発議として意見書案を提出することに決定い

たします。

それでは、意見書の内容について、何か意見

はございませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時19分休憩

午後１時26分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

お諮りいたします。

意見書案の内容につきましては、意見書案の

とおり。ただし、記３のところを「障がい者施

設への報酬単価を引き上げ、報酬の日割り制度

をあらため、施設の経営を守ること」と修正し

た上で、当委員会発議とすることに御異議ござ

いませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 御異議ございませんので、その

ように決定いたします。

再度お諮りしておきますけれども、請願第５

号につきましては意見書の提出を求める請願に
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なっておりましたけれども、これは意見書は上

げないということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、そのように決定させ

ていただきます。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に

関する調査」につきましては、継続審査といた

したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 御異議ありませんので、この旨

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として特に御要望はありま

せんか。

暫時休憩いたします。

午後１時28分休憩

午後１時33分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

委員長報告についてでありますけれども、た

だいま御意見がありましたように、子ども手当

に関する部分、医師確保に関する部分を意見に

入れさせていただきたいと思います。

○外山委員 私は、水間委員がおっしゃったよ

うに、今回の委員長報告は子ども手当が云々か

んぬんは入れないと、とにかく医療一本で委員

長報告をしてもらうと。医師確保だけに特化し

た委員長報告にして、委員会の気持ちをあらわ

すという方法はとれんものかなと。

○長友委員長 暫時休憩いたします。

午後１時34分休憩

午後１時37分再開

○長友委員長 委員会を再開いたします。

今、医師確保対策をできるだけ強調というお

話もありましたので、それも含めまして委員長

報告に入れさせていただきたいと思います。

その文につきましては、正副委員長に御一任

いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

その他、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○長友委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時38分閉会




